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�論 文〉

日本のエネルギー資源貿易政策（16）

合衆国ドル政策と国際石油市場動向

武 上 幸之助

要 約

従来，合衆国ドルは，英米系メジャー，OPECが主要な石油取引の決

済通貨として採用し，国際商品市況マーカーの標準決済通貨となってきた。

貿易取引において，インコタームズ慣習など，ドルの決済での信用通貨と

しての働きは，資源貿易マーカーでも，大きな役割を果たしてきた。だが

合衆国内の一国通貨が，各国の外為法を通じて，国際決済通貨として利用

され，しかもドルの為替変動幅は，押しなべて極めて大きく，合衆国内の

金利動向，通貨供給量の動向が国際商品市況に与える影響もさらに大きく，

このドルの急激な変動リスクが，過去には石油危機，アジア通貨危機など，

様々な国際経済，通貨問題を引き起こしてきた。特にドル信用経済と国際

貿易決済システムとは相応しており，昨今は，ドル信用経済の拡大が，国

際経済，特に石油貿易決済にも信用リスクの極大化となって迫り来ている。

その中で2014年にはシェールオイル革命により，米国が39年振りにサ

ウジを上回り，産油量で世界最大国になり，米国の石油政策は，一転して

石油輸出を積極化しており，今後，ドル政策にも影響を与えそうである。

石油決済通貨からのドル離れが加速化し，ユーロ，人民元といった日本

の外為法で定める，対外決済通貨である合衆国ドル（基軸通貨），それ以

外の通貨が主にアジア石油市場で利用されるようになってきたが，ドル経

済の信用拡大と共に石油製品のコモディティ化，それに応じた市場商品の

証券化がグローバルにおこなわれる中，果たして合衆国ドル以外の通貨が

石油決済通貨として実勢で利用される場合，国際通貨として制度保証され

るのか，検討が必要となってきている。

本稿では，石油決済通貨としてのドル，その他の決済通貨動向を分析し，



序：国際資源決済通貨としての合衆国ドルの動向

ドル指数の各国通貨への影響

石油決済通貨としてマーカー価格表示，また産油国の輸出建て通貨とし

て，合衆国ドルは，石油決済通貨として，インコタームズほか貿易上の制

度的保証を得て，貿易取引における信用経済の拡大に資してきた。だが，

一方で，ドル信用経済の異常な拡大がもたらすリスク極大は，過去におい

て，米国のインフレ若しくはデフレ輸出から始まり，国際貿易取引の信用

収縮と大きな損失危機を招いてきた。

昨今の石油決済市場でのドル動向をドル指数（主要10国際通貨に対す

るドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数）で振返ると，

以下の通りである。

NY外為において，ドル指数が5年ぶり高水準，石油関連，産油国など

の通貨が下落した1）。2014年11月ニューヨーク外国為替市場ではドル買

いが優勢となり，ドル指数は5年ぶりの高水準となった。石油輸出国機構

（OPEC）が前日に生産目標の据え置きを決定したため，原油安が米経済

を下支えるほか，資源国通貨を圧迫するとの見方が強まったためである。

米国の利上げが近づいているとの見方からドルは近年，堅調に推移して

おり，マーカー原油相場が大幅に下げているにもかかわらず，OPECが

生産目標を日量3,000万バレルで据え置いたため，他の石油決済通貨，豪

ドルやノルウェー・クローネ，カナダ・ドルが為替を押し下げた。さらに

日本円やロシア・ルーブル，ブラジル・レアルも安い。
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それに対応する国際石油決済における日本の石油輸入政策を検討する。

キーワード：石油取引決済市場，国際石油マーカー市場，石油決済通貨，

ドル政策，為替政策，ドル信用経済の拡大とリスク



尚，みずほ銀行はこれに関連して「OPEC報告，エネルギー価格，米

国経済指標が他の地域よりも堅調なことを背景に，ドル選好の動きが強まっ

ている」と述べている2）。

また，WTIマーカーでの石油決済では，主要10通貨に対するドルの取

引比率を示すドル指数（前掲，ブルームバーグ・ドル・スポット指数）は

前日比0.6％上げて1106.90と，2009年3月以来の高水準となった。また

月間ベースでは5カ月連続の上昇となり，13年3月以降で最長の上昇局

面を示した。

1．石油決済通貨とドル選好

1�1 産油国OPECの決済通貨動向

OPECは，石油市場の石油製品供給過多の緩和に向けて従来より対応

せず，生産増加を図っているため，資源国通貨は，近年，下落傾向にある。

ニューヨーク原油は10％安の1バレル＝66.15ドルとなり，逆石油危機と

も言われる石油価格下落の状況から原油70ドル割れの影響は大きい。原

油価格が急激に下げると，中期的にも国際金融市場を混乱させうる。その

ような場合，有事に対応できるドル保有が好ましいとされてきた。最大産

油国の一つ，ロシア通貨ルーブルは3.6％安の1ドル＝50.4085ルーブルと

最安値を更新し，月間では約5年ぶりの大幅安となり，ロシア・シルアノ

フ財務相は今週，制裁と原油相場の影響により1年間に最大で1,400億ド

ルを喪失していると発言した3）。

近年の石油価格の下落傾向で，揃って産油国通貨が価値下落する中，ド

ル選好性が高まっていることが伺わせる。

1�2 中国の石油資源「LoanforOil」政策とドルリスク対応

リーマンショックなど，度重なるドル経済の危機後，中国政府はドル金
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融収縮や原油油価の下落を資源確保に向けて，石油産油国への融資協定と

原油長期輸出協定あるいは石油ガス田開発やパイプライン投資を組み合わ

せた「LoanforOil」について複数産油国との間で開発輸入を基軸とした

石油輸入契約で合意を図った。合意額は約465億ドル（2009年2月～7月

期）に達しており，産油国ロシア，エクアドルに対して段階的なドル開発

融資を開始する。中国の資源分野への対外投資「LoanforOil」について

は産油国政府あるいは石油企業にとり資金調達コスト軽減，安定した供給

先市場の確保，中下流を含む事業提携など複数の利点がある。

世界最大のドル外貨準備保有国である中国にとって，「LoanforOil」

は石油の安定供給（調達多様化とリスク分散），原油という実物資産を担

保に持った上で，ドル外貨を長期かつ安定的に運用することができ，中国

工商銀行「国際化」戦略にも合致する有効な手段となっている。メインプ

レイヤーである国有石油企業の他に，国家ファンド，中国投資有限責任公

司（CIC）や中国中化集団公司（Sinochem）のような貿易系国有企業も

資源投資に向かっている。

中国はドル金融危機による需要・価格低迷期に備蓄原油の調達にも対応

を図った。国家石油備蓄4基地の備蓄原油購入を完了し，現在2期，3期

の国家石油備蓄の計画を進めている。政府主導のドル外貨運用多様化，石

油安定供給政策を通じて，政府から国有企業に至るまで「ドル金融資産か

ら現物資源」へという政策方針が実施されている。

2．石油決済通貨ドルの動向

2�1 ドル安と原油市況の値上りの相関性

ドル価値下落が原油価格上昇につながる主な要因には様々指摘があるが，

原油マーカー取引ではOPEC等で主にドルで標準取引される事から，他

産油国通貨とので為替が裁定され，その結果，ドル運用金利の割安感によ
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り，市場ドル買いが入りやすいと言われる。何れにせよ，為替変動の比較

的大きなドルが特に安価に振れると，原油など実物資産が選好され，市場

買いになり，原油市況は上昇する。例えば，WTI期近物原油相場は，

2013年FRBのドル量的金融緩和の縮小策により，原油価格は95ドル近

辺の上昇相場推移となって，高値留まりの状態になっている。

2�2 新たな石油決済通貨の意義

OPEC等の国際石油市場取引は全て石油マーカー取引はドル建てであ

るが，昨今，OPEC構成国にユーロ建てに移行しようという動向がある。

イラクは2000年に石油輸出をこれまでのドル建てからフランス向けユー

ロ建てに一部切り替えたが，これが湾岸危機にも結び付いたと言われる。

またヨルダンはイラクとの石油取引にユーロ建てを利用している。また現

在イランがユーロ建て輸出への切り替えを進めており，リビアもユーロへ

の切り替えを実施し，合衆国ドルからの輸出通貨の切替えを図っているが，

これが著しく米国との軋轢を生んでいる。中国やロシアは外貨準備金の一

部をドルからユーロに変更しており，他の国々もユーロの比重を高めつつ

ある。以下，石油決済通貨の最近の動向を掲げる。

「ペルシャ湾岸アラブ産油諸国（GCC）は，中国，ロシア，日本，

フランスと協議し，石油をドル建てで取り引きするのをやめようとし

ている。ドルの代わりに，日本円，中国元，ユーロ，金地金，そして

GCCが予定している通貨統合によって作られる新通貨を加重平均し

た通貨バスケットを使う予定。すでに各国の財務相と中央銀行総裁が

この件で会談した」4）。

「GCC，アラブ産油国は，以前からドル価値下落や，ドル供給過剰

発行による信用膨張とインフレを嫌気している。アラブ勢が，欧州や

中ロを巻き込み，石油輸出販売をドル建てから諸通貨バスケット建て
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に移行しようとする動向は，米国当局に否定されながらも，2006年

頃から本格的議論を巻き起こしている」5）。

「ドル建てによる石油輸出の不均衡問題とは，米国がドルの過剰発

行によって消費を増やして世界経済を牽引するのはもう限界に至り，

リスク極大局面に入っているので，輸出先，消費地の多極化を進め，

世界経済を転換・再均衡させる構想である」6）。

2�3 非ドル化リスクと新たな石油マーカー通貨・金

石油マーカー市場取引の非ドル化については，従来からの石油産業の生

成と構築過程，流通と金融，等の市場取引構成要因から見ても，ファイナ

ンス面からポンド/ドルにより形成されてきたことから，これに替わる通

貨が，現時点では存在し得ない。

石油産業は上流部門での原油開発，採掘，から下流部門の市場製品段階

まで，長期，多岐段階に及び，しかも巨額の資金が必要となり，それも資

本蓄積の豊かな欧米メジャーの手による開発が主流であり，産油国地場経

済が，ドル信用経済へ組み込まれていくプロセスでもあった。

サウジなどの石油決済通貨の非ドル化は今後9年期計画とされているが，

GCC諸国通貨はドルに各国外為法を通じてペッグ（為替相場の変動範囲

の固定）しており，ドルの信用リスク拡大は，主な産油国通貨，サウジリ

アル，UAEディルハムの通貨下落，崩壊にも結びつきうるほど，通貨リ

ンクを強くしている。

上掲，非ドル化リスクが産油国の外貨ドルに本源的であるため，新たな

石油マーカー通貨は，ドル以外ありえないが，産油国には，嘗てより，金

への選好性が存在する。

2�4 原油取引市場価格と金価格の関係性「原油/金レシオ」

ドル建ての原油価格は市場変動にドル先物為替が組み込まれ，市況変動
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が幅振れしてきたが，「金1オンスで何リットルの原油が買えるか」とい

う原油と金の価格相関関係は，以前より取り正されてきた。ブレトンウッ

ズ体制崩壊と石油危機の生じた同時期に「原油/金レシオ」は，唯一，金

とリンクした国際通貨ドルと世界最大量の国際市場取引商品である石油の

相対価格を参照するに意義を与えたといわれる。

2つの資産の価格比率，即ち，原油価格と金価格との，相対価格「原

油/金レシオ」はアナリストの中でも主流のレファレンスである。金1オ

ンスで購入できる原油の量は，約15.47バレルと，2014年5月以降で現在，

最大となったことから，インフレ懸念が生じてきている。相対価格の動向

から，価格の実態を分析するプロセスで，ニクソンショック以後，金とリ

ンクを停止，事実上，切断したドルであるが，レファレンスとしては，依

然，ドルに大きな意義を見出せる。

原油と金，2つのコモディティ（市場商品）によるリラティブバリュー

（相対価値），即ち，原油と金の比価を分析すると，原油価格の急落は消費

減少傾向というよりも生産供給過剰を反映したものであることが指摘できる。

2014年に入り，原油と金の比価は大きく変化し，金を1オンス買うの

に必要な原油の量（バレル）を示す「原油―金レシオ」は現在，天井圏に

ある（図1�1）と考えられる。6月以降，金を1オンス買うのに必要な

WTI原油（軽質スウィート原油）の量は，12.5バレルから28バレルと，

2倍以上になった。これは米ドルベースで金価格が比較的安定している一

方で，原油価格が急落したためである（図1�2）。

過去30年，原油―金レシオは平均すると金1オンス当たり約16バレル

であった。ただし，原油―金レシオはまだ過去最高値に達したわけではな

い。2009年2月には28.25バレルを付けており，また原油価格が低迷した

1985～86年には30バレルを超える上昇をみせている。この原油―金レシ

オが最近急騰したのは原油価格の下落によるものと考えられる。

1986年から1999年にかけて，金価格には原油価格ほどの動きがなかっ
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出所：ブルームバーグプロフェッショナル（GOLDS,USCRWTIC）

図1�1 CMEグループによる「原油―金レシオ」の変動推移

出所：ブルームバーグプロフェッショナル（GCA,CLA）をもとにCMEGroupが作成
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図1�2 原油価格と金価格の推移



た。また，どちらも持続的なトレンドがなく，原油―金レシオは平均する

と金1オンス当たり20バレルほどであった。状況が一変したのは2000年

代に入ってからであり，中国をはじめとする新興国の経済成長が，あらゆ

るコモディティの需要を拡大した。原油価格も金価格も高値を更新したも

のの，先に価格上昇したのは原油価格であった。引き続き原油がリラティ

ブバリューをより大きく左右する要素であった。

この新興国の高度経済成長によって原油―金レシオは低下し，2000年1

月からリーマン・ブラザーズが破綻する2008年9月までの平均値は10バ

レルほどになった。

2008年金融危機で，これまでとは異なる傾向が現われるようになる。

2008年10月以降の原油―金レシオは，平均すると16バレル近辺にある

が，非常に広い範囲で大きく変動するようになった。当初，景気後退の深

刻さが鮮明になったことを受けて原油価格が下落した一方で，金融システ

ムの不安定な状況が危惧されるなか，現物への選好性から，金価格は最高

値を更新した。2014年後半から2015年初めまでの現期間になると，ドル

ベースで石油価格が急落した一方で，金価格は比較的安定し，原油―金レ

シオは高値圏となった。金価格は現在，世界供給の減少や新興国の需要回

復を背景にしたマイナスのゴールド・フォワード・レート（GOFO）に支

えられている。

金価格は，米ドルベースで見れば，ここ数年下落しているものの，多く

の新興国投資家から見れば，安定または上昇しており，金が資産価値の保

全という役割を維持している（図1�3）。

事実，新興国の多くの通貨が対ドルで下落しているため，これらの国か

らの金需要が増加傾向となっている。

金価格が安定的に推移していることから，原油価格の下落は，需要の後

退というよりも，かなりの部分が生産面によるものである。「シナリオで

は，原油と金の先渡し曲線は，原油―金レシオが28バレル近辺の現水準
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から，2015年末までに24バレル近辺に下落し，2016年末までには22.5

バレルに向かうと示唆している。原油―金レシオが20～32.5バレルの範

囲にあった1986～88年のように，石油価格が金価格に対して，かなり長

期にわたって割安のままとなる可能性がある。

現在のところ，原油―金レシオの上昇が示しているのは，原油下落の主

な理由はエネルギーの生産ブームにあり，世界的デフレや需要減少，景気

後退ではない。後者が理由であれば，金価格も同時に下落しているはずで

ある。現在考えられる2015年の基本シナリオは，金価格はドルベースで

依然としてかなり強い下押し圧力を受けるはずである」7）。

金のドル建て価格が上昇するなら，いずれ原油のドル建て価格も上昇す

る。原油高はインフレを招き，ドル崩壊に拍車をかけてスパイラル循環に

陥る。金の高騰は，ドルにとってリスクが高い8）。

リファレンス事例として石油危機では原油が高騰したが，これは本質的

に「原油高」ではなく，ニクソンショック以来のドル崩壊の結果としての
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出所：ブルームバーグプロフェッショナル（GOLDS,BRL,INR,RUB）
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「ドル安」事象だったと考えられる。

2�5 石油価格を取巻く市場変化

英国BPが2015年6月10日発表した「世界エネルギー統計」によると

2014年のアメリカ石油生産量は前年比15.9％増の日量1,164万4,000バレ

ル，ロシアとサウジアラビアを抜き，世界最大の産油国になった。シェー

ルガス開発が活発化し，アメリカの産油量は3年連続で前年比100万バレ

ル以上増加したが，アメリカが世界一の産油国になったのは，1975年以

来39年振りとなる。

Bloombergは，アメリカの石油生産量が大幅増加したという統計によ

り，世界最大経済アメリカが石油輸入を減らすと同時に，世界のエネルギー

価格の下落，そして，アメリカの外交政策の優先度の変更を裏付けるもの

となったと伝えた。BP統計では中国のエネルギー需要が，1990年代のア

ジア危機以来の低い伸びとなったとしている。アメリカのエネルギー情報

局U.S.EnergyInformationAdministration（EIA）は，今後もアメリ

カ国内の産油量が高い水準で推移するとの見通しを発表した。USA

Todayは，石油価格が下落したにもかかわらず，アメリカの産油ブーム

は今年も来年も続く見通しをアメリカ政府が報告書で示したと報じた。バ

レル当り60ドルといういまの原油相場は，多くの石油会社が利益を確保

できる水準だとされる。一方，世界一の産油国の座をアメリカに譲ったサ

ウジアラビアが，記録的水準まで石油生産を増やしたことがOPECの月

間レポートで明らかになった。FinancialTimesは，サウジアラビア政府

がOPECに提出したデータでは，5月の日量産油量は1,033万バレルに達

し，産油量を増加させていることを報じている。
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結 語

物量と金額においても，世界最大の貿易商品である石油製品は，特に消

費国，米国において最大需要を持っている。その米国が輸入する石油が，

米国の貿易赤字の大きな部分を占めていたことから，米国は自国に有利な

ドル政策を採用してきた。しかし，米国内でのシェール革命は，米国を世

界最大の産油国に押し上げ，その結果，世界最大の石油輸入国から，石油

輸出国に転じるという大きな地殻変動が生じた事となる。またOPEC等

産油国は最大の輸出国を失い，これまでのドル経済依存体制から脱却する

ため，非ドル市場取引に方策を転換してきている。だが，嘗ては金に替わ

る通貨として唯一リンクしたドルの依存体制から脱却するのは，その代用

通貨の存在がなく，極めて困難な道のりである。拠って，依然として，主

な石油市場取引は，従来どおり，ドルを通じておこなわれ，次稿で論じる

アジア石油取引市場での人民元が，ドルに替わる次世代の決済通貨となる

可能性がある。

補 注

石油輸出国機構（OPEC）は，2013年，2035年までの世界の石油市場

の予測を発表した。原油需要は 2012年の 8,850万バレル（日量）から
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補表1「石油需要と石油価格見通し」

年 生産量（日量） 石油価格（1バレル）

2012年 8,850万バレル ―

2016年 9,250万バレル ―

2018年 1億850万バレル 160ドル



2016年には9,250万バレル，2035年には1億850万バレルに達する見通

し。需要面では中国やインドにおける消費量が増加。供給面では米国での

「シェールオイル」増産が貢献する。また南米やバイオ燃料などの生産が

増加する見通し。

OPEC産原油に対する需要は 2013年の 3030万バレル（日量）から

2018年は2,920万バレル程度に減少すると予測している。OPECは2013

年現在，世界の石油の30％を生産している。

OPEC非加盟国の供給は2016年までに日量5,730万バレル，2018年に

は5,860万バレルになると予想。シェールオイルやカナダ産，南米産原油

のほかバイオ燃料の供給も増えるとしている。

米国・カナダのシェールオイル生産量が2018年までに日量490万バレ

ルに達するとした。
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補表2「OPEC産原油需要」

年 生産量（日量）

OPEC産原油
2013年 3,030万バレル

2018年 2,920万バレル

補表3「OPEC非加盟国産の原油需要」

年 生産量（日量）

OPEC非加盟国産原油
2016年 5,730万バレル

2018年 5,860万バレル

補表4「米国・カナダのシェールオイル生産量」

年 生産量（日量）

米・カナダ産シェールオイル
2013年 330万バレル

2018年 490万バレル
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DollarPolicyinUnitedStatesofAmerica

andTrendofInternationalOilMarket

TAKEGAMIKonosuke

Abstract

TheUnitedStatesofAmericadollaradoptsasthemainoilsettlement

currencybymajorBritain�U.S.andOPEC,andhasbecomeaninternational

commoditymarketmarkercurrencysofar.However,becauseitisextremely

large,andisusedonecountrycurrencyintheUnitedStatesofAmericaasan

internationalsettlementcurrency,theexchangeratemarginoftheUnited

StatesofAmericadollar:.Theinfluencethattheinterestratemovementinthe

UnitedStatesofAmericaandthetrendofmoneysupplyhaveontheinterna-

tionalcommoditymarketislarge,andarapidchangeriskofthisdollarhas

causedvariousinternationalproblemsliketheoilcrisisandanAsianmone-

tarycrisis,etc.inthepast.Itcorresponds,andespecially,theexpansionof

dollarconfidenceeconomybecomesthemaximumriskofcorresponding,ap-

proaches,andhascomewithdollarconfidenceeconomyandaninternational

trade.Saudiisexceededbytheshaleoilrevolutioninthatin2014afteran

intervalof39yearstheUnitedStates,anditbecomestheworld・slargestcoun-

trybytheamountofoilproduction,anditchangesradically,theoilexportis

madeaggressively,anditwillinfluencedollarpolicyinthefuturetheoil

policyoftheUnitedStates.

Recently,thoughdollarpartingfromtheoilsettlementcurrencyismade

acceleration,andanothercurrencythatisnottheUnitedStatesofAmerica

dollar（keycurrency）thatistheforeignsettlementcurrencyhascometobe

usedintheforeignExchangeControlLawofJapannamedEuroandtheyuan,

globallythechangeofthepetroleum producttoCommodityandthebond

commercializationaccordingtoitneed.doneinside..reallywiththeexpansion
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ofdollareconomyconfidenceandthesystem isguaranteedasaworldcur-

rencywhenusedbyrealpowerasanoilsettlementcurrencytheforeigncur-

rencyortheexaminationisneeded.

Inthistext,thedollarastheoilsettlementcurrencyandothersettlement

currencytrendsareanalyzed,andtheoilimportpolicyofJapanintheinterna-

tionaloilsettlementcorrespondingtoitisexamined.
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エクイティ・ファンディング事件と

監査基準

岡 嶋 慶

要 約

1973年4月はじめに明らかになったエクイティ・ファンディング社の

破綻をめぐる監査の失敗は，アメリカ監査史上特筆すべき意味を持ってい

る。エクイティ・ファンディング社での不正はそれまでの最大級の規模の

ものであったため，そうした巨額の不正を看過した独立公共会計士による

監査に対する社会の批判は非常に大きいものであった。そして，批判の矛

先は，エクイティ・ファンディング社の監査人による一監査業務のみなら

ず，会計プロフェッションが担っている財務諸表監査のあり方全体にも向

けられていた。

本稿では，エクイティ・ファンディング社に対する監査の失敗をめぐっ

て，SECをはじめとする関係当局が，どのような点を問題にし，どのよ

うな検討を加えたのかを詳擦することによって，この事件が会計プロフェッ

ションに与えた影響について再解釈することを目的としている。

キーワード：エクイティ・ファンディング社（EFCA），生命保険会社，

ファンディング不正，ファンド貸付金，一般に認められた監

査基準，アメリカ公認会計士協会，証券取引委員会，監査人

の不正摘発責任，コーエン委員会



1．はじめに

1973年4月はじめに明らかになったエクイティ・ファンディング社の

破綻をめぐる監査の失敗は，アメリカ監査史上特筆すべき意味を持ってい

る。生命保険事業を中核とする保険コングロマリットとして1960年代に

急成長をみせていたエクイティ・ファンディング社は，実際には設立当初

からほとんど利益をあげていなかったにもかかわらず，長年にわたって，

あたかも高収益をあげているかのように，偽装工作を行なっていた。ファ

ンディング不正（fundingfraud）として特徴づけられるこの不正は，エ

クイティ・ファンディング社がはじめて証券市場で資金調達を行なった

1964年には，すでに行なわれていた。しかしながら，1973年4月に破綻
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をきたすまでのおよそ10年間，この偽装工作は露見することがなかった。

エクイティ・ファンディング社の破綻により巨額の不正の存在が明らか

になってからは，この不正はなぜこれほどまで長い間発見されなかったの

か，監査人はいったい何をしていたのか，という批判が高まることとなっ

た。 こうした批判に対処するために， アメリカ公認会計士協会

（AmericanInstituteofCertifiedPublicAccountants；AICPA）は，

一般に認められた監査基準（generallyacceptedauditingstandards）

が適切であったのかどうかについての検証を行なった。このように，この

事件において，一般に認められた監査基準とはいったい何なのか，あらた

めて問われることとなったのである。

財務会計基準審議会（FinancialAccountingStandardsBoard）の創

設にともなって，監査基準常務委員会（AuditingStandardsExecutive

Committee）が，それまでの監査手続委員会に代わり，1972年11月，監

査基準書（StatementsonAuditingStandards；SAS）の第1号『監査

基準および監査手続の体系化』を公表していた。これは1939年から1972

年までに公表された監査手続書を体系化したものであり，また，一般に認

められた監査基準との関係を明確にしたものでもあった。AICPAの職業

倫理綱領・規則202は，会員に対して，同協会の公表する適用可能な，一

般に認められた監査基準の遵守を要求していた。そこでは，また，個々の

監査基準書は一般に認められた監査基準の解釈とみなされ，会員に対して，

それら監査基準に準拠しない場合には，その正当な理由を説明するように

要求していた。1972年から1974年の間に3つの監査基準書が公表された

が，しかしまた，1974年までに，議会からの批判者，とりわけ，メトカー

フ上院議員とモス下院議員が，独立監査人は投資公衆の期待に応えている

かどうかに対して，疑問を呈していた。

こうしたなか，エクイティ・ファンディング社のスキャンダルは，広く，

公衆の耳目に触れることとなったが，当時の監査規制をめぐる環境から，
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規制当局はそれぞれ非常に際立った対応を採っていた。本稿では，エクイ

ティ・ファンディング事件の概要と，そこで行なわれた不正の本質，さら

に，不正に関わり財務諸表監査がどのような問題を提起したのか，を分析

している。とりわけ，事件の顛末のみではなく，この事件をめぐって会計

プロフェッションがどのような対応をしたのか，どのような点がSECの

関心を惹いたのかに焦点をあてて検討を行なっている。

2．エクイティ・ファンディング事件とそこにおける不正

1973年4月，全米の投資家にとってそれまでで最も壮大な規模の不正

が明らかになった。ニューヨーク証券取引所上場会社であるエクイティ・

ファンディング社（EquityFundingCorporationofAmerica；EFCA）

の主要な子会社であったエクイティ・ファンディング生命保険会社

（EquityFundingLifeInsuranceCompany；EFLIC）が，6万件以上

の架空の生命保険契約を引き受け，さらに，これらに再保険を掛け，保険

金請求を行なったものと偽装しながら，1億2,000万ドルにものぼる実在

しない資産を帳簿に計上していた。そして，これらに関連する偽装データ

はコンピューター上で作り出されていた1）。

のちに管財人が調査したところによれば，1964年から1972年までの期

間に，少なくとも1億4,300万ドル相当の架空の税引前純利益を財務諸表

に計上したとみられる2）。同期間にEFCAが計上した税引後の純利益の総

額は7,600万ドル以上にのぼっていた。実際にはEFCAはほとんど利益

をあげていなかったが，業績が良いように見せかけ，その結果，同社の証

券は何千もの投資家を誘引していたことになる3）。

そして，エクイティ・ファンディング社の事件は，「1938年マッケソン

＆ロビンス事件以来はじめての外部監査人による完全な〔監査の〕失敗の

事例」4）としての様相を呈していた。
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� 不正の発覚

破綻の契機は，EFCAの子会社で事件の中心となったEFLICの副社長

を補佐していた元従業員によるニューヨーク州保険監督局への通報であっ

た5）。1973年3月6日に同氏から情報提供を受けたニューヨーク州の事務

官はカリフォルニア州保険監督局にこの情報を中継し，さらに，そこから，

SECのカリフォルニア支部，続いて，イリノイ州の保険監督局に連絡さ

れた6）。これによって関係当局は不正の可能性を知ることとなった。

そして3月12日，イリノイ州保険監督局は，事前通告なしにEFLIC

に調査官を派遣した。数日後，カリフォルニア州監督局の調査官も続いた。

EFLICの資産のうち2,400万ドルは実在していない債券の形で計上され

ていたが，EFLICを支配していたEFCAの経営陣は，実物を調べられ，

債券が実在しないことが調査官に知られることをおそれて，実物資産に対

する調査を妨害する手立てを講じた。とくに，調査官の調査状況を把握し，

これに対処するために，EFCA本社内に盗聴器を仕掛け，調査情報を得

ていた。しかし，立ち入りによる資産の実物確認が避けられないと分かっ

てからは，決算日以降に2,400万ドルの債券は別の諸取引に利用したとい

う新たな口実を用意し，それらの取引に関連した証拠を偽装する工作を行

なった。また，虚偽の保険契約の発見を困難にするために，保険契約のコー

ド番号にスクランブルを掛け，あるいは，虚偽の契約の証拠記録を破壊し

た。

しかしながら，これらの企ては結局無駄であることが次第に判明する。

3月 19日ごろから，ウォールストリートではダークスの情報に基づく

EFLICの不正の�がEFCA株式の売買取引に重大な影響を及ぼしはじめ

ていた。こうしたなか，3月26日に，EFCAの1972年度の監査が終了し，

監査人であるセイドマン＆セイドマン会計事務所の代表者がEFCA経営

陣と最終調整を行なった際に，経営陣は，この�が真実のものであるかど
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うかを確かめるためにセイドマン会計事務所にEFLICに対する集中的な

監査を行なうように指示した7）。それでもなお，証券取引所での状況はよ

り一層悪化していた。27日になると，さらに売り注文が殺到したため，12

時45分に，ニューヨーク証券取引所はエクイティ・ファンディング社株

式の全取引を停止する措置を採った8）。さらに，翌28日，コンピューター

上の証拠資料の消去が組織的になされているとの内報を受け，SECは，

エクイティ・ファンディング社のすべての証券の国内登録証券取引所での

取引を停止する命令を発し，さらに，首謀者と目されるEFCA社長のゴー

ルドバルム，EFLIC社長でFECA副社長のレヴィン，EFCA副社長兼コ

ントローラーのロウエルを含めた5人の経営陣に対し，SECロサンゼル

ス支局に出頭し，証言を行なうこと，また，架空の保険契約は存在しない

旨の宣誓供述書に署名することを要請した9）。

しかしながら，ゴールドバルムらはSECの求めに応じることはなかっ

た。彼らが自発的に出頭しない場合，SECは召喚令状を発して強制的に

証言を求めることになるが，そうなれば，合衆国憲法修正第5条を持ち出

して証言を拒否する構えであった。ただ，その場合にはSECは会社更正

手続を求めてくるであろうとも想定されていた。その間，架空の保険契約

の確固たる証拠を発見したとするEFLIC元従業員のグループと，セイド

マン＆セイドマン会計事務所の代表を同席させた会合が設けられた。元従

業員グループは，監査人であるセイドマン会計事務所に対して，架空の保

険契約の証拠だけでなく，メープル・ドライブで行なわれた隠�工作につ

いても暴露した10）。

こうした元従業員グループが独自に調査した結果を入手したカリフォル

ニア州保険監督局の事務官は，セイドマン会計事務所と共だって，SEC

ロサンゼルス支局に出向き，情報共有を行なった。そして，これ以上の証

拠記録の破壊と首謀者たちの逃亡を防ぐための手立てをカリフォルニア州

法務局と協議した。とりわけ財産隠匿が懸念されたため，カリフォルニア
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州保険法に基づく財産差押手続きに着手することとなった11）。この間，あ

る社外取締役の強い要請で，セイドマン会計事務所によるEFLICの保険

契約者に対する電話でのサンプル調査が実施された。その結果，リストに

あった82人のうち35人に電話が通じたが，そのうち6人からしか確認が

得られなかった。さらに，4月1日に開かれた緊急の取締役会では，SEC

の要求する方向性で，ゴールドバルム，レヴィン，ロウエルら経営陣の辞

任が要求された。彼らは，いかなる状況においてもEFCAが破産管理下

に置かれることは避けなければならないとして，状況を打開するために相

談役などの形で会社内に残留することを主張したが，最終的には，ゴール

ドバルムは用意された契約書類にその場で署名し，レヴィンとロウエルは

辞任を約束した（後日，書類に署名した）12）。

そして週明けの4月2日，ウォールストリートジャーナル紙の一面に，

エクイティ・ファンディング社における不正を報じる記事が掲載され，つ

いに不正は一般公衆の知るところとなった13）。さらにこの日の午後に再招

集された取締役会では，SECがEFCAを連邦証券法規の違反で連邦裁判

所に提訴する件について議論された。ここで取締役会は，EFCAにこれ

以降不正な行為を行なわせないための終局的差止命令に同意するかどうか

を決定しなければならなかった。議論の末，役員たちは最終的にこの同意

判決案を受け入れ，また，SECと連邦地区裁判所が適当とみなせば，連

邦破産法第Ⅹ章の適用を受けることを正式に決定した。その後，シティバ

ンクを中心とした取引四銀行は，強制的に，特定融資契約の下でのEFCA

の借入債務に対して預金残高1,250万ドルのうち800万ドルを差し押さえ

た。こうした相殺が行なわれたことを受けて，正式に連邦破産法第X章

の適用を申請し，会社再生を図ることとなった 14）。第Ⅹ章の適用は4月5

日に申し立てられ，承認された。
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� 不正のスキーム ファンディング不正

EFCAの最も重要な事業は ・エクイティ・ファンディング・プログラ

ム・とよばれるミューチュアル・ファンド（オープン投資信託）持分と生

命保険の組み合わせ販売であった。エクイティ・ファンディング・プログ

ラムは，ミューチュアル・ファンド持分からの収入とその増価が借り入れ

の利子コストを上回り，少なくとも保険料相当部分の支払いに充てるに十

分なものであることを期待して，ミューチュアル・ファンド持分に基づい

て借り入れを行ない，生命保険を購入するというコンセプトのものであっ

た15）。

このプログラムの下で，参加者はキャッシュを払ってミューチュアル・

ファンド持分を取得する。一方，EFCAは参加者の生命保険の初年度の

保険料を代わりに支払うが，このとき，EFCAは，参加者への貸付金と

してこの支払いを記録し，貸付金を保証するための担保としてミューチュ

アル・ファンド持分を保有する。ミューチュアル・ファンドへの投資持分

（エクイティ）が保険証券の購入を賄う（ファンド化する）ために用いら

れることから，プログラムはエクイティ・ファンディング・プログラム，

その貸付金はファンド貸付金（fundedloan）と呼ばれる。さらに，毎年，

保険契約の更新手数料とファンド貸付金の利息の支払期日が到来したら，

参加者は，増額された貸付金を保証するのに十分な金額だけミューチュア

ル・ファンド持分を追加購入する。常に，参加者は，借り入れと担保の間

の定められた比率を維持することが要求される16）。

ミューチュアル・ファンド持分は，エクイティ・ファンディング証券公

社（EquityFundingSecuritiesCorporation；EFSC）を通じて販売さ

れ，保険は，エクイティ・ファンディング・カリフォルニア社（Equity

FundingCorporationofCalifornia；EFC-Cal）によって売り出された。

さらに1967年以降，保険は，エクイティ・ファンディング生命保険会社
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（EFLIC）によって発行された。

もともと，EFCAの実際の収入の大半は，エクイティ・ファンディン

グ・プログラムの販売で得られた手数料から来ていた。最初に虚偽の記帳

を行なったとみられる1964年から破綻した1973年まで毎年，ファンディ

ング・プログラムの販売に関連して獲得した手数料収入の金額は，財務諸

表において，過大表示されていた。同期間に，この手法により計上された

虚偽の収入の額だけで，8,500万ドルを超えていた17）。虚偽の収入の大部

分は，ファンディング事業と関連して帳簿記録されていたため，そうした

側面でのEFCAによる不正はファンディング不正（fundingfraud）と

して特徴づけられる18）。

持株会社であるEFCAは，完全子会社のEFSCとEFC-Calを通じてファ

ンディング・プログラムの販売から手数料収入を得ていた。ミューチュア

ル・ファンドについては，EFSCは発行価額の7％の仲介手数料を受け取

り，その50％は各販売代理業者に渡された。保険に関しては，EFC-Cal

はほとんどの場合初年度保険料の100％，2年目以降の更新保険料の10％

の手数料を受け取っていた。受け取った総手数料（grosscommissions）

から，EFC-Calは各販売代理業者に，通常，初年度保険料の50％，更新

手数料の5％の手数料を支払っていた。また，ファンディング・プログラ

ム参加者が保険料を支払うために供与された貸付金として計上されたファ

ンド貸付金に対する利息収入と，この貸付金を資金調達するためEFCA

によってなされた借入金に対する利息支出は，EFC-Calの帳簿に記帳さ

れた。同時に，EFCAもこのプログラムに関わり自らが行なった借り入

れに対する利息費用を計上した19）。

ファンディング不正は，おおむね1967年までは，EFCAの稼得利益を

ゴールドバルムら首謀者の要求する水準まで水増しするのに十分なもので

あった20）。しかしながら，ファンディング・プログラムを運営し，また，

それを帳簿へ記録する際の方法が原因で，ファンディング不正を通じて生
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み出される虚偽の収入は，顧客（参加者）が借り入れたとされ，かつ，会

社に対する最終的返済がされる金額をあらわすものとしてのファンド貸付

金の肥大化をもたらしていた。そのうえ，ファンディング不正は，エクイ

ティ・ファンディング社を実際よりも収益性があるようにみせ，実際より

も多くの資産を保有しているようにみせるものではあったが，会社にキャッ

シュをまったくもたらすものではなかった。とりわけ営業損失を継続して

計上するようになっていたため，次第に，エクイティ・ファンディング社

のキャッシュへのニーズは深刻なものになっていく21）。

1968年ごろから，こうした慢性的なキャッシュのニーズに応えるため

に，ファンド関連勘定の過大表示と手数料収入の水増しという単純な方策

を超えて，不正は拡大するようになった。そこでまず採用された方策は，

フリー・クレディット（クレディットはファンド貸付金に対する ・減額・

の意味）とよばれるものであった22）。この方策は，帳簿上に負債として借

り入れた金額を記録することなくファンドの借り入れを行なうもので，借

り入れたファンドを，あたかもプログラム参加者がキャッシュ支払いによっ

て貸付金を返済してしまったかのように，ファンド貸付金を減額するのに

充てるというものであった。

さらに，1968年以降の不正の拡大は，フリー・クレディットのみなら

ず，多種多様な不正と関連していた。例えば，EFCAが所有し，資産性

があるとされる〔トレイル・コミッション（継続手数料）から期待される〕

将来手数料の，EFCAが実質的に支配している海外のペーパー・カンパ

ニーへの偽装的な販売は，1969年で，1,720万ドルの収入の水増しにつな

がっていた。こうした不正スキームの多くは，1968年から1970年までに

同社が関与しているとして偽装した海外取引あるいは海外子会社に何らか

の方法で関係していた23）。不正の首謀者は，1968年から，主に，虚偽の

収入を計上し，フリー・クレディットとして用いられた記録されない貸付

金によって資金を増加させることによって不正を押し進め，かつ，隠�す
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るために，海外子会社を取得するようになっていた24）。そして1968年以

降には，EFCAのキャッシュへのニーズが高まるにつれて，同社はより

多くの資金調達を行なうため海外の資金市場に向かうことになった。しか

し，これらのスキームのほとんどはEFCAの国内のライン事業とは関連

性を持たなかった。1970年に取得された，リヒテンシュタイン法人のグ

ランドソン社（EtablissementGrandson），パナマ法人のエストゥディ

オス社（CompaniadeEstudiosyAsuntos,S.A.）は，いずれも，正当

な事業活動に従事することなく，不正な会計取引を行なうために利用され，

とくにこの2社は，不正を押し進める機会と手段を提供していた25）。

しかしながら，最終的には，これらの種々のスキームもゴールドバルム

らの要求する金額の虚偽の収入を創出するには不十分なものであることが

判明し，こうした要請を満たすものとして，保険局面での不正が現われて

くる26）。ファンディングの過大表示の結果，企業成長が偽装して記録され

たことによって，資金市場で資金調達した企業買収によるエクイティ・ファ

ンディング社の事業拡大が促進されていた。その結果として，エクイティ・

ファンディング社は，たんなるマーケティング組織から生命保険に基礎を

置くコングロマリットへと転換していく。1967年10月，EFCAは，事業

を営利保険事業に転換するため，のちにエクイティ・ファンディング生命

保険会社（EFLIC）と社名変更されるプレジデンシャル生命保険会社を

買収した。EFCAの最も重要な保険子会社であるEFLICの保険事業の主

要なものは，再保険，つまり第二保険会社への保険契約の再販売であった。

EFLICの再保険事業を通じて，ゴールドバルムらは，EFCAの不正の最

も知られた側面，すなわち保険側面での不正を遂行していった27）。

1968年に，EFCAは，EFLICが引き受けた保険契約を売り込むことが

できるようにするために，ペンシルバニア生命保険会社（PLC）との間

で交わしていた専属販売契約の特定条項を解除する交渉を行なった28）。こ

れを確保するために，EFCAは，3年間にわたってPLCとの共同保険の
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大部分を再保険に掛ける約定をつけた。しかしながら，すでに1968年初

頭の段階で，このPLCとの間のコミットメントが通常の事業を通じては

達成できないことが明らかになったため，そこで，EFCAの代理業者お

よび従業員に対し，・特別の保険・を提供し，保険契約数を増加させ，そ

の内容をPLCには知らせずに，再保険に掛けるという方策を採った29）。

この保険は初年度の保険料の一部または全部を免除するものであった。共

同保険を掛けられた契約についてはPLCに初年度の保険料を支払う必要

がなく，また手数料費用も負担する必要がないので，EFCAにコストを

掛けずに実施可能であった。これにより，PLCの1968年の割当契約数を

達成することができた。一方で，こうした契約では2年目に契約消滅率が

高くなることが想定される。したがって，この保険は短期的問題について

は解決するが，新たな長期的な問題を生じさせる。実際，1969年末まで

に，その長期的問題が現われはじめた。予想どおり，初年度に無償で保険

契約を結んだ契約者の大半が更新手数料を支払う段になって更新しなかっ

た。こうした高い失効率の結果，PLCは，・特別の保険・の意味に気付く

ようになり，消滅契約の補填のために，割当保険契約額の上乗せを要求し

た。

1970年の夏ごろまでに，EFCAの経営陣にとって同年中に事態は破滅

的なものになることが明らかになった。そこで，内部で ・Y事業・とよば

れる虚偽の保険が導入されることとなった30）。これは，既存の正規の保険

保有残高のファイルから契約番号を変更し，保険契約ごとの発行価額と保

険料を1.8倍に増加させることによって，・新規の・契約を作り出すという

ものであった。この虚偽の事業の一部に再保険を掛ける場合には，必要な

だけ詳細な裏づけデータを用意しなければならなかった。そこで，実在し

ない被保険者の年齢，性別，契約番号，保険料，補償範囲を示したコンピュー

ター・テープが作成された。テープはすでにコンピューター上にある正規

の契約の詳細を簡単に加工したものであった。1971年4月には，虚偽の
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保険契約の創出が増加するにつれて，少なくとも2万から5万の正規のデー

タ・ファイルが必要で，それはもっと組織的に作成されなければならない

と判断された。偽のファイルを保管する場所を確保するために，1971年5

月にビヴァリーヒルズのメープル・ドライブに事務所を賃借し，以後，そ

こで保険契約者ファイルの偽造を行なった。

虚偽の保険契約の記録とその再保険化は，さらにペースをあげて1972

年になっても続けられた。1970年に再保険に掛けられた保険事業の多く

は合法的なものであったが，1971年，さらに1972年には，その割合が低

くなり，ほとんどが虚偽のものとなっていた。あわせて，EFCAは，虚

偽の保険契約の一部について死亡保険金を請求することによって再保険会

社から追加的な収益を得ていた。もともと，契約者のなかで死亡による給

付を受ける者がいないのは不自然であるとの理由から，実在しない保険加

入者を死亡したことにして保険金の請求を行なっていたものである。しか

し，EFLIC内部ではこの手法を使って横領が行なわれていたことが判明

した31）。

こうして，いったん保険がEFCAの策略の重要な位置を占めるように

なると，不正工作が頓挫するのは時間の問題であった。一方で，実在しな

い保険契約の再保険は，年ごとに幾何級数的に悪化していくキャッシュ・

フローの問題を生じさせた。他方で，そうした保険契約から保険料収益を

記録する会計実務は，関係会社間勘定（intercompanyaccounts）にお

ける不均衡を拡大させることになり，それはまた，さらに多くの架空資産

を創出させることでしか隠�することができなかった。まず第1に，その

事業のほとんどを再保険に掛ける会社は，多額の報告利益を計上するため

には，より多くの保険を販売しなければならなかった32）。再保険された契

約の多くが架空のものであるEFLICの場合，増加した利益を計上するた

めに必要とされる実在しない販売が増加することで，虚偽の契約について

も再保険会社へ更新保険料を支払わなければならないために，キャッシュ
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の流出を生じさせることになった。こうして，スキームは不可避的にさら

に多くの件数の虚偽の保険契約の創出および再保険を必要とした。こうし

てキャッシュ・フロー問題は，加速度的に悪化していった。

第2に，EFC-CalとEFLICとの間には，正規の保険契約の販売の場合，

キャッシュの授受が起こらないが，販売から受け取るべき保険料を

EFLICの受取勘定として記録するために，EFCAとの間の関連会社間勘

定にEFLICの帳簿上記帳がなされる33）。EFLICとの間の関連会社間勘定

がEFLICへの適当額のキャッシュの移動によって調整され，締め切られ

る時点である年度末になってはじめて，EFCAの帳簿上に記帳される。

偽装された保険取引の場合，この会計手続は，虚偽の契約を販売したと最

初に記録した年度には問題をとくに生じさせないが，2年目以降は，正常

な方法では年度末に調整することのできない関係会社間勘定上の不均衡が

生じてしまう。1971年末の段階で，こうした不均衡（残高差額）は約

1,600万ドルとなった。EFLICの帳簿上にあるこの不均衡残高を解消する

ために，さらに，EFCAが債券の発行による収入からEFLICへキャッシュ

で1,600万ドルを振り替えるという偽装工作が行なわれた。しかしながら，

不均衡はその後も増大し，相当額の関係会社間勘定における不均衡が隠�

されていた34）。

3．エクイティ・ファンディング社の監査をめぐる議論

� トゥッシュ・ロス会計事務所による ・監査・

不正発覚の当初から，SECは，監査人をセイドマン＆セイドマン会計

事務所から別の会計事務所に交代することを求めていた。トゥッシュ・ロ

ス会計事務所（ToucheRoss&Co.）とプライス・ウォーターハウス会

計事務所（PriceWaterhouse&Co.）が選択肢として挙がったが，最終

的に，トゥッシュ・ロス会計事務所が選ばれることとなった35）。1973年4
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月2日，トゥッシュ・ロス会計事務所はこれを引き受け，トゥッシュ・ロ

ス会計事務所は，いったん連邦判事によって裁判所による財産管理上の監

査人として任命された。その後，連邦破産法の適用を受け，同法第Ⅹ章の

下での会社再生が行なわれることになり，同会計事務所はふたたび監査人

に任命された。裁判所命令では，破産申請を行なった 4月 5日時点の

EFCAの貸借対照表について調査し，また，管財人が必要とするその他

のサービスを提供する責任を負うものとされていた36）。

事実上の ・不正摘発監査・の依頼を受けたトゥッシュ・ロス会計事務所

は，事務所内で保険業の監査を得意としていたグロスマン（Noman

Grosman）を関与パートナーとしたチームを編成して対応した。グロス

マンの率いる監査チームは，この時，ふたつの，おそらくは分離された，
・・・・・・・・・・

任務を認識していた。「ひとつは，〔カリフォルニア州・イリノイ州保険監

督局，SEC，連邦捜査局，合衆国郵便公社などによる捜査が〕EFCAの

現在の財務状態がどのような状態であるかを確定する手助けをすることで

あり，いまひとつは，〔そこにおける〕不正調査（fraudinvestigation）

を手助けすることであった」37）。

こうした特殊な任務を遂行するにあたっては，通常の監査では想定され

ない実務上の問題に直面せざるをえなかった。グロスマン自身，その問題

点について以下のように振り返っている。

……〔EFCAでは〕違法行為が蔓延していたため，われわれは会社

に残っている人物のだれが不正に関与していないのか，すなわち，だ

れ〔からの情報〕を信用してよいのか，即座に判断することができな

かった。……また，明らかに，記録は非常に粗雑な状態にあり，その

多くは完全なものではなかった。われわれは，とくにコンピューター・

ファイルなどの記録が，不正を隠�するために過去にすでに破棄され

てしまっているのかどうか，あるいは，改ざんされてしまっているの
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かどうか，確証を持てなかった。……上級の財務担当者や経営執行責

任者たちはすでに会社を離れており，具体的な取引に関して話を聞く

相手がだれもいなかった。……ほとんど情報を得ることのできない多

くの通例でない〔ファンド貸付金のような〕受取債権が帳簿には存在

していた。……とくにコンピューター部門の従業員への信頼性が深刻

な問題となった。別の不正領域においても，われわれは，勘定残高を

再構成することはできたが，われわれが構成した情報を裏づける相手

がいなかった。

……最も重大な問題と思われるものは，われわれの手元にあるのが完

全な記録であるのかという不確実性に関連するものである。……われ

われは，この領域で広範な不正が存在していることはあらかじめ分かっ

ていたが，それがどれくらいの規模であるのかは分からなかった。……

もうひとつの大きな問題は膨大な数の多額の通例ではない受取債権に

関連している。……これらの受取債権について話を聞く相手がいない

ために，その債権の内容，その回収可能性を見極めるにはかなりの労

力が必要であった。……〔文書が偽造されている〕度合いが分からな

かったので，外部源泉からの証拠によって内部の文書の広範な検証を

実施しなければならず，……〔試査ではなく〕最終的に，ほぼ100パー

セントの検証を実施せざるをえなかった。……38）

さらに，通常の監査業務とここでの業務との本質的な違いを次のように

説明している。

通常の監査では，比較的限られた数の勘定残高および取引を実証す

る。確認状の回答が得られないという問題は，無視すべきではないが，

重要な問題ではない。しかし，エクイティ・ファンディング社の状況

では，通例の監査では存在しない領域で問題が生じている。例えば，
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通例の監査では勘定残高を確定するために外部者からの情報を入手す

る必要はない。〔しかし〕……エクイティ・ファンディング社の場合

には，勘定残高を再構成するために必要とされる基礎的情報を外部者

に求めなければならなかった。……39）

通常の監査では，最終的に集計された勘定残高を取り扱う。不確実

性は，もしあっても，限定され，明確に規定される。しかし，エクイ

ティ・ファンディング社の場合には，そのように集計にいたるまで待っ

ていたら，われわれの報告書自体が発行できなかったであろう40）。

最終的に，トゥッシュ・ロス会計事務所は，1974年の 2月初旬に

EFCAの財務状態を確定するための監査業務を終了し，その報告書を，

管財人を通じて，裁判所に提出した。ここでの監査の結果は，1974年2

月22日づけの『管財人報告書』に転載された41）。これによって，エクイ

ティ・ファンディング社の現実の財務状態とそこで行なわれた不正の規模

がある程度客観的に明らかにされることとなった。さらにまた，トゥッシュ・

ロス会計事務所は，1974年10月31日づけの『管財人報告書』の作成に

も参画し，そこで多くの基礎的財務情報を提供した。このように，トゥッ

シュ・ロス会計事務所の監査チームは，再建会社としてのEFCAの会計

的な基盤を確立し，また，会社再生の過程で必要とされる財務情報を提供

するなど，会社更生手続を円滑に進めるうえで，大きな役割を果たすこと

となった42）。

� 『管財人報告書』における監査人への批判的検討

『管財人報告書』は，エクイティ・ファンディング社の不正について，

「不正がこれほどまで長期にわたって露見することがなかったのは，首謀

者の大胆さと幸運によるものであり，さらに重要なことには，同社の監査
・・・・・・・・・・
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人たちが果たすべき義務をまったくもって正当に完遂していなかったこと

によるものである」43）と結論づけ，監査人が不正を摘発できなかったこと

を強く批判した。

1961年から1970年まで，持株会社であるEFCAと，EFLICを除いた

子会社のほとんどを監査していたのは，ウォルフソン・ウィーナー会計事

務所（Wolfson,Weiner&Company）であった44）。『管財人報告書』は，

その監査業務に従事していた会計士の何人かが，この不正に気づくか，疑

念を抱くか，しており，不正の隠�に加担していたことを示す確証がある

としている。

まず，『管財人報告書』は，「エクイティ・ファンディング社の帳簿記録

は不正のなされた全期間にわたり散乱した状態にあり，また，ファンディ

ング事業に関わるものも含め，多くの領域で，適切な内部統制が整備され

ていなかったことは，相当程度，明らかであった。……監査人が，経営者

に，年次の監査証明の基礎条件として，整然とした記録を保全し，適切な

内部統制を整備することを要求することにより，監査人としての仕事を行

なっていれば，同社がファンドによる不正を軌道に乗せることはおよそ不

可能であったであろう」45）と，内部統制が整備されていないなかで監査業

務を続けたことを批判した。

『管財人報告書』がこれと同じくらい重要な問題として挙げたのが，ウォ

ルフソン・ウィーナー会計事務所が，いくつもの点で，一般に認められた

監査基準に準拠して監査を実施していなかったことであった46）。顕著な例

として，『報告書』は，1964年にはじめて行なわれた虚偽の手数料の記

帳47）の取り扱い，1968年の監査の際に浮上したファンド貸付金の問題48）

の取り扱い，1969年のトレイル・コミッション正味額の処理49），1972年

度末のファンド貸付金に対する明らかに不適切な裏づけ50），を挙げている。

管財人によれば，それぞれの場面で，詳細が裏づけられることなく，容認

できない説明が鵜呑みにされて，相当額の収益が帳簿記入されるか，ある
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いは，適正なものとして受け入れられていた。EFCAの会計記録を合理

的に試査し，その状況において必要とされるほかの監査手続を用いれば，

多くの不適切な帳簿記入の不適切さを明らかにし，それによって不正を発

見することができたはずであった51）。

1972年2月にセイドマン&セイドマン会計事務所がウォルフソン・ウィー

ナー会計事務所ロサンゼルス支局の業務を統合したあと，EFCAとその

子会社のほとんどの1971年度と1972年度の監査は，セイドマン会計事務

所によって実施されることとなった。しかしながら，実際には，変わった

のは事務所名だけであった。業務統合のあと，それまでと同一のスタッフ

が監査業務を引き続き行なっており，セイドマン会計事務所からは監査業

務に対するレビュー担当者は出されていなかった。したがって，エクイティ・

ファンディング社の財務諸表にセイドマン会計事務所の監査証明の署名が

なされていても，実際に行なわれている監査手続に重要な変更がなされた

わけではなかった。それゆえ，1971年度と1972年度のエクイティ・ファ

ンディング社の監査もまた，プロフェッショナルとしての能力を発揮せず

に（incompetently）実施されたのは驚くべきことではないと『報告書』

は指摘している52）。

とりわけ1972年度のセイドマン会計事務所による監査には欠陥が認め

られる。なぜなら，単一の会計事務所がファンディング事業のすべての基

本的活動（プログラムの販売，資金調達，ミューチュアル・ファンド持分

の購入，保険の発行）を総合的に監査できたのは，結果的に，このときだ

けであったからである。EFCA-Cal，EFSC，EFLICの3社に跨がるファ

ンディング不正に関わるさまざまな会計処理はそれぞれが統合されてなさ

れておらず，ばらばらであった。相互に首尾一貫した文書的裏づけを作成

するよう企てられていなかったため，単体としての偽装取引は，関与して

いる個々の会社の帳簿記録を通じては追跡を行なうことができなかった。

例えば，EFLICの帳簿では，親子会社間勘定でEFC-Calへの貸付金とし
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て架空の保険料収入が記録される仕訳帳記入がなされた。しかし，EFC-

Calの帳簿では，EFLICに対して支払うべき保険料を示すような対応す

る記入はなされていない。1971年まで，ウォルフソン・ウィーナー会計

事務所はEFC-CalとEFSCの帳簿を，また，ハスキンズ＆セルズ会計事

務所はEFLICの帳簿を，監査していた。1972年にセイドマン会計事務所

がEFLICを監査するようになったとき，つまり，3社すべてを監査する

ことになったとき，3社の帳簿記録間の明白な不一致により，ファンディ

ング不正は，ほとんど自明の状態であったはずである53）。

『管財人報告書』はさらに，EFLICの監査人であったハスキンズ＆セル

ズ会計事務所（Haskins&Sells）の実施した監査についても批判してい

る。1968年から1971年まで，EFLICはハスキンズ＆セルズ会計事務所

によって監査されていた。エクイティ・ファンディング社の管財人の立場

から見て，ハスキンズ＆セルズ会計事務所もまた，エクイティ・ファンディ

ング社において不正が継続したことに関して相応の責任を負担しなければ

ならないと指摘された54）。

ハスキンズ＆セルズ会計事務所は，EFLICのデータ処理システムを通

して情報が創出される処理手順を適切にチェックしていなかった55）。ハス

キンズ＆セルズ会計事務所は，EFLICの事業活動について情報を得るに

あたって，プリント・アウトその他のコンピューターによって創出された

内部データに過度に依拠していた。内部データにそれだけ依存していたに

もかかわらず，コンピューターの設定に対するEFLICの内部統制を吟味

することを怠っていた。管財人の判断では，ハスキンズ＆セルズ会計事務

所の監査における最も根本的な欠陥は，同事務所がEFLICの内部源泉か

らの情報のみに依拠し，提携する会社の帳簿記録あるいは独立第三者など

の外部源泉から情報を得て検証を行なうことをしなかったことであった56）。

通常，保険会社を監査する会計士は，保険料，保険保有高，手数料に関す

る報告データと相関する会社の第一次の原始記録を入手し，首尾一貫性な
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どを確認するものであるが，ハスキンズ＆セルズ会計事務所は，保険料と

手数料の記録は別の会社であるEFC-Calが保有していたため，そうした

記録を入手することがなかった。管財人の判断では，ハスキンズ＆セルズ

会計事務所は保険料や手数料の状況を示すEFC-Calの記録を調査するべ

きであった。そうしていたならば，不正の発見を促したと思われる明白な

矛盾点を見つけていたであろうと判断された。

ハスキンズ＆セルズ会計事務所はまた，直接，保険契約者にあたって，

保険保有高を確認することを怠った57）。とくにEFLICのようにその保険

事業の大部分について再保険を掛けている場合には，被再保険会社側は再

保険事業から収益を得ることになるので，再保険を掛けたときには保有保

険の額を過大表示するインセンティブが働く。そのため，ハスキンズ＆セ

ルズ会計事務所はEFLICが保有高であると主張している保険の額をしっ

かり確認するべきであった。監査人によってEFLICの主要な収益および

費用項目である保険料や手数料に対する第一次の原始証書類の調査がなさ

れていないなかでは，この保険額の確認が極めて大切であった。

� 会計プロフェッションの対応

SECは，証券規制当局として，ファンディング不正発覚の当初から不

正の全容解明のための捜査を行なっていた。また，連邦破産法が適用され

て以降は，同法の下での会社再生手続の進行を監督，管理していた。そう

したなか，不正発覚からおよそ1カ月経った1973年4月30日に，SEC

委員長クック（G.BradfordCook）は，州保険監督委員会，保険数理士，

生命保険会社，そしてAICPAの代表者をワシントンに召集し，エクイティ・

ファンディング社において何が問題を引き起こしたのかにつき議論した。

AICPAからは，監査基準部・監査基準常務委員会の委員長であったヒッ

クス（ErnestHicks）と，理事会代表のオルソン（WallaceE.Olson）

が，出席した。SECの高官たちは，その席で，AICPAの代表に対し，不
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正な取引を摘発するための監査人の責任を再検討するよう，強く促した。

あるSEC委員は，エクイティ・ファンディング社で起きたような巨額の

不正（massivefraud）を明らかにすることを期待できないのであれば，

独立監査はもはやほとんど価値がないと述べたという58）。また，あるSEC

委員は，監査人とは ・不正が実を結んでしまう前にそれを摘み取る（nip

fraudbeforeitblossoms）・がごとき戦略的な立場にいるものであると

して，不正の兆候を指し示す ・レッド・フラッグ・に注意を払わなかった

監査人を批判した59）。しかし同時に，委員長のクックは，この不正への対

策が，生命保険事業を営むコストを増大させることになる「監査基準，保

険事業の実務および規制に対する急場の修正」60）とならないように注意を

払うようにと強調したともいわれる。

この日，AICPAの代表は，エクイティ・ファンディング社の問題に対

する検討をすみやかに行なうことを約束した61）。これに応じる形で，理事

会は，1973年5月5日，「エクイティ・ファンディング事件に照らして，

財務諸表監査（examinationoffinancialstatements）において現在適

切かつ十分であるとみなされている監査基準に変更を加えるべきかどうか

について検討する」特別委員会を設置することを決議した。そして，

AICPA会長のルロイ・レイトン（LeRoyLayton）は，この特別委員会

の委員長に元会長のマーヴィン・ストーン（MarvinStone）を任命する

こととした。

この特別委員会を設置する理事会の決議では，「……委員会の設置は，

職業倫理綱領の規則への違反の可能性を取り扱う会計士協会の通例の手続

からの逸脱を含むものとして理解されるべきではない」とされており，し

たがって，ストーン委員会ははじめから，事件に関与した会計士ないし会

計士事務所の犯した過誤ないしはその法的責任について評価・判定するこ

とを意図してはいなかった。同委員会の任務は，あくまでも，エクイティ・

ファンディング社の問題が ・一般に認められた監査基準（generally
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acceptedauditingstandards）・に対して変更を要求するものであるかど

うかを検討することであった。

ストーン委員会は，一般に認められた監査基準として識別されていた

10の監査基準62）だけでなく，それらの監査基準を達成する手段として位

置づけられている監査手続についてもより特定的な評価を行なうという前

提に立って，その状況において通例適用されたであろう監査手続に焦点を

当てており，また一方で，不正摘発に関する監査人の一般的な責任につい

ても考慮している。

ただ，いずれにしても，ストーン委員会は，監査を担当した会計事務所

の個別の監査手続の是非については直接言及することは意図していないた

め，この不正に関連した財務諸表を再監査することはなかったし，エクイ

ティ・ファンディング社を監査した会計事務所の監査調書を取り寄せて調

査することもなかった。代わりに，基礎的な事実認定に関しては，トゥッ

シュ・ロス会計事務所のグロスマンらの破産裁判所に任命された監査人か

ら，あるいは，公表された『管財人報告書』から，この不正の本質につい

て広範な情報を収集するにとどまった。

� ストーン委員会報告書

ストーン委員会は，その報告書63）において，「エクイティ・ファンディ

ング事件に照らして，財務諸表監査において現在適切かつ十分であるとみ

なされている監査基準に変更を加えるべきか」について，「保険保有契約

高（insuranceinforce）の確認に関する監査手続と関連当事者間取引の

監査を除いては，一般に認められた監査基準は適当であり，また，監査人

が一般に用いている監査手続に変更を加える必要性は存在していない」64）

との結論を示した。

同委員会は，「通例の監査手続が適切に適用されていれば，それらによっ

てエクイティ・ファンディング社での不正の存在が摘発される合理的な保
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証が提供されたであろう」65）と力説している。そして，「明らかに，エク

イティ・ファンディング社の内部統制は会計記録の信頼性に不安を抱かせ

るほど弱いものであった」66）ため，一般に，こうした状況では，「内部統

制が弱いことを根拠に，通例の監査手続が拡張され，それによって不正摘

発の可能性を高めることができた」67）と指摘している。

さらに，報告書では，「エクイティ・ファンディング社で不正な帳簿記

録がなされたいくつかの勘定項目の正当性を検証するにあたって，その状

況で通例では適用されたであろうと委員会が考える監査手続」が具体的に

提示されている68）。そこで挙げられた項目は，①架空のファンド貸付金，

②架空の手数料収益および手数料費用，③架空の生命保険契約，④その他

の架空の受取債権および故意に過大評価された資産，⑤架空の証券取引，

であった。例えば，本件で最も重要な資産項目とされ，そして，実際に，

最も早くから過大計上がなされていたファンド貸付金への監査手続につい

て，以下のように解説している。

当委員会は，以下に挙げる通例の監査手続を合わせて用いれば，架

空のファンド貸付金が発見される合理的な保証を提供できる，と確信

している。

・監査人の統制下で，借り手〔保険契約者〕の名前，完全な勘定番号

および残高を示したファンド貸付金勘定の試算表残高を作成する

・試算表残高と総勘定元帳上の統制勘定残高を残高調整し，調整項目

の妥当性を確かめる

・ファンド貸付金勘定への増減記帳を試査によって査閲し，当該変動

を裏づける文書を調査する

・試査により，借入残高，担保化されている額に関する借り手からの

確認を要求する

・試査により，個々の借り手が担保に付しているミューチュアル・ファ

―40―



ンド持分の確認を，証券保管業者に要求し，あるいは，それを調べ

る

そのうえで，「〔EFCAの〕監査人は，手作業で，あるいは，コンピュー

ター・プログラムを利用して，ファンド貸付金の試算表残高やその確認に

関連するこれら上記の監査手続を実施することが可能であった」69）と指摘

している。

報告書では，同様の表現方法で，架空の手数料収益および手数料費用，

架空の生命保険契約，架空の証券取引，その他の架空の受取債権および故

意に過大評価された資産についても，「その状況で通例では適用されてい

たであろうと委員会が考える監査手続」が提示されている70）。

このように，報告書では，しかるべき監査手続をこのように適切に実施

していれば，エクイティ・ファンディング社の監査の場合も不正を発見す

ることが十分に可能であったとされている。

さらに，報告書は，不正に対する監査人の責任全般についても大幅に紙

面を割いて説明している。委員会は，「エクイティ・ファンディング社に

おいて広範に行なわれた不正は，監査人の不正摘発の責任と，その責任に

対する会計プロフェッションと公衆の理解とについて根本的な概念上およ

び実務上の問題を生じさせた」71）との認識を示し，主として公衆の誤解あ

るいは無理解を正すという観点から，従来からの会計プロフェッションの

不正摘発への考え方を詳説している。これは，ストーン委員会が「不正の

摘発に関連する基準は，公衆の誤解を避けるために，より積極的な表現で

書き直されるべきである」72）と考えたためであるという。

報告書によれば，個々の監査基準を達成するために数多く用意されてい

る通例の監査手続は，不正摘発を特定の目的としているわけではないが，

帳簿記録の信頼性を試査によって調査するように定められており，不正が

存在する可能性に関して疑念を生じさせることもある。監査人は，会計記
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録や財務諸表に影響を及ぼす経営者の誠実性の欠如があるとの疑いを持っ

たならば，試査手続の種類，範囲，時期を修正して，その疑念を裏づける

のか，斥けるのか判断しなければならない。

報告書は，「監査人による無限定適正意見は財務諸表には重要な不正が

存在しないという一定の保証を提供しているが，……その意見が，不正が

存在しないことに関して合理的に期待できるよりも高水準の保証を提供し

ていると誤って理解されているおそれがある」73）として，そうした理解の

前提となるものとして，監査における本質的制約について詳述している。

そのうえで，「監査人は，すべての監査において，不正の可能性を認識し

ていると期待される。しかし，監査人には，疑念の根拠がないかぎり，な

された陳述の真実性や調べている文書の真正性を受け入れざるをえない場

面がある」74）としている。さらに，「監査基準は，いつも例外なく，そこ
・・・・・・・

での監査意見がエクイティ・ファンディング社の場合のような ・巨額の

（massive）・不正が存在しないとの合理的な保証を意味する」75）とする公

衆の見解は「適切とは考えられない」76）と一蹴している。共謀が巧みに行

なわれれば，「たとえ巨額の不正であったとしても，一般に認められた監

査基準に準拠して行なわれた監査によっても発見されずにいる可能性があ

りうる」77）というのが委員会の見解であり，そして，会計プロフェッショ

ンの見解であった。

ストーン委員会は，ある意味で，与えられた任務に忠実に，エクイティ・

ファンディング社の監査人の過誤に対する判断をしなかったが，一方で，

監査基準は適切であったと断定することで，エクイティ・ファンディング

社の監査人が従事した行為を問題にしないわけにはいかなくなった78）。一

般に認められた監査基準が誤っていなかったとして，そして，不正が非常

に広範なものであったならば，そのときは，その責めは監査人が負わねば

ならないからである79）。こうしたジレンマが，委員会の業務を困難で，議

論のあるものにした。とくに委員会がその報告書をまとめようとしていた
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のはまさにウォルフソン・ウィーナー会計事務所の監査人の公判が始まろ

うとしていた時期であった。最終的に，2人の委員が，訴訟当事者である

3人の監査人の権利が不当に侵害されるおそれがあるとして，進行してい

る訴訟が結審するまで，報告書の公表には同意しなかった。また，訴訟の

過程で委員会の結論を左右するほどの追加的な情報が明らかになるかもし

れないという懸念もあった。

報告書公表に対する理事会の最終的な承認は，監査基準書等の公式な発

行文書との整合性についての監査基準常務委員会による検証を受けること

を条件に，1975年2月27日に与えられた。これは，関与したふたつの会

計事務所，すなわち，セイドマン＆セイドマン会計事務所とハスキンズ＆

セルズ会計事務所の代表が理事会へ出頭し，意見陳述を行なって，さらに，

委員会の多数派が報告書の即時の公表こそが公衆と会計プロフェッション

双方の最大の利益になるという意見であるとのストーン委員長の報告がな

されたあとでの決定であった。ただ，監査基準常務委員会の検証は1975

年中旬まで完了せず，さらにまた，6月後半になって，エクイティ・ファ

ンディング社の監査人であったふたつの会計事務所の代表パートナーが報

告書の公表に再度反対した。両事務所は，プロフェッションの協会がその

メンバーの利益を損なう行為をなすべきではないと主張してきた。しかし，

理事会は，個々の会計事務所の利益がプロフェッション全体のより大きな

利益の実現を阻むものであってはならないと結論し，報告書は最終的に公

表された80）。

のちにコーエン委員会の委員長代理を務めることになるニューヨーク大

学のセイドラー教授らは，ストーン委員会報告書がまったく取り扱わなかっ

た論点として，以下のように問題提起していた。

小規模な，実態をよく把握していない業務（small,lessknown

practice）を〔統合により〕手に入れた ・ビッグ・ネーム・の会計事
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務所の，公衆に対する責務はいかなるものであろうか。エクイティ・

ファンディング事件におけるセイドマン＆セイドマン会計事務所の場

合に当てはまっていたと思われるように，新たに取得した会計事務所

の取得前と変わらぬ能力と人員に依拠して，簡単に自らの承認を与え

ることができるものであろうか。あるいは，取得された業務活動を新

たに統合し体系化する責務があるものなのか81）。

また，セイドラー教授らは，EFCAの重要な保険子会社であった

EFLICの監査を行なっていたハスキンズ＆セルズ会計事務所に対する報

告書の取り扱いについても不満を述べている。

ストーン委員会は，……ハスキンズ＆セルズ会計事務所が不正を発

見することは困難であったと指摘している。しかしながら，もしハス

キンズ＆セルズ会計事務所がEFLICとEFC-Calの両社を監査してい

たら，不正は発見することができたであろうことは明らかである82）。

セイドラー教授らは，大規模会計事務所が当時直面していた問題，業務

統合を行なう際のあり方，あるいは，連結企業集団に対する監査において

複数の会計事務所が関与している際のあり方のような問題をAICPAの委

員会はまったく議論しなかったことに批判的な視線を向けていた。

いずれにしても，ストーン委員会報告書を含めた，こうした会計プロフェッ

ション側の対応は，SEC,そして公衆を，大きく失望させることになった。

4．エクイティ・ファンディング社の監査人への処分

� 3人の監査人に対する刑事責任の追及

事件発覚後7カ月間にわたる関係機関による捜査を受け，1973年11月
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1日，連邦大陪審は，合計105の訴因に基づいたインダイトメント（正式

起訴状）によって22人の関係者の起訴を決定した83）。さまざまな隠�工

作が行なわれていたこともあって，彼らの容疑は，共同謀議，証券詐欺，

郵便詐欺，虚偽文書の提出，電子盗聴と多岐にわたった。22人の被告の

うち19人がエクイティ・ファンディング社の経営陣および不正に直接関

わった同社の従業員であった84）。

さらに，残りの3人が，監査への関与者，具体的には，ジュリアン・ウィー

ナー（JulianS.H.Weiner），マーヴィン・リヒティッグ（MarvinA.

Lichtig），ソロモン・ブロック（SolomonBlock）であった。ウィーナー

は，ウォルフソン・ウィーナー会計事務所開業当初からのパートナーの一

人であった。また，リヒティッグは，不正の当初から1969年中旬まで現

場の監査業務に責任を持つマネージャーであったが，その後ウォルフソン・

ウィーナー会計事務所を退所してEFCAの執行副社長として迎えられた。

ブロックは，そのリヒティッグの後任として，1969年中旬以降，監査業

務に携わっていた。EFCAとの関わり方には若干の相違があったが，3人

とも旧ウォルフソン・ウィーナー会計事務所のパートナーないし被用者で

あった。

「エクイティ・ファンディング社の不正を調査した当局者たちは，会社

の監査人の助けがなければこれほどまで長期にわたりそのままにされてい

たはずがないということで意見が一致しており，また，大陪審も同意見で

あった」85）とみられており，とくに本件では，証券詐欺の共謀者として監

査人の刑事責任が問われたことが画期的であった。セイドラー教授らによ

れば，「公共会計士（publicaccountant：プロフェッショナルとして公

共会計士業務に従事している会計士）が数年にもわたる不正についてその
・・

存在を知りつつ共謀したという容疑で」86）立件されたはじめての事案であっ
・・・・・・・・・・・

た。起訴状で，彼ら監査人は，それぞれ，「故意にEFCAに対する不完全

かつ不十分な監査を実施し，その結果，監査上いくつかの架空の項目を受
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け入れてしまい，何年もの間，EFCAの財務諸表に対して無限定適正意

見を公表していた」と申し立てられた。

事実審理に先立って，3人は11月26日に無罪の申し立てを行ない，争

うこととなった。3人の監査人に対する事実審理は，カリフォルニア中央

地区連邦地方裁判所において1975年1月6日に始まり，その後4カ月以

上にわたり継続した。検察側は，冒頭陳述において，それまでの公判で得

られていたEFCA旧経営陣の証言に依拠しながら，監査人は，「一般に認

められた会計原則をねじ曲げ，あるいは，破った，また，証拠を収集し，

検証を行なうにあたって監査基準に準拠しようとしなかった，さらには，

明らかに問題と思われる状況が目の前に現われていたときに無視しようと

した，あるいは，被監査会社の経営者たちと実際に協議し〔帳簿を操作し

て〕問題の項目を開示せずにすませる方法を進んで教示した」87）などと主

張した。さらにまた，検察は，それぞれの監査人がEFCAとの密接な関

係から相当の個人的利益を得ていたと主張した。検察側証人として，

EFCAの財務担当責任者であったエヴァンス，コントローラーで副社長

でもあったスルタン，セイドマン＆セイドマン会計事務所パートナーのフィ

ンチ，コントローラーで執行副社長であったロウエル，そしてグロスマン

が証言した。検察官の主尋問が終了した後に，弁護人は検察側証人に対し

て反対尋問を実施した。

続いて，弁護側の証人となったのは，シャザン，セイドマン＆セイドマ

ン会計事務所パートナーのロバート・スペンサー（RobertSpencer），元

SECのベルコビッツ，そして，被告のウィーナー本人であった。公判で，

ウィーナーは，不正の存在に気づいていたとの容疑を全面的に否認した88）。

また，エクイティ・ファンディング社から得ていた金銭的報酬は最低限の

ものに限定されていたと主張した。さらに，自身は監査業務にはまったく

関わっておらず，すべて配下のスタッフに任せていたと証言した。加えて，

ウィーナーも，また，同じく監査人であったセイドマン＆セイドマン会計
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事務所のパートナーのスペンサーも，監査スタッフを配置していたゴール

ドバルムと密約を交わしていたとの疑いを否定した。

被告ウィーナーの弁護人は，最終弁論で，以下のように訴えている。

あなた方〔陪審員〕が何度もこの法廷での証言のなかで聞いたよう

に，あるいは，熟読した種々の文書から，そして，専門家証人から証

拠を得たように，監査とは，不正を見つけることを企図されてはおり

ません。そういったことは監査の目的ではないのです。

そして，焦点は，どんな監査手続が用いられていたにしても，標準

的な監査手続が用いられたのか，大騒ぎになることです。

ここで指摘したいのは，これがまったくの後知恵（hindsight）に

すぎず，直接の証言に基づくものではないという点です。……この長

い公判においてわれわれが実際に会計の専門家として証言を得ること

ができたのは，たった一人だけ，トゥッシュ・ロス会計事務所のグロ

スマン氏だけでした。……

……彼（グロスマン）は，エクイティ・ファンディング社の監査を

実施するために200万ドル以上も支払われているトゥッシュ・ロス会

計事務所の人間です。……このことはこの種の監査を実施して，この

ような不正を発見するためにどれだけのコストが掛かるかを教えてく

れるものです。

さらに，この専門家には，不正が存在していることをあらかじめ知っ

ているという優位性がありましたが，ウォルフソン・ウィーナー会計

事務所やセイドマン＆セイドマン会計事務所の監査人はまったくその

逆でした。……

そして，それでも，トゥッシュ・ロス会計事務所はこの監査を行な

うには実に15カ月程度の時間と70人の人員が必要でした。同事務所

の別の監査では数ヶ月で7人程度であるのに，です……89）。
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このように，被告側の弁護人は，検察側の主張はたんなる後知恵にすぎ

ないと反論し，通常行なわれる監査は，種々の制約から，必ずしも不正を

摘発しない可能性があるという会計プロフェッションの伝統的な立場を繰

り返し強調した。

インダイトメントに記された105の訴因のうち，3人の監査人に関わる

ものは22あったが，6つの訴因については検察側で取り下げられ，評決

は16の訴因について下されることとなった。訴因は，大まかに2つに分

かれ，ひとつがEFCAの利益および資産を不正に過大表示する会計処理

に関わる証券詐欺であり，もうひとつが故意に真実でない財務諸表を

SECおよびニューヨーク証券取引所等に提出した虚偽報告書の提出であっ

た。5月20日に陪審員による評決が下された。ウィーナーについては，10

の訴因すべてで有罪，リヒティッグについては，13の訴因すべてで有罪，

ブロックについては，9の訴因のうち7の訴因で有罪の評決が下された90）。

また，量刑について，地区裁判所の判事は，それぞれに，2年の執行猶予，

3カ月の懲役，4年の保護観察，200時間の奉仕活動を言い渡した。

判決後，ウィーナーとブロックによる無罪判決および再審理を求める申

し立てがなされたが，7月14日に，地区裁判所判事により却下された。

続いて，24日には，リヒティッグも含めた3被告によって控訴状が提出

された。これを受けて，翌1978年5月15日に，一審の有罪判決を支持す

る第9巡回区控訴裁判所の意見書が提出された。さらにこれを不服とする

3被告は，26日に，裁判官全員出席の下であることを提言した再審理を求

める請願書を提出した。そして10月に，ウィーナーとブロックは，5月

15日の第9巡回区控訴裁判所の判断を再検討するための移送令状を請願

した。しかしながら，11月に，この上訴を求める請願は連邦最高裁判所

で却下され，3人への判決は確定した91）。
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� SECによる会計事務所への懲戒検討手続

すでにみたように，エクイティ・ファンディング社の監査人であったウォ

ルフソン・ウィーナー会計事務所（統合時は，ウォルフソン・ウィーナー・

ラットフ＆ラパン会計事務所）ロサンゼルス支局の業務は，1972年2月

に，セイドマン＆セイドマン会計事務所によって統合された。セイドマン

＆セイドマン会計事務所は，このころ，全国ベースの会計事務所（na-

tionalaccountingfirm）へと展開しつつあり，この時点で，全米で10

位程度の準大手会計事務所として知られていた。

SECは，この業務統合に関して，セイドマン会計事務所の行為，およ

び，同会計事務所の関連パートナーその他の被用者の実施した行為とエク

イティ・ファンディング社を含む3社の旧ウォルフソン・ウィーナー会計

事務所のクライアントに対する財務諸表監査について，実務規則Ⅱ��に

基づいた行政手続きを検討していた。これに関して，セイドマン会計事務

所は，和解を申し出，SECはこれを受諾した。これにより，セイドマン

会計事務所は，規則Ⅱ�の下での正式な行政手続きの提起にともなう権利

を放棄するとともに，SECスタッフによってなされた調査の結果につい

て認否を行なうことなく，その内容を公表することに同意した。こうして

公表されたのが，1976年9月に発行された会計連続通牒（Accounting

SeriesRelease：ASR）第196号であった。

旧ウォルフソン・ウィーナー会計事務所に属し，エクイティ・ファンディ

ング社の監査を担当したジュリアン・ウィーナーとソロモン・ブロックは，

すでに連邦証券法規の違反で有罪の判決を受けていたため，実務規則Ⅱ�

�の条項に基づいて，SEC管轄実務の特権が自動的に停止されていた。
・・・・

そこで，SECは，もっぱらセイドマン会計事務所によるウォルフソン・

ウィーナー会計事務所ロサンゼルス支局の業務の取得の観点から，旧ウォ

ルフソン・ウィーナー会計事務所によるエクイティ・ファンディング社へ
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の監査業務についても調査し，検討した。

そのうち，とくにエクイティ・ファンディング社の監査に関連して，

「1972年2月にセイドマン＆セイドマン会計事務所がウォルフソン・ウィー

ナー会計事務所の業務を統合した際，エクイティ・ファンディング社の

1971年度の監査業務はほぼ完了していた。1971年度の監査業務を実施し

た担当者のほとんどすべてが元来ウォルフソン・ウィーナー会計事務所に

所属する会計士であったにもかかわらず，セイドマン＆セイドマン会計事

務所は，独自のレビューを実施していなかった。セイドマン＆セイドマン

会計事務所は，それまでの監査業務がウォルフソン・ウィーナー会計事務

所のパートナーによってレビューされていなかったことを知りながら，まっ

たく不適切にも，ウォルフソン・ウィーナー側の説明を鵜呑みにし，1971

年のエクイティ社の監査は適切に実施されていると見なし，1971年の

EFCAの財務諸表にセイドマン＆セイドマン会計事務所の名称を記載す

ることを認めた」92）と指摘している。さらに，SECスタッフの調査では，

この業務統合時に行なわれていた1971年度の監査には「多くの深刻な監

査上の欠陥」93）が認められるとして，具体的に，ファンド貸付金の相手で

あるプログラム参加者のデータとの照合および確認，1969年のトレイル・

コミッションの検証手続，手数料債権の監査手続，あるいは，EFCA子

会社の銀行からEFC-Calへの200万ドルの不正振替を隠�するために偽

装されたユーゴスラヴィア法人アパテックス社のコマーシャル・ペーパー

の検証手続を挙げ，これらの場面で，十分な監査手続が実施されなかった

と指摘した。

しかしながら強調されていたのはこうした監査業務をセイドマン＆セイ

ドマン会計事務所がまったくレビューしていなかった点であった94）。結論

的に，「上述したウォルフソン・ウィーナー会計事務所の監査業務は明ら

かに欠陥があり，結果として，これを綿密に検討したというのは不適切で

あるようにみえる。セイドマン＆セイドマン会計事務所の行為に関しては，
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記録された資産と監査調書との間の比較によって，監査証拠の全体的な不

適切性が非常に明白となっている。それでも，セイドマン＆セイドマン会

計事務所は，エクイティ・ファンディング社の1971年度の財務諸表につ

いてのウォルフソン・ウィーナー会計事務所の承認を，同会計事務所の

監査調書をまったくレビューすることなしに，自らのものとしてしまっ

た」95）と指摘している。

このようにして，ASR第196号の全体的な結論は，以下のようにまと

められる。

〔本手続きの提起の原因となった〕問題事項は，セイドマン＆セイ

ドマン会計事務所が欺かれた被監査会社の不正な行為と関連している

が，それにもかかわらず，われわれSECは，セイドマン＆セイドマ

ン会計事務所がプロフェッションの基準（thestandardsofthepro-

fession）に要求されるやり方でその責任を果たしたとはいえないと

結論する。

……スタッフによる調査の結果，われわれは，ウォルフソン・ウィー

ナー会計事務所のカリフォルニア州ロサンゼルス支局によって実施さ

れた監査実務はプロフェッショナルとしての基準（professional

standards）をはるかに下回るものであり，また，同支局の被用者は，

SECの規則，独立性に関する会計プロフェッションの基準に明白に

違反した行為あるいは実務に従事したと判断した。

セイドマン＆セイドマン会計事務所は，事務所の統合の前に〔統合

相手に対する〕合理的な調査を怠り，ウォルフソン・ウィーナーの支

局のスタッフ・メンバーの実務，プロフェッショナルとしての資格を

正当にレビューせず，被監査会社からの独立性に関連する要因につい

て適切に調査しなかった。統合後，セイドマン＆セイドマン会計事務

所は，プロフェッショナルとしてのレビュー実務と，旧ウォルフソン・
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ウィーナーの顧客（被監査会社）に関係して独立性を維持することを

保証する合理的な手順を取らなかった96）。

ASR第196号でSECが問題にしたのは，セイドマン＆セイドマン会計

事務所のような大規模会計事務所の業務統合のあり方，その前後でのレビュー

のあり方についてであった。しかしながら，セイドラー教授らは，SEC

の批判の矛先が適切な方向に向けられていないことに不満を述べていた。

SECは，ウォルフソン・ウィーナー会計事務所を取得するにあたっ

てのセイドマン会計事務所の注意の欠如を手厳しく非難し，旧ウォル

フソン・ウィーナー会計事務所の監査人が引き続きEFCAの監査を

実施していたことに注目しているが，残念ながら，こうした取り決め

は統合にあたってとくに合意されたものであったという何度もなされ

た批判には言及していない。……97）

5．コーエン委員会と監査基準の設定

� コーエン委員会

AICPAは，エクイティ・ファンディング事件の発覚後に，直ちに，ス

トーン委員会を組織して，プロフェッションとしての対応をみせたが，な

おもまた，エクイティ・ファンディング社における巨額の不正の発覚によ

り会計プロフェッションのイメージは大きく傷つけられたとの認識を持っ

たAICPA理事会は，1973年10月12日に，アトランタでの年次大会に

先立って，協会指導者たちを集めた会合を開き，この問題に対処するため

になすべき方策について議論を行なった。その会合において，理事会メン

バーのイヴァン・ブル（IvanO.Bull）から，監査人の適切な責任につい

て検討する公共性を持った〔委託〕委員会（publiccommission）を設置
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すべきとの提案がなされ，これが大多数の支持を得るにいたった。オルソ

ンによれば，会合に参加した者たちはみな，公共的な委員会による公平な

立場からの報告書が公衆と会計プロフェッションの間に見られる期待ギャッ

プを緩和することを期待していたという98）。

会合のあと，この提案が具体化され，翌1974年2月20日には，理事会

の正式の承認を受けた。理事会は，この指名委員会の委員長は公認会計士

以外の者とすることとし，新たにAICPA会長に就任したサミュエル・デ

リュー（SamuelA.Derieux）を通じて，委員長候補者への接触を開始し

た。しかしながら，委員長をはじめとする委員会メンバーの人選は難航し，

3人の実務家の公認会計士，1人の会計学者，3人の公認会計士以外の者

から構成される委員会メンバーが決定したのは1974年10月に入ってから

であった。最終的に，元SEC委員長で，当時ワシントンの法律事務所の

パートナーであったマニュエル・F・コーエン（ManuelF.Cohen）が委

員長への就任を承諾した。「監査人の責任に関する委員会」と称されるコー

エン委員会は，このように，エクイティ・ファンディング事件を契機に高

まった公認会計士監査に対する社会的批判や不信を和らげ，業界に対する

信頼を回復するために設置された。

コーエン委員会は，1974年11月に活動を開始したが，最初の数ヶ月間

を，監査に関連するさまざまな利害関係者にインタビューを行ない，検討

すべき論点を明確にするという作業に費やした。また同時に，数名の研究

者に委託して，独立監査人が現在果たしている役割に関連する数多くの問

題点について，それぞれ，事実に基づいて分析し，報告書をまとめるよう

仕向けた。委員会としての検討は，個々の研究プロジェクトの結果を待た

なければならなかったこともあって，比較的ゆっくりと進められた。

1977年3月になって，ようやく，中間報告書が公表され，委員会の暫

定的な結論が提示された。加えて，この中間報告書に基づき，1977年6

月にはワシントンで公聴会が開催された。1977年6月16日に委員長のコー
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エンが急死して以降は，学者代表の委員会メンバーであったニューヨーク

大学のセイドラー教授が委員長代理として委員会での検討の全責任を負う

こととなった。とくにセイドラー教授は，コーエン委員会の中間報告書お

よび最終報告書を起草するにあたり，コーエン委員会の研究部門の責任者

であったカーマイケル（DouglasR.Carmichael）と密接に協調した。

中間報告書に示された数多くの勧告はまた，会計プロフェッションをは

じめとする利害関係のある団体からの対応策を要求していたが，これに応

じて，AICPAでは，どのような方策を，また誰が，採るべきかを検討す

る特別委員会が設置された。この特別委員会には，サミュエル・デリュー

を委員長として，他の8人の委員会メンバーにはコーエン委員会の勧告に

直接関連するAICPA各種委員会の代表が配置された。3月末に開かれた

初会合で，デリュー委員会は，コーエン委員会の 6月の公聴会では

AICPAは代表を出して証言を行なわず，最終報告書の公表を待つことを

決定した。

一方で，デリュー委員会は，コーエン委員会の暫定的結論を3つの大ま

かなカテゴリー，つまり，①監査基準常務委員会（AuditingStandards

ExecutiveCommittee）による検討と実施が必要な勧告，②理事会によ

る判断が必要な政策的問題点，③それ以外の組織，あるいは代替的に理事

会による判断と実施が必要な政策的問題点，に分類・整理した。1977年7

月に，このうち理事会による判断が必要な政策的問題点についての結論が

出されたのを受け，理事会は，7月21日の会合で，デリュー委員会の勧

告を検討し，種々の決定を行なった99）。こうして，AICPAは，コーエン

委員会中間報告書での個別の勧告に対応して，また，デリュー委員会の提

言に基づいて，さまざまな方策を実施に移した。後述する監査基準常務委

員会の構造の研究に関する特別委員会の設置もそのうちのひとつであった。

最終的にコーエン委員会は1977年11月にその活動を完了し，翌1978

年1月に最終報告書を公表した。同委員会は暫定的結論を大きく変更しな
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かったため，AICPA理事会の対応も最終報告書の公表に合わせてとくに

変更されることはなかった。

コーエン委員会の任命は，AICPAにとって重要な意味を持っていた。

オルソンは，「AICPAは，コーエン委員会の設置によって信頼性の危機

にすでに対応していた。……総合的にみて，さまざまな方策を実施したこ

とは〔プロフェッションとしての〕利益につながっていた。プロフェッショ

ンへの極端な批判を弱めることができたし，また，プロフェッション自身

が追加的な責任を受け入れるように仕向けることができた」100）と総括して

いる。

� 監査基準審議会の創設

コーエン委員会は，監査基準の設定プロセスをひとつの重要な論点とし

て取り上げ，集中的に議論している。とくに監査基準設定主体はどうある

べきかを論ずるなかで，以下のように結論づけている。

……本委員会は，職業会計士（professionalaccountants）の手か

ら監査基準設定機能を取り上げなければならない事情は今日までなかっ

たと考える。……

監査基準の設定プロセスはそれなりに良好に機能してきたと考えら

れる。本委員会は監査人を相手取った重要な訴訟事件を検討し，また，

それ以外の調査も行なったが，そのいずれの場合においても，監査の

失敗の原因が現行の監査基準上の欠陥にあることを指し示す重要な証

拠は発見されなかった。失敗の大部分は，監査人が監査基準に違反し

たことが原因であった。……

現行の監査基準を改善することは可能であろう。この認識に立って，

本報告書では多くの改善事項が提案されている。しかしながら，現行

の監査基準の設定の仕組みを変えないでも，監査基準の改善は十分に
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可能であるように思われる101）。

しかしまた，報告書では，AICPAの監査基準常務委員会を組織改革し

て，監査基準設定プロセスを迅速化し，また，そのプロセスをより客観的

なものとすることが提案されていた。具体的には，「監査基準常務委員会

で現在活躍している委員に匹敵する技量と経験を持った者が魅力を感ずる

ような高い地位で，現在よりも少数の委員が常勤でAICPAからの俸給の

もとに活躍できる組織」102）が監査基準常務委員会に取って代わることを勧

告していた。

デリュー委員会は，こうしたコーエン委員会の勧告を適切なものとして

受け入れることはできないと報告し，監査基準常務委員会の構造と運営を

より穏当に改善する方法として，現在21人である監査基準常務委員会の

委員の数を15人に削減する，8大会計事務所からの代表を順次交替させ

る，票決方法を単純過半数に変更する，委員会の活動を促進させるために

スタッフの能力を高める，などの暫定的な結論を示した。さらに，デリュー

委員会は，監査基準常務委員会の再構築を研究する特別委員会を設置すべ

きことを勧告していた。

この勧告に基づいて，AICPAは，1977年6月に，監査基準常務委員会

の構造の研究に関する特別委員会を組織した103）。この委員会は，理事会

の会長／理事長経験者のみから構成されるものとされ，アーサーアンダー

セン会計事務所（ArthurAndersenandCompany）の元代表であるオ

リファント（WalterJ.Oliphant）が委員長となった104）。オリファント委

員会は，1977年8月30日に初会合を開き，その活動を開始した。同委員

会は，監査基準の設定に利害を有する幅広い関係者から意見を聴取するた

めに，通例に従い，インタビューを実施し，アンケートを行ない，さらに，

1978年2月2日および3日には，ニューヨークで公聴会を開催した。

その結果，委員会は1978年2月末までに暫定的な結論に達し，報告書
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の草案が作成された。起草にあたっては，デビッド・ソロモンズ（David

Solomons）教授の全面協力があったとされる。そこでは，非常勤の基準

設定組織を維持することを勧告するものの，監査基準設定の組織を監査基

準審議会（AuditingStandardsBoard）と改称し協会内部に再編すると

した。審議会は必ずしもAICPA会員とは限らない15人の委員で構成さ

れ，監査基準の承認には9人の賛成票が必要とされた。審議会委員は，少

なくともその勤務時間の50％を審議会の活動に充てることとし，時間に

応じた逸失収入の補償を受けるものとした。その支弁は，申し出によるの

ではなく，機械的になされるものとした。また，審議会の活動をモニター

し，あるいは，これに提言を行なうための，さまざまな利害グループを代

表する12人から18人の委員で構成される諮問委員会を設置するものとし

た。さらに，スタッフを増員し，これに研究部門責任者を含めて，有能な

高給の常務部長によって統率されることを要求した105）。

これらの提案は，1978年3月2日に，仮報告書という形式で理事会に

報告された。理事会がAICPA評議員会メンバーの意見を聴取したところ，

特別委員会の勧告のほとんどに強い支持がみられるが，AICPA会員以外

の者に監査基準設定への関与を認める提案に対しては圧倒的な反対がある

ことが判明した。こうした状況を踏まえて，5月6日，理事会は，①審議

会はAICPA会員のみから構成されなければならない，②諮問委員会は最

大9人で構成され，また，スタッフの最高責任者は協会の監査担当副会長

とする，③審議会の委員の補償金と経費の支弁は，評議員会の現行の経費

支弁方針の下でなされ，申し出のみにより行なわれると変更したうえで，

特別委員会の報告書を支持した106）。

続いて，評議員会は，5月10日，理事会の提案した変更事項を含んだ

特別委員会の勧告を採択するかどうか，検討を行なった。評議員会は諮問

委員会の規模を12人から18人の員数に戻す修正を採択したが，監査基準

審議会の規模，票決方法，補償金に関する修正はすべて採択することなく，
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特別委員会の勧告は採択されるにいたった。こうした評議員会の措置を受

けて，理事会は，監査基準審議会委員への補償金の標準額に対する方針を

採択した。これにより，小規模な会計事務所から派遣されている委員が審

議会において活動することを促進しようとした107）。そして，オリファン

ト委員会の最終報告書は，AICPAの小冊子の形式で，1978年5月中に公

表された。

その後 1978年 8月には，新設の監査基準諮問委員会（Auditing

StandardsAdvisoryCouncil）で活動する委員を指名するための委員会

が組織され，1979年1月までに，14人の委員から成る諮問委員会が任命

された。初代の委員長には，法律事務所のパートナーで，元SECの企業

金融部局長であったレヴェンソン（AlanB.Levenson）が就任した。諮

問委員会には，公共会計士業務に従事している4人の公認会計士とともに，

会計プロフェッション外部のさまざまな利害グループからの代表が含まれ

ることとなった。監査問題に対する専門的な知識を提供できるように，少

なくとも数人の実務に携わる公認会計士を委員に含めておくべきというの

が同指名委員会の考えであった。

こうして，監査基準審議会による監査基準設定の仕組みが完成すること

となった。ここにいたるまでのAICPA理事会の活動を振り返って，オル

ソンは，「確かに，変革が必要であったかどうか疑問視されるところもあ

るが，1978年におけるワシントンの雰囲気は，AICPAが監査人の責任に

関する委員会の提案を完全には拒否すべきではないと思わせるものであっ

た」108）と振り返っている。

6．エクイティ・ファンディング事件の史的意義

ヤング（JoniJ.Young）も指摘しているように，AICPAのストーン

委員会は，「エクイティ・ファンディング事件を，会計プロフェッション
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が適切な任務を果たさなかったことの証左としてではなく，すでに確立し

たルールや指針に個々の監査人が従わなかったことの証左として」109）理解

していた。それでも，同委員会が不正摘発に関する監査基準を書き換えよ

うとしたのは，公衆の監査に対する誤解を解くためであり，また，監査が

とくに不正を摘発するように企図されているわけではないことを強調する

ためであった。したがって，会計プロフェッションにとっての問題は，あ

くまで監査人の正当な役割について公衆を啓蒙することであり，こうした

役割についてプロフェッション内部で再検討することではなかった。

しかも，こうした理解の背景には，エクイティ・ファンディング社での

監査の失敗はウォルフソン・ウィーナー会計事務所というローカルな小規

模の会計事務所が行なった不十分な監査業務の問題であるという認識があっ

たものと考えることができる。そこでは，必ずしも，ウォルフソン会計事

務所を業務統合したセイドマン＆セイドマン会計事務所，あるいは，

EFLICを監査していたハスキンズ＆セルズ会計事務所の行なった監査

〔業務〕の問題としては捉えられていなかった。実際に，プロフェッショ

ン内部では，「〔エクイティ・ファンディング社の監査のような〕不完全な

監査（apoorlyauditengagement）からは何も教訓など得られない」110）

などの意見もあった模様である。

しかしながら，時代背景としては，会計プロフェッションがビッグ・エ

スタブリッシュメントとしての存在を顕示していたビッグ・ファームの時

代であり，関係当局は，明らかに，このエクイティ・ファンディング事件

についても，大規模会計事務所の監査業務の品質コントロールの問題であ

ると捉えていた。批判の対象は，ウォルフソン会計事務所ではなく，むし

ろ，セイドマン＆セイドマン会計事務所であった。また，ハスキンズ＆セ

ルズ会計事務所にも少なからぬ責任があるとの批判があがった。このころ，

アメリカ会計プロフェッション内部では，・巨大・といってよいほどの大

規模会計事務所とそれ以外の中小事務所の二極分化が進行していた111）。

―59―



その結果，「大規模な，全米規模の事務所とそれ以外の会計実務者」が，

社会からも，全く別なものと認識されるようになっていた。同時期のメト

カーフ委員会による批判の立脚点もここにあった。

こうした状況の下でのAICPAストーン委員会の対応が社会を大きく失

望させたことは間違いない。そうした期待ギャップの存在が明らかになっ

て，AICPAはさらなる対応を迫られることになる。その後，コーエン委

員会を組織したこと，そして，そのコーエン委員会が監査基準の設定のあ

り方を重要な論点として取り上げたことは，ある種，必然的なことであっ

た。

結論として，エクイティ・ファンディング事件が，会計プロフェッショ

ン内において一般に認められた監査基準とそこにおける不正摘発に対する

監査人の責任の適切性を検証させる機会を与えたことは間違いないが，こ

の検証の結果として会計プロフェッションが到達した結論は，社会に，あ

るいは，関係当局に，容易には受け入れられるものではなかった。こうし

たなかで，AICPAが主導権を握って，期待ギャップを解消するためにコー

エン委員会を組織したことはとくに重要な意味を持っていた。コーエン委

員会における検討の卓越性は，モス委員会などの議会委員会での批判を和

らげるのに役立ったともいわれる。そうした意味で，アメリカ会計プロフェッ

ションは，エクイティ・ファンディング事件に時機を得て，信頼性の危機

を乗り越えることができたのである。

1） Wiesen［1975］p.268.

2） ReportoftheTrustee［1974］p.12.

3） Ibid.

4） Seidleretal.［1977］p.338.

5） ReportoftheTrustee［1974］pp.106�107;SobleandDallos［1975］pp.

172�178.この内報者は，同日，レイモンド・ダークスという人物に情報提供
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を行なった。当時，保険証券を得意とする証券アナリストとして知られたダー

クスは，その後，エクイティ・ファンディング事件を題材とした『ウォールス

トリートの大スキャンダル（TheGreatWallStreetScandal）』という書物を

出版している。また一方で，エクイティ・ファンディング社の破産法適用申請

前に自らの顧客に情報を漏らしたというインサイダー取引規制違反の容疑で捜

査の対象になった。いったんSECによる懲戒処分を受けることとなったが，

この処分を不服としてダークスは連邦最高裁判所で争い，1982年10月に無罪

を勝ち取った（Dirksv.SEC463U.S.646（1983））。

6） EFLICは1968年にイリノイ州で設立された法人となっており，その本社は

1969年にカリフォルニア州に移されていた。

7） ReportoftheTrustee［1974］p.111.

8） ReportoftheTrustee［1974］pp.111�112.

9） ReportoftheTrustee［1974］p.113.

10） ReportoftheTrustee［1974］p.115.

11） ReportoftheTrustee［1974］pp.115�116.

12） ReportoftheTrustee［1974］pp.117�118;SobleandDallos［1975］pp.

244�256;DirksandGross［1974］pp.202�207.

13）「ビヴァリーヒルズ発 保険業における史上最大規模のスキャンダルが保

険販売で急成長をみせていたエクイティ・ファンディング社の周辺で噴出しは

じめた。この不正事件は，主要な子会社であるエクイティ・ファンディング生

命保険会社を中心に起こっている」と報じられている。

14） ReportoftheTrustee［1974］p.120;SobleandDallos［1975］pp.257�263;

DirksandGross［1974］pp.216�227.

15） ReportoftheTrustee［1974］pp.13�14.

16） ReportoftheTrustee［1974］p.16.

17） ReportoftheTrustee［1974］pp.23,43�44.

18） ReportoftheTrustee［1974］p.7.

19） ReportoftheTrustee［1974］pp.18�19.

20） ReportoftheTrustee［1974］pp.8,17.

21） ReportoftheTrustee［1974］p.8.

22） ReportoftheTrustee［1974］pp.9,37�38.

23） ReportoftheTrustee［1974］p.9.

24） ReportoftheTrustee［1974］p.45.

25） ReportoftheTrustee［1974］pp.61�76.

26） ReportoftheTrustee［1974］pp.9,77.
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27） ReportoftheTrustee［1974］pp.10�11,83�86.

28） ReportoftheTrustee［1974］p.79.1963年のPLCとの間の代理店契約で

は，EFCAはファンディング・プログラムとの関連でPLCの保険契約以外を

利用することを禁じていた。EFCAの経営陣は，プレジデンシャル生命保険

会社（つまり，EFLIC）の引き受けた保険の合意された額についてPLCと共

同保険を行なうことを追加したうえでPLCと交渉し，1968年1月に合意に達

した。

29） ReportoftheTrustee［1974］pp.10,79�82.

30） ReportoftheTrustee［1974］pp.87�89.

31） ReportoftheTrustee［1974］pp.89�90.

32） ReportoftheTrustee［1974］pp.91�93.

33） ReportoftheTrustee［1974］pp.93�94.

34） ReportoftheTrustee［1974］pp.98�103.

35） SobleandDallos［1975］p.255;ReportoftheTrustee［1974］p.119.

36） Hudes［1973］p.14.

37） Grosman［1976］p.13.

38） Grosman［1976］pp.12,13.

39） Grosman［1976］p.16.

40） Grosman［1976］p.17.

41） 連邦破産法に基づいて任命された管財人ロバート・ローフラー（RobertM.

Loeffler）は，1974年2月22日と10月31日に，それぞれ，『管財人報告書

（ReportoftheTrustee）』を作成している。前者が中間報告書，後者が最終報

告書の位置づけと思われる。本稿を執筆するにあたって，1974年2月22日づ

けの報告書を入手，参照することができなかった。10月31日づけの報告書は，

そのほとんどがSeidleretal.［1976］pp.126�284に転載されており，省略さ

れた付録の一部分を除き，全文を参照することができる。本稿では，10月31

日の報告書のみを取り扱っている。

42） Grosman［1976］p.18.

43） ReportoftheTrustee［1974］p.7.圏点は引用者による。また，同報告書

の結論部分でも，「不正を摘発できなかった責任は，主として，エクイティ・

ファンディング社とその子会社の財務状態を監査証明するために被用されてい

た会計事務所（accountingfirms）にある。……管財人の判断では，監査人

たちが適切にその責務を全うしていたならば，不正は，何年も前に見つけられ

た」（ReportoftheTrustee［1974］p.141）と指摘されている。引用中の ・会

計事務所・の部分は複数であるので，この指摘は，EFCAの監査人であった
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ウォルフソン・ウィーナー会計事務所あるいはセイドマン＆セイドマン会計事

務所だけでなく，EFLICの監査人のハスキンズ＆セルズ会計事務所も含めて，

なされている。それぞれに対する責めについては以下の叙述を参照されたい。

44） 1967年に，ロサンゼルス以外に本拠を置く小規模会計事務所と総括的な提

携関係を締結して，ウォルフソン・ウィーナー・ラットフ＆ラパン会計事務所

（Wolfson,Weiner,Ratoff&Lapin）と名称変更されている。また，1972年2

月に，ウォルフソン・ウィーナー会計事務所ロサンゼルス支局はセイドマン会

計事務所に業務統合されたが，現場の監査業務はウォルフソン・ウィーナー会

計事務所の会計士が引き続き実施していた。したがって，『管財人報告書』に

おけるウォルフソン・ウィーナー会計事務所の監査業務への批判的検討は，セ

イドマン＆セイドマン会計事務所に統合された1972年2月以降の業務につい

ても及んでいる。

45） ReportoftheTrustee［1974］p.141.

46） ReportoftheTrustee［1974］pp.141�142.

47） 1964年，ゴールドバルムの指示により，当時の財務担当責任者エヴァンス

は，仮想の分与手数料収益（reciprocalcommissionincome）が発生したも

のとしてEFC�Calの総勘定元帳に直接記帳した。これによって，EFCAの税

引前純利益と総資産は少なくとも36万ドルほど過大表示された。こうした記

帳は，ファンド貸付金の元帳残高とそれを裏づける基礎資料との間のギャップ

を拡大させていたが，ウォルフソン・ウィーナー会計事務所の監査調書はファ

ンド貸付金の金額を裏づけるものについてほとんど記載していなかった。いず

れの場面においても，ウォルフソン・ウィーナー会計事務所はEFCA社長と

の話し合いのあとさらなる調査なしに監査を終了してしまっていた（Report

oftheTrustee［1974］pp.25,28�29）。

48） エヴァンスが会社を去ったあと，EFCAの副社長であったペンニッシュは，

コントローラーとして被用されたテンプレトンにこの年の監査に対する責任を

持つよう求めた。それまで会社の帳簿はすべてエヴァンスが管理していたが，

テンプレトンはそれをいっさい見たことがなかった。とくに1968年のEFC-

Calの総勘定元帳が見つからなかった。しかし，ウォルフソン・ウィーナー会

計事務所が1968年9月30日時点の未監査の試算表残高から再構成された元帳

を受け入れ，問題は解決したように見えた。しかしながら，テンプレトンは金

額に詳細な裏づけを与えることができなかった。ウォルフソン・ウィーナー会

計事務所の臨時の被用者であったワトキンス会計士はEFCAのファンディン

グ・プログラム参加者の全員（100％）から確認を入手すべきであると判断し

ていた。しかしながら，送付した確認状については3分の1以下しか回答が得
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要 約

インフラ（社会基盤；インフラストラクチャの略称）をはじめとする情

報技術（IT）関連技術，特に情報ネットワークの普及による情報通信時

代の到来は，組織情報の管理体制の再構築など，組織体の経営に多くの課

題を投げかけた。その一方では，情報化の推進が行われていた。その中で，

高度情報化は，様々な分野での高度化，迅速化，多元化，多様化，情報フ

レックス化，高機能化，そして情報量の増加を引き起こしている。今日の

社会や日常生活，そして企業の経営活動など，特にビジネスに大きな変化

をもたらしている。これらの変化に伴い，雇用の創出，企業価値の変化，

さらに社会での新しいルールや秩序が必要になってくる。情報メディア産

業は，20世紀から21世紀に移る過程で様々な影響を受け，変化している。

その結果，新しいビジネスとして，さらに，新しい価値を生み出すと考え

られていた。

本稿では，社会の移り変わりの中で情報メディア産業が20世紀末から

21世紀初期に移る過程を概観し，それがビジネスとしての価値体系や価

値そのものを生み出し，また，商品の収得選択への価値判断も決まってく

る。ここでは，情報メディア産業のビジネスとしての価値に関して，若干

考察する。

キーワード：情報メディア，産業変化，企業価値，社会変移

情報メディア産業のビジネスとしての

価値に関する研究

金 山 茂 雄



1．は じ め に

21世紀に向けて世界は工業社会から情報社会に移ろうとしている。一

つの技術の発明がその技術とその場の環境によりいろいろな情報を吸収し，

また，統合されさらに新しい発明へと発展していく。日常の生活の中で，

それらの発明は形となり生活の一部として利用されている。今日，技術の

恩恵を受けそれが日常生活の基盤となしている。企業はこれらの技術によ

り，絶えまない成長を遂げて至っているのである。また，インターネット

に代表される様に情報と通信の技術が発展・発達することでグローバルな

社会形成へと移り変わっていく。そして，「マルチメディアで何をするの

か，サイバースペースで何ができるか，電子マネーは，電子決済はどうす

る」といった様々な議論がなされている。

経営者の現状認識は，企業等の1997年の年頭の訓示によく現われてい

る。ほとんどの経営者が現在を明治維新，第二次世界大戦に次ぐ第三の変

革期であると捉えている。そして，競争激化への危機感から，経営のスピー

ドを要求するようになった。世界の変化は日本の変化よりもはるかにスピー

ドが速い。しかし，何のために，どのようにしてスピードを向上させるの

かは示していない。また，経営者の団体である経団連は規制緩和，財政，

金融，行政改革などを要求している。ここで言えることは，現状を改革し

ようという認識は持っていることである。新しい社会形成のため全てのルー

ルを変えようとしているが，この変化に対する経営者の対応は全体的に理

解できているが自社となると対応はできていない。よって，自社は急激な

変化についていけないのである。一方で現状の変化に適応した会社は成功

を勝ち取り，広く資源を利用している。社会の変化に対応するために，情

報技術（IT）を導入し，イントラネット，エクストラネットを構築する

ことで本当に経営のスピードが向上すると考えている経営者は少ないので
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ある。また，外国から意思決定が遅いといわれる日本の経営者や組織の動

き（行動）を今の経営者が変えることができるとは考えられない。全く新

しい思考の経営者が全く新しい経営組織をつくるほか，解決の方法はない

と考える。

20世紀末，先端分野において国家レベルあるいは地域で活発な動きが

伺えた。当時，米国のゴア副大統領の提唱する情報スーパーハイウェイ構

想（NII）をはじめ，欧州のインフォーメーション・ソサエティ・プロジェ

クト，あるいはトランス・ヨーロピアン・ネットワーク・プロジェクトが

ある。アジアではマレーシアのマルチメディア・スーパー・コリドール，

シンガポールのIT2000など，コンピューター通信ネットワーク，つまり

インターネットの爆発的な広がりの中で，世界の情報化が急速に進んでい

る。

社会変移（変革）に対する企業の戦略は，次にくる情報社会とは何か，

を明確に定義することである。人の筋力の代わりに動力，人の頭脳の代わ

りにコンピューターである。そして，足の代わりにネットワーク・通信で

ある。

工業社会のキーワードは自由競争であったが，情報社会のキーワードは

共生，共働，自立である。この変革に対する企業の戦略は，従来の考え方

を基本的に変えなければならない。すなわち，成功事例を探し，その事例

に目標を定め達成する戦術を実施する考えで，前例のない使命を探しだし

できる限りの情報を集め考えうるかぎりのシミュレーションを行い，そし

て最悪の危機を考慮に入れた戦略・戦術を作成し，実施する方法に変えな

ければならない。企業の成功は先手必勝である。

以上，述べたことは時代の変化に適応できる経営者に関することと組織

機能および構造の構築を考え，企業活動の活性化に関することである。そ

して，技術革新が企業の競争力強化と活性化の一つと捉え改めて認識しな

ければならない。

―73―



本研究は，情報メディア産業の今後の市場動向の変化の過程に着目する。

そして，情報メディア産業界のビジネスとしての企業展開に市場での商品

の収得選択への価値判断をどのように行い判断しているのか。また，判断

の基準がどのような項目，要素，要因があるのか，調査・研究し，その要

因等を探り出すことを目的とする。さらに，商品に対する新しいアイデア

や開発などに，どのような影響を与えるのか，探求することを試みたい。

社会の移り変わりの中で情報メディア産業が20世紀末から21世紀初期に

移る過程を概観し，それがビジネスとしての価値体系や価値を生み出し，

商品の収得選択への価値基準も決まってくる。そして，産業界の動向が素

早く推測し，企業の新たな事業展開に活用できると考える。

2．社会変化と情報メディア産業

2．1 新しい社会への期待

現代社会は，第一次産業，第二次産業，第三次産業から，情報通信産業

やソフトウェア産業などの第四次産業へと歩んできた。そして，第一次産

業から第四次産業までの産業形態を融合し，分化させ今までになかった新

たな産業を生み出す産業の第五次産業も生まれそうである。特に，コンピュー

ターに使われている様々な部品は，過去の科学技術の進歩の表れである。

コンピューターを中心とする情報技術（IT）の発展は，社会を変え，さ

らにユビキタス社会，クラウド社会などの実現を可能にした。ここでは，

その社会の動きが未来への創造と希望へと導いてくれると期待している。

そのために，社会の変化に注視し，概念的に理解する必要がある。それは，

価値への体系，判断に及ぶからである。そのために，下記の項目について

も把握し，理解しなければならない。

1） 工業社会と情報社会の違いは何か。そして，情報社会の特徴は何か

2） IT革命とは何か。なぜIT「革命」といわれているのか
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3） IT革命により，どのような分野でどのような変化が起こったのか

4） ユビキタス社会到来に対応するために何をするのか

5） クラウド社会は，21世紀を支えていくのか

など，これからの社会の変化への不安が多過ぎる。もう一度振り返り世の

中の変貌ぶりを把握し，理解を深めなければならない。

21世紀に入り誰でもが今日の社会を「情報社会」と呼んでいる。一方，

社会学者の中で，例えば，ダニエル・ベル（DanielBell）は「脱工業社

会」と呼び，ドラッカー（PeterF.Druker）は「脱資本主義社会」と呼

んでいる。また，ある者はこれらの表現は行き過ぎといい，なぜなら未だ

に木材資源，鉄鉱石・貴金属などの鉱山資源，石油・石炭などの化石燃料

資源が主な原材料として，社会に浸透しているからである。モノはかつて

の高度成長時代を思わせる工業全盛時代であるかのように溢れているから

である。できあがったモノは工業製品として日常生活の主役で，その工業

製品は今もなお社会，家庭，個人に広く使われている。つまり，社会の変

化の過程の中で，呼び方は変わってきたが高度成長時代・工業社会と同じ

ことの繰り返しであるということである。ただし，かつての時代にはなかっ

たモノが以前の技術・知識・情報と相まって異なった形態に変わり，また，

あるモノは変わっていることに気が付くことができる。ベルやドラッカー

が表現した呼び方は，違っているわけでもなく，行き過ぎてもいない。従

来になかった技術・知識・情報が存在するから，それらを「脱」の語に意

味を込めて使っているのである。「脱」は字のごとく「のがれる，取り去

る」などの意味があり，情報社会は工業社会の衣を着て成長してきたとい

うことであろう。

モノは原材料で一つの形として生産・製造され，生産者や工場から運ば

れ製品価値の現れとして値段が付き消費される。この流れは言うまでもな

く資本主義社会の基本であり，原材料の調達のための資本，つまり，カネ

とモノを造り，売って，買う（消費）社会のしくみは資本主義社会の基本
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である。今日の社会は情報社会であり，脱工業社会，脱資本主義社会であ

るともいえる。また，高度情報社会でもある。一般的に社会の発展は次の

ように分けることができる。

1） 工業社会以前（狩猟・農業）

2） 工業社会

3） 脱工業社会（情報社会など）

の3つに分けて社会変化の変遷を示している。

工業社会以前の社会には，狩猟社会と農業社会の2つがあり，この社会

が次の工業社会への発展に多くを与えてくれた。前者の狩猟社会は獲物を

得るために弓矢で狩りに行き，落とし穴を作り，罠を張り網で捕まえたり

した。また，海では魚，貝類など，漁をしている。漁労や漁猟生活もして

いる。後者の農業社会は稲作，野菜，家畜などを中心にした社会であり，

牛や馬に道具を付け田畑を耕すことや育った作物を運ぶ手段として動物を

使っている。もちろん，牛や馬は食料でもあり，肉，野菜と魚，貝類の物々

交換の場もあった。それは，貨幣，つまり，金に相当するモノがなかった

からである。自然を相手に天然の資源で生活する際，経験が大切で祖先か

ら受け継がれた伝統と，さらに自然との闘いでもあり，特に農作物は自然

の力に左右されるもので現代社会のような天気予報はなく試行錯誤の社会

であった。後に川魚や獣は罠を仕掛けて翌日や翌々日に取りに行くなど，

獲物獲得の手法が道具を使って行う方法に変わってきたのである。これが

人間の知恵というものである。工業社会は原材料を採取し製造や加工，石

油・石炭などの化石燃料がエネルギー（電気エネルギーに変換する）とし

て機械の稼働に使われ製品の大量生産に大いに貢献した。農業社会から工

業社会への移行する際，必ず重なるものが存在する。農業の場合，人が鍬

1本で畑を耕していたが耕す畑が広くなれば1人では何日もかかる。牛や

馬に鍬に似たものを着けて引くと日数が短縮される。人間と牛・馬の場合，

人間が耕すより疲労しない。その分，耕す面積や時間が少なくて済む。さ
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らに，牛や馬の代わりに機械が発明され，牛，馬より時間に正確で耕す速

度が衰えなく決まった面積を決まった時間で終えることができる。つまり，

1日，1週間，1ヶ月などのスケジュールが作れ，作業が捗る。これらは

代表的に「技術移転」の分野で紹介されている。米国テキサス州のコーン

畑の収穫がそれに該当する。農業に機械の導入があったのは英国の産業革

命に深く関わっている。したがって，農業社会から機械的農業社会へ移行

し，さらに機械中心の社会へ移り変わり工業社会と言われるようになる。

もちろん製造・加工に欠かせない道具で大量生産時代の象徴でもある。そ

の後，人がモノを作るのではなく機械が作り，人が機械の管理をするよう

になる。そして，技術革新と管理が登場する。英国を中心に欧州に広がり

北米，東アジアへと新技術の導入と管理法が社会へ入り込んできた。また，

新しい技術や管理手法，資本や労働の組織的活動に対し新たな原則が作ら

れる。脱工業社会は技術革新によるモノへの変化が技術・知識に集約され，

資本と労働の関係が技術と知識に置き換わり，社会の資源として活用され

ている。知識の重要性を指摘する者が少なくないが私的に知識よりデータ

と情報が重要と考える。また，知識として捉える場合，個人差がある。ま

た，社会に対し利活用できることが大事である。ただし，一般的には情報

技術や知的技術の基礎として重要である。つまり，今後も情報社会の発展

のためコンピューターと結合した技術，知的理論，またそれらに関係して

も重要である（協同システム，地域ネットワーク）。未来学者で知られて

いるドラッカーは今日の社会を「脱資本主義社会」「知識社会」と位置づ

けている。ドラッカーは過去に様々な著書・論文・社説等が発表されてい

る。1968年に発表した「断絶の時代」には知識社会・情報社会について

語られている。バークがマッハルプ（FritzMachlup）の研究で1958年

の「産業の生産と支出」から，米国1963年の情報関連産業の生産と支出

を推測すると1,950億ドルでGNP全体の34％を占めると推測した。この

数値から逆計算すると1963年のGNP全体が5,735億ドルとして計算され
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出てくるが，実際に2,562億ドルであり，米国が5,735億ドルに達するの

は1973年中頃である。

米国では経済成長の曲線が少し緩やかになり，日本は1963年頃前後，

国際舞台への復帰，東京オリンピックの開催，国策などの要因もあって経

済成長率が非常に高い数値を示していた。1960年当時の池田首相が国民

所得向上のため「国民所得倍増計画」を発表したことでもあり，所得に関

し，ドラッカーと同じ未来学者のハーマン・カーン（HermanKahn）は

著書『TheYear2000』（1967年）に2000年の所得水準を5段階に分け

説明している。その基準は，1人当たりのGNPを利用した。1967年当時

は各国とも経済成長を計画し実行していた。カーンは所得水準からどのよ

うな社会であるのか，分析し，それについて次に示すと，

� 工業化以前の社会 50～ 200ドル

� 工業社会 600～ 1,500ドル

� 工業以後の社会 4,000～20,000ドル

このカーンの所得による社会基準で日本を観てみると3つの基準をわず

か数十年で通過している。米国や英国に比べて成長速度が速いことが理解

できる。カーンの区分から日本が「高度経済成長の状態」であることが裏

付けられている。では，ドラッカーはどのように社会の基準を決定してい

るのであろうか。

ドラッカーは，1968年を基点として以前と以後に社会現象があると述

べている。それは新しい技術と産業，経済的変化，組織社会・多元社会，

知識の登場などである。

第一に，ドラッカーは情報社会を「知識社会」と呼び，マッハルプの研

究から知識生産額が1955年にGNPの4分の1，1965年は3分の1，1970

年代末には2分の1になると推測している。米国は第2次世界大戦時には

…………………

…………………………

………………
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組立ラインの半技能機械工が米国の労働力の中心であった。機械工は熟練

の労働者であり，現在は知識労働者，つまり手を使った技能中心の仕事か

ら頭を使う仕事に変わってきた。それは，概念，考え，データ・情報を生

産する仕事に変化しているモノである。第二に，ドラッカーは知識が中心

的な生産要素で，第一次産業，コスト，投資，生産物であり，先進国では

知識が重要な「生産要素」で生産の基本的な資源を経済に供給する産業と

成り，先進国経済の核であるコスト，投資，また，生産物で生活の手段で

もある。第三に，ドラッカーは知識が技能（スキル），科学より重要であ

ると述べている。どのような社会かを示すものとして経済の動向が重要で

あることは前述したとおり，ここでもそれを示している。1900年頃は鉄

鋼やその周辺の関連分野の経済活動動向が基準としている。鉄鋼は知識よ

り技能を重視また，基礎としている。鉄鋼とその関連分野の経済活動に占

める割合が大きいことも分かる。つまり，鉄鋼などの機能が経済力の基礎

ということになる。今日では，知識が当時の鉄鋼などに相当するものであ

り，経済的潜在力と経済力を示し基礎としている。ドラッカーは学者など

の知識人は『「知識とは本の中にあるもの」それは単なる情報にすぎず，

「知識は，電気か貨幣のように，仕事をするときのみ存在するエネルギー

の一形態である。」知識経済の登場は技術の歴史の一部分である。』と述べ

ている。

知識労働者は知識社会のコアであり，社会維持のための資本を提供して

くれた。また，中間的階層に属する者が多く，生活時間の多くは仕事に依

存していた。

ベルは1959年に「脱工業社会」の構想を発表して，脱工業社会の言葉

は1962年に行われたシンポジウム（日本）で使用された。以後，『脱工業

社会の到来』（1973），『知識社会の衝撃』（1995）などの数多くの著書で紹

介されている。

ベルは工業社会を中心にその前後社会を含めて3つに分けて説明してい
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る。前述したとおり，工業社会以前（狩猟・農業），工業社会，脱工業社

会（情報社会など）の3つに分け，最初の工業社会以前は，農業，漁業，

林業などの採取による産業が成立して，今も，アフリカ，南米，東南アジ

ア地域の各国の中には人口の半分以上がこれらの産業に従事している。日

本では高度経済成長時代をさかいに従事している割合が減少し，特に農業

従事者の後継者問題が社会問題として表面化して，それは工業分野への移

行が原因といわれている。つまり，自然に左右される仕事で，労働時間が

長く，朝早く夜遅く，さらに1年を通して仕事があるわけではない。冬の

寒い間は仕事がない状態になり，最近では，企業が法人化（会社組織）し

て冬でも仕事ができるように全天候型の大きな作物栽培場などがある。

ベルは工業社会以前の後は工業社会であり，製造・加工業などが機械を

使い大量に生産する時代が訪れると述べている。機械の導入や機械化する

ことで時間の短縮，大量生産が可能となり，さらに労働の効率化につなが

り，経済活動動向では販売の消費拡大も促進された。「大量生産・大量消

費」の言葉が多く聞かれた時代背景である。大量生産といっても同じ商品

ばかり造る「単品種」である。その時代が過ぎて今日では大量生産が「少

量生産」に，単品種が「多品種」に変化した。つまり，「小消費」に変わっ

たのである。また，有形のモノから無形のモノへの移行が伺え，従来はデー

タ，情報などが有形でモノとして存在していたが，情報技術の発達により，

無形のモノにデータ，情報が存在している。経済活動の動向からも分かる

ように，「脱工業社会」は無形のモノが社会の基盤として重要である。ま

た，社会構成，維持に欠かせないモノとなっている。それをベルは「知識

と情報」であると述べている。

ベルが一般的図式としてまとめた表は，1959年に発表した「脱工業社

会の到来」からのものである。それは必ずしも現在に合うとは限らない。

脱工業社会の位置づけで観た場合，地域，時間的展望，基軸原理では，地

域は，米国東南アジア（シンガポール），南アジア（インド）など先進的
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な知識，情報の国である。次に，時間的展望は，未来志向，予測から未来

志向はあるが，以前より現実的未来に予測をすることが非常に難しい。そ

のため現実的な社会で，未来に不安を抱いているようでもある。そして，

基軸原理は理論的知識の中心性と集大成から理論だけでは通用しない世の

中であり，知識だけ在っても役に立たない。むしろ，従来の伝統を活かし，

経済成長を見直し，理論と経験から新しい思考の中で行動する力が必要で

ある。そして，基本的原理として活かされている。

しかし，抽象的方法を示していることは，シンボルの抽象的体系が技術

革新の中で示されている管理体系や意識改革が，ベルの指摘する「脱工業

社会の到来」である。また，社会で成功した者たちがモデルとしてシンボ

ル的な扱いをしている。だが，必ずしも成功する確かな理論や定説がある

わけではない。さらに，別の側面から社会変化を観てみると，次のような

ことがいえる。

ベルはマルクスの資本論に影響されている。それは他の社会学者，経済

学者と同じようにマルクスの社会発展理論，発展段階説に類似しているか

らである。特に，基軸原理が示しているように「管理と意識」である。ベ

ルの脱工業社会はサービス社会，知識社会，ホワイトカラー社会，情報社

会が混在した社会であるといえる。サービス社会は各職種雇用者数の推移

割合から生産・製造部門が1947年～1968年の増加傾向を分析した結果，

生産・製造部門は約10％の増加に対しサービス部門は104％増加している。

また1968年は，全雇用者数の割合でみるとサーヒス部門が全体の約64％，

生産・製造部門は約36％であった。増加傾向と全体の割合からも分かる

ようにサービス部門が全体の半分以上を占めている。これはサービスが社

会に反映していることであり，サービスが核とした社会の表れである。も

う一方で，知識社会も表れており，工業社会で中心であった専門・技術職

が1890年は100万人弱であったが1968年には1,030万人に増加した。こ

の中で教員が200万人以上で技術者140万人を上回る。専門的な医療関係
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者は200万人，工学科学者が約90万人であり，これは一方で社会の階層

構造の変化を示している。

工業社会ではエネルギーが重要な位置づけで，脱工業社会では情報が重

要で特徴の一つであり，特に今日の社会のキーワードとされ，情報が一つ

の中心的資源となり，企業などの組織体の場合には力となり得る位置づけ

もされている。つまり，価格情報が知識を生み出し同時に価値の存在を示

し，この価値が商品の定価として数量化され，消費へと導いている。また，

1980年ベルの論文の中で「知識価値説」について「情報社会の社会的枠

組み」を述べている。1980年に発表した著書「第三の波」が世の中に衝

撃を与えた。トフラー（AlvinToffler）の説は10項目から示している。

発展の三段階説は，他の社会学者も主張しているがトフラーの場合は，広

範囲に史的展開している。第一段階は文明を農業段階，工業段階，現在段

階で，それぞれを「第一の波」，「第二の波」，「第三の波」と表現しながら

それぞれの社会としている。第一の波は農業社会で約紀元前8000年頃か

ら1700年前後まで。農業の次は第二の波で工業社会であり，工業社会は

産業革命から始まっている。その産業革命は，第二次世界大戦後，数十年

でピークに達し，第三の波はベルが述べていることと同様にホワイトカラー

とサービス労働者の総雇用者数がブルーカラーの労働者数を超えた。また，

トフラーは20～30年ぐらいでこの社会が終わると述べているということ

は，次の社会がいかなるものか想像しているのであろう。

第三の波も第一，第二の波と同様に大きな社会変動と創造的な新たな構

築が行われる。これは，今の社会状況から観ても20年前の著書・論文が

預言的なもので全く同じではないが近い状況であることは間違いない。特

に，労働環境の変化，経済活動，雇用状況等は経済の低迷，それに伴う生

活環境の悪化，雇用者数の減少，失業者数の増加である。労働環境は終身

雇用の廃止，見直しに伴う残業の時間外手当の廃止，能力給の採用，ベー

スアップ停止，昇級なしなど，仕事に対する達成率，成功率などで報酬が
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決定される。また，正社員ではなく契約社員などの非正規社員や期間社員

の増加で企業の経営業績で支払われる報酬が変化している。特に，定年引

き下げ，年金支給年齢の引き上げと支給額の減額，医療費負担額増加など

の状態であり，今までにない社会変化である。企業の立場から観ると，経

営的に成り立たない企業の増加で会社更生法などの法的処理の手続きをす

る企業が後を絶たない。このような社会が訪れることをトフラーは予測し

ていたのだろう。第二の波ではエネルギーについて再生できない石炭，石

油などの資源，原子力発電に使用されるウランについて触れている。次の

時代は遺伝子，太陽光を利用したソーラーシステムの登場，コンピューター

とエレクトロニクスの結合や応用など，再生可能資源が中心になると推察

する。さらに，情報量の増加により「情報体系」ができ，コンピューター

の導入と利用で業務として各部署に合ったシステムの構築が行われている。

1977年にマッハルプ，ドラッカー，ベルに影響されたポラト（Marc

UriPorat）が「経済情報」について発表した。ポラトは「情報活動」を

定義し，情報活動の構造について，「製造業の経済から知識・情報通信を

中心とした経済へ進み変わる」ことを解くことが情報経済の目的であると

し，その結果，GNPの46％が情報活動に関わり，労働力の約50％が仕事

として情報に携わり，所得の53％を得ている。ポラトの情報経済・情報

社会は，情報部門と家計，生産部門から成り立っている。情報部門は第一

次部門と第二次部門としている。第二次部門はコンピューターと通信サー

ビスの民間管理，研究開発・通信施設の公共管理に分け，さらに生産部門

は民間と公共の二つに分けている。

「情報は組織化され，通信されたデータである。情報活動は情報財と情

報サービスの生産，社会より，流通において消費されるすべての資源を含

む」と定義している。ポラトの情報経済・情報社会の特徴は，情報活動を

二つに分けているところである。第一次部門は市場に向けた情報機器（ハー

ドウェア）を製造・生産，情報サービスを提供（有料）し，販売する全産

―83―



業である。この主張はマッハルプの情報産業と同様に考えている。第二次

部門には政府や政府・国家機関内部への消費生産されたすべての情報サー

ビスである。これらは，雇用所得と資本財の減価償却に深く関わり，米国

では全産業の資本の流れを示すためのものである。米国の場合，第二次部

門の流れが連邦，州，地方政府の公共官僚と民間に分けて，消費するよう

になり，市場経済の外にあるすべての情報の流れ，情報経済の構造は最終

的な需要なのである。第一次部門の家計などの占める割合は約22％であ

り，第二次部門の割合は3.4％，最終的需要は正確な基準ではなく，測定

も難しく，数値より「付加価値」として示すと次のような結果がいえる。

付加価値約25％は第一次部門で，約22％は第二次情報サービスを表し，

情報活動全体のGNP46％が市場と非市場の付加価値である。さらに，ポ

ラトは「第一次部門の全体を示す定義がなく，情報サービス市場の最終生

産物が知識である」と述べ，マッハルプの考えを受け継いでいる。情報職

業の労働所得，政府・国家機関，民間管理に対しポラトは，情報労働者を

類型化し，所得推移に関し情報労働者と被雇用者所得が2,431億ドルの約

54％相当が情報労働者所得であることを推計している。1967年のGNPの

約39％が情報関係の職業によって得られ，政府・国家機関においても官

僚・国家機関は基本的に情報を生産し分配・消費する有機体であり，計画・

調整・命令・評価・通信し，情報を処理している。また，情報を集め報告

するところである。もちろん，それらの中には管理も含んでおり，民間管

理についても数値的には増加傾向で全体に占める割合が増えている。

2．2 情報産業化するメディア

情報技術と通信技術の融合により，経済活動における時空間的な複雑性

もますます高まっていく。開発，生産，そしてマーケティングのプロセス

は，グローバルな構造の中で行うことができ，非常に高性能な分散型のコ

ンピューター技術，高速通信網の実現によって情報交換が高速に行われる
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状況にある。

情報と通信技術が持っている可能性，そして通信とインテリジェント・

ソフトウェア，高速ハードウェアの組み合わせが持っている潜在能力を無

限にするのである。例えば，情報，通信技術を大規模に使うことによって，

開発プロセスが5％短縮でき，2,000億ドルが節減されるだけでなく市場

競争力にも重大な影響を与えることになると推測できる。開発手順が高速

化すれば，それだけ市場に沿った形で開発ができるからである。

従来型の生産社会において，市場というものはあまり顧客重視の形では

なく，創造性，あるいは革新性を製造する社会においては，製品のコンセ

プトとカスタマーの要求条件とが密接に連携する必要がある。すでに自動

車業界では，バイヤーが理想の自動車をオンラインのスクリーン上で構築

し，それからプロダクションのプロセスが始まるというシナリオが進めら

れている。これが実現すれば，カスタム・メイドの車が迅速に納車されて

いくことになる。

情報社会のネットワークの長所には，普遍的で差別のないネットワーク・

プラネットホームの構築がある。それによってあらゆるサービスがシーム

レスな形で提供できるようになる。このことは，グローバルな競争環境の

中でネットワーク事業者が成功していくための絶対条件と考える。

将来の情報（電気）通信ネットワークはフレキシビリティの高いもので

なければならない。全ての産業や全ての情報社会は，効率的な情報処理と

通信に依存することになることから電気通信網は非常に高い性能と信頼性

を提供する必要がある。

このようなインフラの構築と世界的なシームレス・サービスの提供にあ

たっては国際強力，国際協調は急務となり，過去から明らかなとおり，事

業者がそれぞれ独立独歩で進めば，決してシームレスなネットワークを実

現することにはならない。もちろん標準化に関し，既に開発された製品や

サービスをさらに研究開発を積み重ねてきたという実績が企業側にあるこ
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と，あるいはそれぞれの社会においてインフラの要件が異なっていること，

そして，それぞれのエゴイズムがそこに存在する。そのために，調整がで

きず，いわゆるデファクト標準が出現することになる。これは他の標準化

の結果でも明らかなとおり，結局は市場が決定を下すことになる。このよ

うな開発そして展開というのは，時としてリスクを負うことになる。

前項の観点から，日本の情報産業の進展について述べると，情報柱，源

はコンピューターである。その歴史は，今世紀中頃1946～47年頃真空管

を使った大型のコンピューターから始まり，以来単機能型から集中処理型

の大型コンピューターが発達したのである。それが，1970年代に入り，

分散処理になり，さらにダウン・サイジング，オープン・システムの時代

に移り変わってきた。

一方，通信の分野はディジタル化が進展し，光ファイバーケーブルがあ

たりまえになり今日に至っている。1957年頃は，まだトランジスタの時

代でPCM開発が進み，1Gbit/secの速さを出すものが存在し始めている。

その後，トランジスタから集積回路の開発へ移り成功した。その中で日本

のオプティカル・ファイバー・システムは10Gbit/sec（1秒間に100億

個のパルスを送る）まで進歩しているのである。ちなみにディジタルはコ

ンピューター言語である。1994年の世界のコンピューターの生産規模は

日本が666億ドル，米国が608億ドル，欧州が392億ドル，アジアが484

億ドルと日本の生産能力は決して劣っているわけではない。しかし，先進

国や先進国に近いアジア系中進国などの開発競争の結果であって，手を抜

くことは決して許されるものではないことである。常に開発の競争の必要

性は忘れてはならないのである。今後の展開には二つのポイントがあり，

一つは「ソフト化，サービス化，ネットワーク化」，もう一つは「マイク

ロ・インテリジェント化」である。この二つのポイントを考慮しながら，

21世紀への企業の新展開は世界をリードする先端技術の開発，そのサー

ビス化を世界に向けて実用化することである。もちろん総合力によるシナ
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ジーの発揮とグローバルなネットワーク・アンド・アライアンス（N&

A）を図っていくことでもある。このことは日本の今後への通信産業の発

展への最大の課題であるといえる。そのために次のことを考えなければな

らない。

最大の課題は先進技術力に向けた技術と経営である。その課題は二つあ

る。一つは，「研究所と事業部との緊密な関係および人事交流」，もう一つ

は，「グローバルな研究開発の促進と研究評価」である。

企業の事業部は今日，明日をテーマに，研究所は明日，明後日のように

事業展開している。研究成果をどのような形で製品化へ発展していくかで

ある。例えば，日本電気のように研究成果をいかに製品として市場へ送り

込むか，などを検討する場として，技術戦略交流会議や社内の受託研究制

度の受注研究，さらに各種のプロジェクトなど互いに協力できる体制を確

立し，企業全体に反映させている。また，広域的に拡大すると大学と国立

の研究所と民間の研究所との協力体制の確立である。つまり，産学官の一

体化体制である。

グローバルな研究開発の推進である。欧米に比較し，日本は基礎研究が

遅れている。この遅れを独自で取り戻すには数十年の歳月が必要である。

少しでも速くするためには各国の協力が必要不可欠である。その時大切な

ことはその国の文化を尊重し，速く社会にとけ込むことである。できるか

ぎり，情報の共有し，自分の持っている情報を公開することである。その

企業の理念も外国人に知ってもらうことである。

企業経営は人間としての能力を尊重し，育成し，さらに活用することで

ある。その素質を見いだすこと，そして適性を種別することがこれからの

技術戦略，そして経営戦略にとって必要であると考える。また，評価（知

的生産の評価）は時間による評価ではなく，成果による評価，すなわち裁

量評価である。ただし，その評価基準がむずかしい問題である。例えば，

パテント，ペーパー，パフォーマンスなどで評価が可能である。全てにお
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いて，今まで行っていない，また，怠っていたことを速やかに行動を起こ

し，その結果から改善に取り組み，常にそこには各自・各企業のプラス思

考が現われ，目的達成へと道が開け到達すると確信するものである。例え

ば，パソコンについて，パソコンの性能は，指数的に向上するという意味

でよく用いられている。それは，ムーアの法則は「集積回路の集積度は

18～24ヵ月ごとに2倍になる」という経験則である。パソコンがビジネ

スに使われるようになった1980年頃は，10MHz程度だったのが，2000

年頃には最上位機種で1GHzになり，通常機種でも2～3GHzになって

いった。パソコンの価格も低下し，その世帯普及率も80％を超え，パソ

コンの利用能力はすでに社会的常識になった。最も身近に情報化の発展を

感じるのは，携帯電話である。その用途も，電話として用いるよりも電子

メールやWeb閲覧に用いるほうが多くなり，カメラ，ゲーム，音楽（着

うたフル），テレビ（ワンセグ）の視聴，クレジットカード（オサイフケー

タイ）など多様な利用ができるようになった。子供や徘徊老人の位置確認，

災害時での情報連絡など，社会的な用途も広がってきた。もはや携帯電話

というよりも携帯情報機器でありケータイというほうがふさわしくなって

いる。そして，既に人口普及率は80％を超え飽和状態に入っている。な

お，2010年頃からスマートフォンが普及してきた。携帯電話の自給率が

高いのは，日本での需要増大が期待できないこと，日本の利用者が多機能・

高性能機を望む傾向が高いことなどにより，海外メーカーにとって魅力の

ある市場ではないからである。既に撤退した海外メーカーもある。日本の

市場は，自給率が低いことから日本が輸入国だと決めつける者もいるが，

そうではなく輸出もしながら輸入もしていることが多い。一般に，低価格

の製品はコストが安い海外からの輸入に頼り，国内では付加価値の高い高

技術・高品質製品を生産して輸出する傾向がある。また，海外生産のため

に電子部品・デバイスを輸出している。携帯電話を例にすれば，日本では

携帯電話に多機能・高品質を求めており，日本メーカーはそれへの対応の
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競争にさらされている。ところが需要の多い開発途上国では，電話機とし

ての機能があればよく安価であることを求めているので，コストの高い日

本製品は競争力がない。しかし，携帯電話に用いられているカラー液晶，

ダイオード，電池，ヒンジなどの部品では，日本メーカーは世界でトップ

のシェアをもっているのである。これは，要求水準の高い日本市場での競

争のなかで培われた成果だといえる。一般に製品開発のアーキテクチャ

（基本思想）には，インテグラル型とモジュール型がある。インテグラル

型とは「すり合わせ」のことで，個別製品を対象に製造現場から開発現場

までの技術を結集する方式である。卓抜した高度の技術が生かされた製品

になります。それに対してモジュール型とは，標準化された部品や技術を

組み合わせて製品にする方式である。低コストの大量生産に向いている。

液晶やCDなどが新しい技術であった段階では，先端技術を持つ日本や欧

米の企業がインテグラル型で開発していた。しかし，それらの製品が急速

に普及するのは，モジュール型の生産により低価格で互換性をもつように

なってからである。その段階では，比較的生産コストが安価なキャッチアッ

プ国の企業が有利になる。電子機器（最終製品）のシェアが日本から韓国，

台湾さらに中国へと移ったのは，それらがインテグラル段階からモジュー

ル段階に移行したからだといえる。しかし，モジュール型になっても，品

質の良い製品を生産するためには，優れた基材や生産設備が必要になる。

日本でのパソコン普及率はほぼ飽和状態になり，パソコンの国内出荷量は

ほぼフラットあるいは減少傾向にある。また，買い替えや2台目の需要が

主になっており，デスクトップ型の比率が下がり，ノート（ラップトップ）

型の比率が増大する傾向にある。日本でのメーカー別シェアでは，日本電

気と富士通がトップを争い，デル（米国）と東芝がそれに続き，HP（ヒュー

レット・パッカード，米国）がそれを追いかけている状況である。日系企

業が優位ですが，デルやHPなど海外企業の割合も高くなっている。世界

全体では，企業合併が多く変化が激しい状況であるが，HPがトップで，
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デルとエイサー（台湾）が2位争いをしている。特に，台湾・中国系メー

カーの成長が急速である。日系では東芝がトップであるが，これは，同社

がノート型に傾注しており，輸出ではほとんどすべてがノート型だからで

ある。日本国内における携帯電話の普及率は90％近くまで達し，需要の

多くは子どもの成長による新規需要と新機種への買替需要なので，出荷台

数も伸びていない。なお，日本では，通話よりもメールの利用が多いなど，

他国と比較して顧客ニーズが多様である。それで，カメラ付き携帯電話，

3G，ワンセグ対応など多機能・高性能へのニーズやデザインの多様化な

どの分野が進んでいる。これらが買替需要を喚起している。パネル生産設

備などの日本企業の伸びはむしろ成長している。このように，国際分業が

進展している。それに対して，全世界では発展途上国での普及が急速に進

んでいる。出荷台数では，国内出荷は全世界の5％程度にしかすぎない。

また，日本での自給率が大きい状態にある。そのため，メーカー別シェア

は，国内と世界では大きく異なる。

国内では，トップのシャープと，パナソニック，富士通，東芝，日本電

気の日系5社で70％以上のシェアをもっている。ところが全世界では，

日系企業のシェアは10％にもならない。従来はノキア（フィンランド）

が過半数を占めていたが，次第にシェアを下げてきた。サムソン電子と

LG電子の韓国勢が2位，3位を占め，それに，ソニー・エリクソン（日

本＋スウェーデン）が続いている。しかし，中国系企業が急速に追い上げ

ているため，競争は益々激しい状態になると予想される。携帯電話とノー

トパソコンとの間を埋める製品として，アップルのiPhoneなどのスマー

トフォンが注目されている。現在の全体に占める割合は小さいが，急速に

成長している。また，携帯電話の多機能化とスマートフォンの低廉化によ

り，両者が融合することも考えられる。パソコンと同様に，スマートフォ

ンOS（オペレーション・システム）は米国に牛耳られている状態である。

なお，日本で開発した携帯電話環境に PHS（PersonalHandy-phone
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System）がある。1995年に，当時としては高速なISDN回線を利用し，

マイクロセル技術を用いた高度なものであったが，携帯電話に押されてあ

まり普及しなかった。そして，2010年にその事業者であるウィルコムが

会社更生法を申請した。しかし，この方式は電波障害に強く，病院など電

子機器を用いている環境でも利用できるし，災害時の混雑にも強い特長が

ある。また，PHSの発展形態であるXGP（eXtendedGlobalPlatform）

は，時速300kmの移動にも耐えられるなど，今後の動向が注目される。

インターネットやEC（ElectronicCommerce，電子商取引）の普及は，

急激な発展となって身の回りの生活から国家経済に至るまで広範囲に急激

な変化を与え，2000年頃にはIT革命とまで言われた。現在では，情報機

器やネットワークの存在すら意識せずに利用している状況になり，ユビキ

タス社会と言われるようになった。インターネットの利用も，2000年頃

とは大きく変わり，Web2.0（Web環境の第2世代）になった。インター

ネットなどネットワークによる商取引をECといい，ECには企業間の取

引であるBtoBと，対個人取引であるBtoCに区分する。BtoBは200

兆円，BtoCは5兆円を超える規模になっている（BtoC規模推移）。特

に，BtoBは絶対額でのEC化率でも米国より大きくなっている（EC規

模の日米比較）。さらに，BtoCでも，のような電子マネーの利用率も米

国より高い状況である。

3．ビジネスとしての価値判断の基準に関して

情報社会は，情報化によってもたらされた社会である。情報化は情報技

術により進展し，その中で情報技術産業は世界中で最も大規模で最も急成

長している産業である。特に，コンピューターやその関連する事業が推進

力となっている。情報社会は人間の知的活動の領域を広げ，また個人の能

力を伸ばすことが競争を通じて多くの新産業の創出につながっていくと考

―91―



えられている。個人の能力の強化は社会の意識を分散化させ，企業や国家

への帰属意識さえも低下させた。さらに，家庭の価値や社会倫理の後退を

招く方向へと進んでいる。

一方，経済面では世界経済が市場経済体制に移行され，21世紀に向け

歩んでいる。また，国内では，未だに景気が停滞し金融証券市場が混沌と

した状況である。そして，雇用に不安の影を落とし，企業や個人に対し自

己改革能力の必要性と創造性および独創性などが問われることとなった。

特に個人に対し，自ら改革しなければならない社会環境になって来ている。

つまり，自発性・創造性などの能力向上を必要としていることを認識しな

ければならない。例えば，企業では社内教育の一貫として，社内外のセミ

ナーの参加や資格取得などを奨励している。しかし，まだまだ社員の意識

が高いとは言えない。そのため，自己の現状分析を行い，変革への意識を

高めなければならない。社員の自発的行動が横並び意識と体質改善へと導

く。そして，個人が自律的に発想し，信条を持って行動することであり，

既成の秩序にとらわれない動きや試みを大切にし，柔軟な発想の元に新し

い思想や技術を次々に創出し，発信していくことである。発想がないため

に新しい試みも生まれないし，新しい技術や産業も生まれないのである。

したがって，それらの不足している能力等を効果的かつ効率的に得ること

ができる方法があれば最適である。では，最適な方法があるだろうか。例

えば，スポーツ関係では「イメージトレーニング」で選手の持っている力

を最大限に引き出す方法がある。しかし，企業等で働くいわゆる「企業戦

士」の人たちには特に能力を上げる効果的な方法がないのが現実である。

そこで，価値判断の基準において，価値体系は重要である。つまり「柔

軟な発想」である。ここでは柔軟な発想に着目し，発想が情報伝達の過程

等に深く係りがあり非常に重要と考えられる。過去の実験・調査の結果か

ら，重要なポイントは，

1） 情報源（一次情報）から発した情報（二次情報：連想した情報）
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の変化過程や速度

2） 本の活字情報からマルチメディア化による画像情報への環境の変

化

3） 白黒の文字情報からカラー情報への変化

4） 人間の画像認識に対する認識度とイメージ効果

5） 従来の言語処理体系との比較・検討

6） 発想への影響度

である。これら価値体系や価値判断基準へと寄与すると思われる。

上記において前述1）の情報源（一次情報）から発した情報（二次情報：

連想した情報）の変化の変化過程に関し，以前は言語学関係や情報処理関

係の人工知能・知識情報系の幾つかの文献の調査と部分的な分析から連係

機構のモデルを構築するための語の連想過程と単語間ネットワーク等に限

定する。その中で，「言葉と語のイメージ」が重要になる。特に，言語学

習において語彙は重要な課題である。しかし，何か新しいことに取り組む

場合，過去の経験，体験など中から関係づけてイメージを描く。これは，

経営者や事業責任者あるいは一個人が新しい発想のもとで行う場合と類似

する。そこで，社会の中で最も基本とされ，人に自分の意思伝達に使われ

ている「言葉」がある。「言葉」については，認知心理学をもとに認知言

語学において心的語彙（mentallexicon）に関する研究がされている。

特に「ネットワーク理論のRosch（1975）とTaylor（1989）。プロトタ

イプ理論のAitchison（1994）」などの理論もある。そして，心的語彙の

形成において，その形成過程の記憶に対するシステムとメカニズムがどの

ように働いているのか多くの関心を集めている。

以上のことから，情報処理のモデルの研究から価値判断が可能である。

情報処理の機械翻訳や自然言語処理関係の研究分野にヒントを見いだすこ

とができる。特に，単語抽出法は作成された文章を「単語間に連想関係」

という概念を導入し，単語間にネットワークを生成させる方法である。こ
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れにより機械翻訳が人間の翻訳により近づくことになる。もちろん，人工

知能への進展につながるものである。また，この方法を使うと情報検索が

でき，多くの文章の中から簡単に重要と思われる単語を引き出すことがで

きる。つまり，必要とする情報と必要でない情報が個人の判断で決定する

必要性がなく，自動的に必要とする情報が得られることになり，その得ら

れた情報のみで加工し利用すればよいことになる。したがって，最低限の

情報で最大の付加価値情報が得られるということになる。語の定義は，単

語（Word）は一つの意味のまとまりをなし，文法上一つの機能を持つ最

小単位。基点語（Givenword）は文章中に表れ，文章全体の主題，文意

を特定する場合に重要な役割を持つ単語。関連語（Relationalword）は

基点語に付随し，詳細に文意を表す単語。単語間ネットワーク（Word-

network）は二つの組で与えられるネットワーク。連想語（Associated

word）は単語間ネットワーク上における単語から距離が1以上k以下の

単語。交接語（Intersectionalword）は単語に対する距離kの各連想語

の集まりに共通して含まれる単語。二つの単語間をある関係で結ぶことを

「バスを張る」という。

吉田（1998）らは「幾つかの単語を与えると人はこれまでに習得した知

識に基づき，単語と単語の結びつきからある単語を想い浮かべることがで

き，このような単語間の関係を連想関係といい」，そして「連想関係から

想い浮かべることのできるものは，与えられる単語群を受ける人の経験に

大きく影響するが，単語の意味は，その単語を連想させる単語の集合で定

義されるし，これを連想的意味と呼ぶ」と述べている。

吉田らは，実験から結果を得ている。実験から共通するものは，「ボー

ルという単語から，それぞれ野球とサッカーを連想するだろう。また，野

球とサッカーに関係のある単語から，それぞれのスポーツが連想されるだ

ろう」次に，「私は土手を散歩しますという文から，それぞれを分解し，

私，土手，散歩の三つの単語を使い，連想させている。私と散歩の二つの
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単語から土手を連想させる。そして，土手の連想的意味を私と散歩の単語

の組が表現させている」また，「文章にたいする意味にも連想的意味を導

入することで文章中に使われている単語に意味を割り与えることができる」

と述べている。もちろん，文章中の単語の数は少ない方が単語自信に与え

る意味が大きくなるだろう。

このように，情報処理においての単語の抽出法は語の連想に関し，連想

の際，過去の経験・体験や今までに習得した知識が深く関わり，次の語を

連想しやすくしていることが分かる。語のみからの連想には限界があると

考えられる。情緒作用が大きければ大きいほど語と語のネットワークの結

びつきも強くなることが報告からも分かる。

人間の過去の経験・体験に根差した情報を心的な過程として蓄えるもの

として記憶がある。記憶は過去の経験・学習の内容を保存し，後に思い出

すことである。つまり，記憶と連想は何らかの関係で深く関わっているこ

とになる。それは「語」である。

近年，データベースの構築や開発が盛んであるが，記憶の集まりを機械

化，効率化を目標にできあがっている。つまり，情報が蓄積された客観的

実在世界に関する記述であり，それを基に情報技術は時間と空間を越えた

不変なものに蓄積されている。記憶タイプの情報蓄積を推進し，現状より

情報環境をよくする方向に「記憶指向」とよばれる考え方がある。この記

憶指向に沿った情報環境を実現するためには，情報環境に蓄積された情報

とそれを使う人々の情報とを関連づけ有効に利用しなければならない。

記憶タイプの情報蓄積の技術は人間の記憶に対する情報科学的な検討・

考察からはじまり，エピソード記憶を記号表現（スクリプト）に記述する

方法や概念間を活性度が伝播することで記憶想起に該当する現象を実現し

た。これらの考えは成立した記号間の関連性をノードとリンクで表現（意

味ネットワークと呼ばれている）し，さらに記号間の関連性同士をマッチ

ングさせる。つまり意味ネットワークで部分照合させて関連情報を抽出さ
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せている（事例ベース推論）。もちろん，個人の情報や個人以外の情報を

保存し，それらの情報を照らし合わせながら関連した情報を収集かつ問題

解決を行うことが役割である。

以上，情報処理や自然言語処理関係においても「情緒」が連想に大きな

影響を与えている。そして，量的な面に貢献している。また，「語」の質

的な面が語と語との繋がりにおいて重要な役割を果たしているのである。

上記は，言語学的，心理学的な内容ではあるが実はビジネスにおいて大事

な商品の色，形など，その商品のイメージにつながるものばかりであり，

最も大事なことで，必要なことでもある。したがって，商品の選択する際

の基準と捉える。そのポイントは，色，形，文字などの情報が頭の中で処

理され，そこで価値体系や価値判断の基準が形成されていると思われる。

4．お わ り に

以上のことから，情報と通信，そしてメディアが集束した結果として生

まれる市場の成長を実現する鍵は，技術革新である。マーケット・リサー

チによれば，開発期間が5年に満たないような革新的な製品によって生み

出される利益は，今後益々増加していくと予想されている。それは，研究

開発に多くの投資を必要とすることである。当然，そのためには慎重に，

かつ徹底的な技術革新についての管理を行っていくことである。それが欠

けると製品開発や技術の進歩は間違った方向へ向かう可能性がある。

ここで重要なことは，技術革新というのはユーザーに対してメリットを

もたらすものである。また，製品やサービスを提供する側の競争力という

のは，単なる技術の向上によって決定するのではなく，顧客がその方向を

決める。当然，技術にばかり過大に縛られてしまうことなく，技術革新の

ペースをさらに応用の分野にも拡大していく必要がある。

技術革新によって競争力は増加するが，これは技術革新を顧客の求める
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ものに応じた製品に置き換えることのできる企業の競争力のみが増加して

いくのである。情報社会は様々な側面を持っているが，ユニークな成長市

場であり，ここから実に多くの新しい製品やサービスが生まれ，その源に

なっているのは直接，間接的に情報（電気）通信技術であるといえる。広

い意味での情報を扱うことが，将来のビジネス・チャンスを生み，そうし

たチャンスをグローバルな社会の形成に活かしていけるかどうかは，企業

自身のこれからの活動展開で証明されるものである。また，情報通信技術

等が新しい資源なら，この資源を最大に活用し，運用することである。運

用する「力」がビジネスを成功に導くことにもなると考える。

産業界の動向について情報産業を中心に考察した。また，IT活用型社

会の形成の再認識は，重要な課題項目である。そして，IT活用型社会と

スマート社会との関係などが，雇用の創出，産業の変化，企業価値へどの

ようにつながるのか，ということある。本稿では，最後にほんの少し触れ

たスマート社会実現のために既に各地で実装実験が進んでいるモノもあれ

ば，これから実施する項目もある。いずれにしてもここで示した様々な技

術は，ITとの結合により実現が可能になるものである。そして，工学系

学術団体では，十分に把握し理解されているものである。その中で，次の

ことについて，触れる。

サービス産業，情報通信産業，ソフトウェア産業を中心に，技術革新の

変化が技術・知識に集約され，資本と労働の関係が，技術と知識に移りか

わり社会の資源として利用されている社会」と位置づけた。この変化は企

業の経営活動が従来の考え方から新たな考え方へ変えざるを得ないことで

ある。数々の成功事例から企業が目標を定め，その目標が達成する戦術を

探求し，データによるシミュレーションを行い，その結果よりモデルが作

成可能になる。

一方，現在は，情報と通信，そしてメディアが集束した結果として生ま

れる市場が，その将来も成長し生き続けるには，その実現するための鍵が
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必要である。それは技術革新である。マーケット・リサーチによれば，開

発期間が5年に満たないような革新的な製品によって生み出される利益は，

これからも増加していくと予想される。それは，研究開発に多くの先行投

資を必要とするからである。当然，そのためには慎重に，かつ徹底的な技

術革新についての管理を行っていくことである。それが欠けると製品開発

や技術の進歩は間違った方向へ向かう可能性がある。

産業界の動向に関し，様々な視点・分野から考察を試みた。その中では，

商品開発，商品を作るための技術開発，そして商品の原材料とその原材料

の特性等が十分なものでなければならない。これが雇用の創出，産業の変

化，企業の価値にほかならない。起業しても商品開発し商品が完成しても，

はじめから制限があることである。さらに，社会の変化に適応できる能力

と組織構造の構築を考え場合，企業活動をはじめあらゆる分野の活性化を

引き出すことが重要と考える。
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企業内訓練校における

心身教育と組織社会化

鉄鋼メーカーG社技術学園の事例研究

島 内 高 太

要 約

日本の有力な製造業企業には，若手従業員を製造現場の中核層として育

成するために企業内訓練校を運営しているものがある。そこでは，生産技

術・製品技術に関する学科教育や実技訓練のみならず，企業が求める考え

方と行動パターンを身に付けさせるための心身教育（各種行事・訓練，生

活指導等）も重視されている。

本研究ノートでは心身教育の今日的特徴を明らかにするために，筆者が

実態調査を行った大手鉄鋼（特殊鋼）メーカーG社の企業内訓練校「G

技術学園」の事例研究を行った。その場合，心身教育を「組織社会化」

（若手従業員が企業に適応するプロセス）の促進策ととらえる分析視角を

採用した。具体的には，「組織社会化の成立要件」（成員性の獲得，学習の

プロセス，および他者との相互作用を通じた役割の認識）の概念を参考に

することで，心身教育の目的と方法のみならず，心身教育を機能させるた

めの組織的な工夫にも視野を広げてその特徴をより具体的に明らかにする

ことを試みた。

事例研究から分かったことは，G学園では若手従業員がチームワークと

帰属意識を重視する考え方を内面化して製造現場の中核層として成長でき

るように，多様な訓練・行事を駆使しつつ，その効果を高めるために若手

従業員のロールモデルとなる先輩による指導体制を積極的に組み込み，か

つ心身教育と評価制度を結び付けているということであった。これはあく

までも限定的な事例に基づく仮説的なものであるが，心身教育のひとつの



1．は じ め に

本研究ノートは，大手鉄鋼（特殊鋼）メーカーG社の企業内訓練校が

展開する心身教育の事例研究である。具体的には，心身教育を組織社会化

プロセスの促進策，つまり若手従業員が企業に適応するプロセスの促進策

と捉え，心身教育の目的，方法そして心身教育を機能させるために導入さ

れている組織的な工夫について明らかにする。

企業内訓練校は，製造現場の中核層として活躍できる人材を育成するた

めに，新卒者などの若手従業員を一定期間職場から離して集中的に教育訓

練する企業内訓練施設であり，一部の有力な製造業企業によって運営され

ている。そこでは製品技術・生産技術に関する学科教育，実技訓練はもと

より，当該企業の一員（あるいは製造現場の将来の中核層）として必要な

考え方や行動パターンを身に付けさせる心身教育も重視されている。

心身教育が重視される根本的な理由は，精神的諸要素を欠いてはいかな

る労働も遂行しえないという事実に見出すことができる。労働者の労働能

力は，知識，技能，および労働者の自主性・自律性1）から構成されている

のであり，心身教育はその自主性・自律性のなかに企業が求める考え方や

行動パターンを埋め込む役割を果たすのである。それゆえ，長期雇用をベー

スに組織的な人材育成・活用を行ってきた日本の大手製造業企業において

は，心身教育にとくに重要な位置づけが与えられてきたと考えられる2）。

心身教育の重要性と役割を上記のように捉えて研究する場合，心身教育

それ自体に関する先行研究はもちろんのこと，社会学や組織論で議論され
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パターンであると考えられるため，今後，その一般性について検証してい

きたい。

キーワード：人材育成，企業内訓練校，心身教育，組織社会化



てきた「組織社会化」（OrganizationalSocialization）の概念が参考にな

る。なぜならば，組織社会化とは個人が学習を通じて組織に適応するプロ

セスであり，その意味では，企業内訓練校が果たしている役割は組織社会

化の促進に他ならないからである。本稿では組織社会化研究のエッセンス，

とくに「組織社会化の3つの成立要件」に注目することで，心身教育の目

的，方法そして心身教育を機能させるための組織的な工夫について明らか

にし，大手製造業企業の訓練校が展開する心身教育の今日的な特徴に迫り

たい。

以下本稿では，第2章で企業内訓練校における心身教育の位置付けと先

行研究について確認し，そのうえで第3章では訓練校における心身教育を

組織社会化の促進策として研究する分析視角を提示する。そして第4章で

は筆者の実態調査を踏まえて大手鉄鋼メーカーG社訓練校の心身教育に

ついて事例記述を行い，第5章でその特徴を整理する。

結論を先取りすると，G学園の心身教育は，若手従業員がチームワーク

と帰属意識を重視する考え方を内面化することを目的としており，それを

達成するために多様な訓練・行事を駆使していた。また，心身教育の効果

を高める工夫として，若手従業員のロールモデルとなる先輩による指導体

制，そして心身教育と評価制度の結び付けが見られた。これは，今日の製

造業企業における心身教育のひとつのパターンであると考えられる。

2．企業内訓練校における心身教育の展開

� 企業内訓練校における心身教育

企業内訓練校とは，製造現場の中核層（現場監督者など）として活躍で

きる人材を育成するために，中卒・高卒の新卒者をはじめとする若手従業

員を一定期間職場から離して集中的に教育訓練し，ものづくりの基本知識・

技能や心構えを形成する学校形式の企業内訓練施設である（図1）。
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その起源は，かつて中卒者を対象に3年間の養成課程として普及した

「養成工制度」にあり，現在は主に高卒者を対象とする「認定職業訓練」

として運営されている3）。

認定職業訓練の枠組みを利用して訓練校を設置・運営する企業は，通常，

自らの事業内容に対応した訓練学科を設けて人材育成を進める。そのため

各社訓練校の教育訓練の内容は専攻に応じて異なっているが，そのカリキュ

ラムが「学科教育」，「実技訓練」そして「心身教育」の3本柱で構成され

ている点は共通している。

この教育訓練3本柱のうち，本稿が注目する心身教育とは，若手従業員

に当該企業の一員あるいは製造現場の将来の中核層として必要な考え方や

行動パターンを身に付けさせるものであり，それは企業によって心身教育，

精神教育，企業人教育，組織人教育，あるいは社会人教育など多様な呼称

で表現されている。

企業内訓練校における心身教育は，狭義には「学科教育」，「実技訓練」

と区別して設定されるカリキュラム上の「心身教育」（各種の訓練・行事）
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図1 企業内訓練校のイメージ

出所） 実態調査及び関連する文献をベースに筆者作成。
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として実施されており，総訓練時間の2～3割が割り当てられている（表

1）。また筆者の見聞の限りでは，心身教育に対しては，実技訓練に次ぐ多

くの時間を割いている企業が多い4）。カリキュラム上の心身教育以外にも，

訓練生の日常生活（寮生活を含む）に対する指導なども心身教育の機能を

果たしているから，そうしたものを含めると心身教育にはより多くの時間

が投入されていると推測できる。

このように訓練時間に注目すると，訓練校が心身教育に重要な位置付け

を与えていることが分かる。冒頭で指摘したように，心身教育の特質は，

労働者の自主性・自律性を企業が主導して形成していくという点にあるし，

長期雇用と協調的労使関係をベースに組織的な人材育成を行うことで「フ

レキシブルで効率の良い改善指向型生産システム」5）を機能させてきた日

本の大手製造業企業においては，製造現場で働く若手従業員を育成する上

で技能形成に並ぶ重要性があったのである。

� 企業内訓練校の心身教育に関する先行研究

企業内訓練校における心身教育を正面から捉えた研究は決して多くはな
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表1 カリキュラムの3本柱と心身教育の位置付け

名 称 課 程 総訓練時間 心身教育時間 心身教育割合

トヨタ工業学園
中卒3年

工業高校課程
5,100時間 1,900時間 38.00％

デンソー学園
中卒3年

工業高校課程
4,773時間 1,568時間 32.90％

トヨタ紡織学園
高卒1年

課程
1,800時間 384時間 21.33％

マツダ工業技術短期大学校
高卒2年

短大課程
3,864時間 378時間 9.80％

（出所） トヨタ，デンソー，トヨタ紡織，およびマツダの各訓練校については，各校ウェ

ブサイトにて最新のデータを確認した（アクセス確認：2015年5月30日）。



い6）。そこで，訓練校を競争力基盤と位置付けて人材育成を行ってきたト

ヨタ自動車に関する先行研究に限定し，心身教育がどのように理解されて

きたのかを確認してみよう。

トヨタ訓練校の教育訓練のうち，心身教育の重要性を強調する代表的研

究は野村正實（1993）である。野村氏は，養成工出身者が1950年争議の

収拾やその後の協調的労使関係の構築に大きな役割を果たしたという認

識7）に基づき，トヨタの中核労働者養成において「心身教育は技能教育と

ならぶ重要な柱である」8）と指摘している。

そして心身教育のプログラム（訓練・行事）に加えて，生徒会活動，ク

ラブ活動，ホームルーム活動，寮生活など多様な方法で心身教育が展開さ

れていることを明らかにしている9）。

このように，一方ではトヨタ訓練校の心身教育を協調的労使関係の構築

という問題と結び付けて捉える研究がある。他方で，その心身教育をチー

ム文化の継承という問題と結び付けて理解する研究も発表されている。た

とえば岡村徹也（2014）は，トヨタ訓練校はトヨタ生産方式に必要不可欠

な組織文化（チーム・集団・組織の力を引き出す文化）を継承する拠点に

なっているという認識に基づき，心身教育を通じたチームワークやリーダー

シップの教育に注目している10）。

こうした2つの研究系譜を相互補完的に捉えると，トヨタ訓練校の心身

教育の目的は，トヨタ生産方式を機能させるためのチームの重要性と企業

を発展させるための労使協調の重要性を若手従業員に対して重層的に教育

することにあり，そのために多様な施策が利用されてきたと理解できる。

ここから敷衍して，日本の大手製造業企業の訓練校では，多様な方法（訓

練・行事，諸活動，寮生活）による心身教育が，訓練生に対するチーム文

化の浸透と労使協調主義の涵養を目的に展開されてきたと言えるであろう。

また，以上の議論を踏まえると，企業内訓練校の心身教育に関する先行

研究は主に心身教育の目的と方法をめぐって進められてきたということも
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指摘できる。

3．「組織社会化」としての心身教育 分析視角

本章では，企業内訓練校が展開する心身教育を「組織社会化」の視点か

ら捉え直し，研究を深化させる手掛りを探る。

訓練校の心身教育は，企業側から見れば，その施策展開を通じて若手従

業員に企業が求める考え方と行動パターンを浸透させるプロセスである。

これを訓練校で学ぶ若手従業員から見れば，その学習を通じて企業が求め

る考え方と行動パターンを内面化し中核層へと成長していくプロセスであ

る。後者はまさに個人が学習を通じて組織に適応していく組織社会化のプ

ロセスであり，それに対応させて考えるならば前者は組織社会化を促進す

るプロセスということになる。ここに組織社会化の概念を心身教育研究に

応用する理由がある。

組織社会化に関する研究を幅広くレビューした高橋弘司（1993）によれ

ば，組織社会化とは「組織への参入者が組織の一員となるために，組織の

規範・価値・行動様式を受け入れ，職務遂行に必要な技能を修得し，組織

に適応していく過程」11）である。そこには，組織の中で達成される技能形

成の側面と組織における個人の文化受容の側面があり，企業内訓練校は新

卒者など若手従業員が組織に適応していくプロセスを技能形成と文化受容

の両方の側面で促進するもの（「組織社会化戦術」と呼ばれる）と捉えら

れる。訓練校の教育訓練3本柱に関連付けると，学科教育と実技訓練は主

に技能形成，心身教育は主に文化受容の促進策と捉えることもできよう12）。

では，個人が組織に適応していくプロセスはどのような要件で成り立つ

のだろうか。それを理解することで，対応する促進策を研究するための論

点が把握できる。

そこで，「組織社会化の成立要件」として，3つの構成要素を確認して
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おこう13）。それは，①成員性の獲得，②学習のプロセス，③他者との相互

作用を通じた役割の認識14）の3要素である。この見方からすると，組織

社会化とは，組織において他者とのかかわりのなかで仕事や組織について

学び，自分の役割を認識し，組織の一員として認められるようになってい

く過程ということになる。

この議論からは，組織社会化を促すには，若手従業員が組織における自

らの役割を認識し成員性を獲得できるように組織が求める考え方と行動パ

ターンを明示し，その習得に向けた学習のプロセスを設計し，それを効果

的に進めるために学習の条件（他者との相互作用のあり方など）を整備す

る必要があることが分かる。この議論を企業内訓練校が展開する心身教育

の問題に適用すれば，心身教育の目的，方法そして心身教育を効果的に機

能させるための組織的な工夫について体系的に調査研究することが重要で

あることを理解できる。

4．企業内訓練校における心身教育 G学園の事例

本章では，G社の企業内訓練校「G技術学園」（以下，G学園とする）

で展開されている心身教育について事例記述を行う15）。G社からは，心身

教育の現場視察の機会と心身教育に関する資料を提供して頂いた。なお，

事例記述は主に2012年8月28日に実施したヒアリング調査結果，会社提

供資料，及びG社ウェブサイト掲載情報に基づいている。

G社は，愛知県に本社を構える従業員数約3,000人の特殊鋼メーカーで

ある。事業の中心は，特殊鋼鋼材，機能材料・磁性材料，および自動車部

品・産業機械部品であり，この3つの事業で売上高全体の9割を占めてい

る。また事業の約6割は自動車産業向けであり，同社の鋼材・部品は，自
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� G社の概要と経営方針・経営戦略16）



動車のエンジン部品，電装品，足回り部品，駆動部品，排気部品などに広

く利用されている。特定の企業系列には参加していない。

同社の経営方針は，特殊鋼の高度な技術力をベースに「ものづくり」を

通じて社会に貢献するというものであり，中期的には「ものづくり力の更

なる強化」（技術・品質面およびコスト面の強化），「市場との関係性強化」

（新興国市場や環境関連ビジネスの強化），そしてそれらを実現するための

「人づくりの強化」という3点を戦略課題に位置づけている。その意味で

G学園は，同社の競争力を支える重要な存在と言える。

� G学園の概要と教育目的

G社は1940年に養成工制度を導入したが，第二次世界大戦後の混乱期

に一時それを閉鎖している。再開されたのは1952年のことで，中卒3年

課程の養成工制度として再スタートした。その後，1970年代以降は高卒

者向けの訓練課程も導入しはじめ，1984年からは高卒者を対象にした1

年間の認定職業訓練にシフトして現在に至っている。

その教育目的は，現場で即戦力となる人材を育成すること，そして社会

人としての正しい判断・行動を身に付けさせることである。「技術技能の

専門知識の吸収はもちろん，良き社会人として，良きG社員としてバイ

タリティー溢れる人材の育成」17）が目的であり，学園の使命はそのような

意味での良質かつ均質な人材を職場に送り込むことだと考えられている。

G社の技能系従業員は約2,000名である。毎年そこに一定数の高卒新卒

者が技能系従業員として加わることになるが，はじめの1年間は全員がG

学園（金属材料系熱処理科）に所属して，鉄鋼の製造技術や電気・機械の

保全技術を学んでいる。学園の在籍者数は調査時点（2012年度）で63名，

2008～2012年度の平均在籍者数は47.8人であった（表2）。なお，新卒者

のほとんどは工業高校卒業者（電気，機械）であり，地域的には中部地方

（全体の45％）に加えて九州地方（全体の23％）からの採用も多く全寮制
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となっている。

1年間の教育訓練を終えると，2年目には全員がG社の技能系職場に配

属される。製鋼・鋳造，圧延・鍛造・加工といった鋼材・部品の生産工程，

品質検査，設備保全，あるいは製品開発など各部門に配属される。

� 教育訓練の概要

G学園の総訓練時間は1,692時間である18）。そのうち64％は，広い意味

での「専門教育」（専門教育39％＋職場教育25％）によって占められてい

る。表3にみられるように，いわゆる専門教育としては特殊鋼メーカーの

製造現場で働くための基本分野が網羅されているほか，配属決定後は配属

職場実習も展開される。

また，「専門教育」に加えて，フォークリフトやクレーン操作などの

「資格教育」も重視している（15％）。こうした知識・技能に関する教育訓

練により，高卒新卒者は現場の即戦力として育てられる。

さらに，総訓練時間のうちの21％，訓練日数全体（211.5日）のうちの

41日分が「心身教育」に割り当てられている。そのカリキュラムは，導

入教育にはじまる様々な野外訓練・行事からなっており，良き社会人，良

きG社マンとしての正しい判断・行動を身に付けることが目指される。

� 指導体制の特徴

では，上述したような目的と内容からなるG学園の人材育成は，いか

なる指導体制の下で展開されるのだろうか。

第1の特徴は，訓練生のグループ（班）編成の方法にある。G学園では，
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表2 G学園の在籍者数の推移

年 度 2008 2009 2010 2011 2012

在籍者数（人） 58 65 30 23 63

（出所） G学園へのヒアリング調査及びG社ウェブサイト情報より筆者作成。



約60名の訓練生を10名程度の班に編成し，活動の基礎単位としている。

班単位での集団活動は，訓練生同士の交流を促進し教育訓練の効果を高め

る。また，すべての訓練生が班長を担当しリーダーシップを体験できるよ

うに班長は交替制にしている。

第2の特徴は，指導員の調達・活用方法にある。G学園では約60名の

訓練生に対して10名の指導員（学園長を含む）が教育訓練を行っている。
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表3 G学園のカリキュラム（概要）

分 類 項目・科目 科 目 内 容
時間
配分

資 格

一般教育

文化・体育
サッカー，野球，バレー，絵

画，写真など

15％

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

資格取得
クレーン運転士，玉掛け，砥

石など

生産管理
品質管理，生産実習，安全講

話など

専門教育

生産技術
金属材料，製鋼，圧延，鍛造

など

64％

機械保全
機械工学，機械要素，アーク

溶接など

電気保全
電気工学，シーケンス，パソ

コンなど

技能検査
普通職業訓練認定試験（期間

族材料系熱処理科）

配属先実習・見学 自職場実習等

定期テスト 前期・後期定期テスト

心身教育

導入教育 8泊9日合宿

21％

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

野外訓練
登山，ウォーキング，ボラン

ティアなど

行 事 体験発表会，県事業内行事など

（出所） 学園パンフレット及びG学園提供資料より筆者作成。

即戦力とし
ての技術技
能

良き社会人，
良きＧ社員
としての正
しい判断・
行動



そのうち6名は班の担任を務める「担任指導員」である。担任指導員は，

専門教育・資格教育にかかわる自らの担当科目の講師を務めながら，心身

教育（野外訓練・行事や生活指導など）も担当する。

こうした担任指導員は，多くの場合，現場から「応援」という形で配置

転換されてきている19）。彼らは，製造現場の最新情報を学園の専門教育等

に反映させることを期待されていると同時に，「指導員は親，兄貴という

感覚で教えている」というように，学園，会社の先輩として，良き社会人，

G社員のあり方を伝えていくことも期待されている。

� 心身教育の実態

本節では，G学園の心身教育について詳しく見ていきたい。特に，心身

教育の目的，代表的な取り組みの内容・効果，訓練生の評価制度の3点に

ついて整理する。

① 心身教育の目的

G学園における心身教育の目的は，�，�でも言及したように「社会人
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図2 G学園における班編成と指導員調達・活用

（出所） G学園へのヒアリング及び大饗健児（2010）より筆者作成。

次代の職場リーダー
として期待されてい
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専属指導員4名

復帰
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（2年）

製 造 現 場
訓練生63名…6班（各班約10名）

教科指導 生活指導

フォロー

担任指導員6名



として正しい判断・行動を身に付ける」ことである。それはまた「良き社

会人」，「良きG社員」の育成とも表現されている。では，その ・正しさ・，

・良さ・というのは何を意味するのであろうか。この点について参考にな

るのは，G学園が職場の人材ニーズに基づいてまとめた「成長の5ヵ条」

（表4）というものである。

ここで，職場が求める人材とは，ⅰ「性格や態度にひねくれたところが

なく過ちに対しては真摯に受けとめる」，ⅱ「礼儀・ルールを守り，正し

い言葉遣い，挨拶・服装がきちっとしている」，ⅲ「他の意見を傾聴でき

自分の考えを発信しお互いのバランスを考えて，信頼関係を築いている」，

ⅳ「知識・技能の習得を目指し努力している」，ⅴ「何事も最後までやり遂

げようとしている」人材のことである。

こうした職場の人材ニーズを踏まえて，学園では訓練生の「素直さ」，

―113―

表4 G学園「学園生成長の5ヵ条」

ポイント 目 標 具体的内容

素 直 さ
失敗や注意を前向きに

受け取ろう

・「オアシス」を率先して行う。

・相手に不快を与えない。

・指示されたことに素早く行動する。

遵法性・礼儀
自分の行動や生活に責

任を持とう

・学園ルールを順守する。

・KY,実習手順を守り作業をする。

・良識ある行動を身に付ける。

コミュニケー

シ ョ ン 力

自分がして欲しいこと

を相手にしよう

・相手を尊重して話を聞く。

・自分の意見を要約し相手に伝える。

・報告書文で内容を正確に伝える。

・友達の輪を広げる。

向 上 心
積極的な心構えとプラ

ス思考を持ち続けよう

・授業で学んだことを習得する。

・毎日の学園生活に目標を持つ。

・作業に改善と改良を考える。

やり抜く力

できない理由よりどう

したらできるのかを考

えよう

・目標を明確にし達成計画を立てる。

・作業を時間内で完了させる。

・失敗しても諦めず役割・責任を果たす。

（出所） G学園提供資料に基づき筆者作成。



「遵法性・礼儀」，「コミュニケーション力」，「向上心」，「やり抜く力」の5

つを向上させることを重視している。

② 心身教育の内容と効果

ａ 野外訓練・行事

上述した教育目的を達成するために，G学園では総訓練日数の21％を

用いて表5に見られるような様々な野外訓練・行事を行っている。そのう

ちの代表的な取り組みについて見よう。

学園が実施する野外訓練のうち，最も重要視されているものは毎年7月

に実施される2泊3日の「富士登山」である。これは，キャンプ地での宿
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表5 G学園における心身教育カリキュラム

項 目 日数 内 容

導入教育 11.0
入社式，健康診断，講話，会社概要，KYT,グルー

プトレーニング，走歩ラリー等

ホームルーム ― （166.5日）

野外

訓練

登 山 7.5 強歩訓練，A山，富士山，準備

ウォーキング 3.0 オリエンテーリング，準備

ボランティア 3.5 身障者養護施設でのボランティア，秋の祭典，準備

競 技 等 1.0 競技大会

小計（日） 15.0

行事

体験発表会 2.0 体験発表

県事業内行事 5.0 体育大会，促進大会，体験発表，駅伝大会

転 寮 1.0 荷物発送等

修 了 研 修 4.0 海外研修

修 了 式 3.0 集合研修，修了式準備，修了式，上長懇談会

小計（日） 15.0

合計（日） 41.0

（出所） G学園提供資料に基づき筆者作成。



泊をはさみながら班毎に頂上を目指すもので，学園長や指導員も参加する

学園の一大行事となっている。

この野外訓練が生み出す心身教育上の効果はどのようなものだろうか。

この点について，学園パンフレットの行事紹介と富士登山を体験した学園

出身者の感想を記しておきたい。

「グループで達成感を味わうことで，メンバーシップの重要性や責任

感が生まれることでしょう」。 （学園パンフレットより）

「私の1年間の技術学園生活は，辛い事や厳しい事が多かったです。

その事で，助け合う事の出来る仲間が出来ました。日本一の富士山登

山などの行事では，苦しくても同じ思いをしている仲間のことを思う

と，自分も頑張ろうと勇気がわいてきて，無事登頂する事が出来まし

た。仲間の大切さを実感し，仲間に感謝の気持ちを持てる行事となり

ました」。 （大饗健児（2010）34頁）

また，主要な行事として「県事業内行事」がある。これはG社が所在

する愛知県内の認定職業訓練校が一堂に会して行われる訓練校対抗の体育

大会や駅伝大会である。愛知県の認定職業訓練校20校は，他社訓練校と

情報交換を行い教育訓練の質の向上に役立てようと協力関係を構築してい

るが，体育大会のような行事を開催して他社の訓練生との交流や競技の機

会を設けることで，訓練生の訓練意欲の向上と愛社精神を育むことも重視

している20）。

ｂ 朝礼における規律訓練・スピーチ21）

カリキュラム上の野外訓練・行事以外にも，心身教育に欠かせない取り

組みとして朝礼時の規律訓練とスピーチがある。その内容を整理しよう。

朝礼は毎朝午前8時に始まる。定刻になり指導員および訓練生が体育館
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に集合すると，担任指導員が各班の並び方や訓練生の服装をチェックして

回る。その後，「行くぞ！」（班長），「オー！」（班員全員）の大きな掛け

声とともに前進・整列などの団体規律訓練を行う。整列が完了すると，

「第1班，総員12名，事故なし。総員12名，番号ー！」（班長），「1」，「2」，

「3」（班員一人ずつ）というように大声で点呼が進められる。

点呼が終了すると，代表スピーチが始まる。これは，訓練生のうちの一

人が当日の担当者となり，全員の前で演台に立ちショートスピーチを行う

ものである。筆者が現場視察に訪れた日の朝礼では次のようなスピーチが

行われた。

「皆さん，尊敬する人はいますか？ 私は父を尊敬しています。父の

仕事ぶりを見ていて尊敬するようになりました。苦労しながらも，周

りに笑顔を絶やさず接する父。そんな父に近づきたい。皆さんも尊敬

する人を見付け，その人に近づく努力をしましょう」。

（当日の担当者）

こうしたスピーチに対して，担任指導員が個別にコメントをする。スピー

チ終了後は，全員がきびきびと移動して体操が出来る陣形をとり，準備体

操を行う。体操の後は，班ごとに円になり，スケジュール帳を出してその

日の訓練内容を確認するためのミーティングを行う。ミーティング終了後

は，班ごとに隊列を組んで体育館を後にする。このような一連の流れから

なる朝礼が毎朝繰り返される。

では，毎朝の規律訓練・スピーチにはどのような効果があるのだろうか。

G学園によれば，G社の製造現場はいわゆる3K職場で危険なことも多く，

ルールを遵守して決まったことをやってもらわなければならないため，規

律ある行動を取れなければならないのだという。

また，調査時点の学生の声ではないが，『G学園50周年記念誌』に次の
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ような学園OB（1988年入社）の声が紹介されている。朝礼時のスピーチ

がコミュニケーション（聞く，伝える）の訓練にもなり，また仲間意識を

高める効果も生み出すことが推察される。

「特に印象に残っているのが朝礼時，…工場のグランドで演台に立っ

ての3分間スピーチ。…声が小さければ，指導員から『やり直し』の

指示。…発表内容は自由でしたが皆，自己紹介から始まり故郷のこと

や自分の趣味・特技など。おかげで朝礼を通じて同期の様々な一面に

出会うことができました。…今思うとこの団体訓練が今のG社を築

き上げている原点の様な気がしてなりません」。

（『記念誌』67頁。一部の中略・修正は筆者による）

③ 訓練生の行動評価

最後に，G学園が用いている訓練生の評価制度を見ておきたい。

すでに確認したようにG学園は人材育成の目的を示すために「成長の

5ヵ条」を策定しているが，それに加えて，心身教育のカリキュラムを構

成するすべての野外訓練・行事について「5ヵ条」に対応する訓練生の行

動目標を定め，評価基準も明確化している。担任指導員はこの評価基準に

沿って野外訓練・行事における訓練生の行動を評価していく22）（表6）。

評価基準の内容を見る限り，訓練生に求められている行動は，何事に対

しても目標を設定し，目標達成に向けて自分の役割を明確化し，ルールを

守り，G社の一員としての自覚を持ってチームとして全力を尽くす，と要

約できる。訓練生は，そのような意味での「良き社会人」，「良きG社員」

としての「正しい判断・行動」を身に付けることが求められている。

またG学園では，訓練生の資格取得状況と訓練生の集団生活・生活態

度に関する個人評価状況を学園内の掲示板に掲示し，全員が確認できるよ

うにしている（図3）。この取り組みは「ここ数年の間にやり始めた」（調
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査時点）とのことであったが，学園ではこれを「見える化」と呼んでい

る23）。

集団活動・生活態度の評価24）とは，生活全般の様子や朝礼でのスピー

チなどを担任指導員が評価するものである。はじめは訓練生自身に自己採

点25）をさせ，そのうえで担任指導員が評価を行う。そして両者の評価の

ギャップを示すことで社会人，G社員としての判断・行動の正しさを理解

させていく。この評価制度では月ごとに取得できるポイントの上限が決め

られており，訓練生はその達成を目指して集団生活を送る。

―118―

表6 心身教育の行事目標と担任による評価基準

行事名 スローガン 行事目標 担任評価基準

富士

登山

前期成長の集大成

「挑戦・全員登頂！」

1． 全行程をやり遂げ自信に

繋げる。

辛いことがあっても成長の機

会だとポジティブに捉え対応

できたか。

2． 苦しい中で励まし助け合

い学園性全員で頂上を目指

す。

全員登頂に向かってみんなを

動かしたか。

3． 心・技・体の項目をワン

ランクアップさせる。

自ら目的を持って参加できた

か。

4． 社会，交通ルールを守り

事故や怪我をしないさせな

い。

怪我事故に繋がるような自分

勝手な行動がなかったか。

5． Gグループの一員として

の自覚を持ち行動する。

Gグループの一員としての自

覚を持ち行動したか。

県体育

大 会

G学園の総力発揮

「目指せ・優勝！」

1． 大会に向けて目標を設定

する。

自分の役割を把握して目標設

定したか。

2． 目標達成のためのプロセ

スを考え計画を立てる。

目標達成の計画に根拠がある

か。

3． 目標達成のための役割を

実行する。

目標達成のために自分で役割

を見つけ果たしたか。

4． Gグループの一員として

の自覚を持ち行動する。

Gグループの一員としての自

覚を持ち行動したか。

5． 練習，大会を含め，声を

掛け合いチームの士気を高

める。

チームに対してマイナスにな

る言動や行動をしなかったか。

（出所） G学園提供資料に基づき筆者作成。



こうして，育成すべき人材像と評価基準を明確にし，それに基づいて訓

練生を評価して結果を公開するという試みは，訓練生同士の切磋琢磨を促

進する働きがあると同時に，評価結果を踏まえた定期的な目標の見直しも

可能にするなど，心身教育を促進する役割を果たしている。また，指導員

ごとの指導内容のバラつきの抑制や指導員の成果の比較（つまり評価）に

も役立つということで，心身教育をより実効性のあるものにする仕組みに

なっている。

5．ま と め

最後に，組織社会化の成立要件（成員性の獲得，学習プロセス，他者と

の相互作用を通じた役割の認識）に注目し，G学園が展開している心身教

育の特徴（心身教育の目的，方法，心身教育を機能させるための組織的工

夫）をまとめておこう。

まず，G学園の心身教育の目的は，チームワークと帰属意識を重視する

方向へ訓練生の文化受容を生み出すことにあった。そしてその目的を果た

すために各種行事・訓練や毎朝の朝礼・スピーチなど多様な方法が用いら

れていた。こうした心身教育の目的と方法は，大手製造業企業の訓練校が
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図3 集団活動・生活態度の個人評価状況の「見える化」（掲示物のイメージ）

（出所） G学園視察時の筆者のメモから作成。
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展開してきた心身教育の目的と方法に類似するものだと言える。

また，実際にG学園の心身教育は目的を達成できていた，つまり訓練

生の組織社会化を上手く促進できていたと思われる。それというのも，訓

練校（企業）も訓練生（従業員）も，心身教育の施策が訓練生のメンバー

シップの形成，コミュニケーションの深化，そして愛社精神の形成等の効

果を生み出していることを指摘していたし，それはまさにG社製造現場

の人材ニーズ，G学園の教育目的，訓練生の行動目標，そして担任指導員

の評価基準とも合致するものだからである。

G社において，心身教育の目的と方法をしっかりと関連付け，訓練生の

組織社会化を促進するのに役立っていたのは評価制度である。G学園では，

職場の人材ニーズを踏まえて学園の教育目的，訓練生の行動目標，担任指

導員の評価基準を明確化し，訓練生の評価についてのその結果を学園内で

公表していた。つまりG学園は，社会化方向性の明示とその達成度評価・

公表を通じて訓練生の学習を喚起するという形で組織社会化のプロセスを

促進しているのである。

また，G学園の指導体制は，他者との相互作用を通じた役割認識の強化

という意味で心身教育の効果を高めていたと言える。G学園では，製造現

場において次代の職場リーダーとして期待されている人材を訓練校に配置

転換して訓練生の指導と行動評価を担わせている。そうした人材はまさに

訓練生が目指すべきロールモデルであり，その人材に学び，評価されると

いうのは，訓練生が社内における自らの役割を認識する重要な機会となる。

以上G学園の事例研究から，心身教育のひとつのパターンを引き出す

ことができる。それは，新卒者など若手従業員がチームワークや帰属意識

を重視する考え方を内面化して製造現場の中核層として成長していけるよ

うに，多様な訓練・行事を駆使しつつ，それらの効果を高めるために心身

教育と評価制度（基準の明確化，結果の公表）を結びつけ，かつロールモ

デルとなる先輩による指導体制を整備する，というものである。
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もちろん，本稿がG学園の研究をベースに提示した心身教育のイメー

ジは，あくまでも限定的な事例に基づく仮説的なものである。それが日本

企業の訓練校が展開する心身教育の特徴を理解するうえで説明力をもつも

のかどうか検証していく必要がある。

また，こうした心身教育が求められる根拠について個別企業の経営シス

テム（経営戦略，事業システム，生産管理や人事労務管理のあり方）との

関連性を考察するとともに，日本の養成工制度あるいは企業内訓練校の歴

史のなかに位置付けてその意義を問うことも重要であろう。

残された課題は多いけれど，本稿では「組織社会化の成立要件」に注目

して心身教育を捉えることで，心身教育が若手従業員の組織適応をいかに

促すか，心身教育の目的と方法の研究にとどまらず，心身教育を効果的に

進めるための組織的工夫にも視野を広げてその特徴を具体的に理解できた

のではないだろうか。

＊貴重なお時間を割いてヒアリング調査，現場視察，そして資料提供に応じてく

ださったG社訓練校担当者の皆様には，ここに改めて感謝申し上げます。な

お，本研究ノートの記述内容に関する一切の責任は筆者にあることを明記いた

します。

＊社名をG社と評価するため，以下の注記，参考文献一覧において，ウェブサ

イトURLや公刊資料についても社名に該当する部分に「G社」あるいは「G」

の表記を用いています。

＊本研究ノートは，科学研究費補助金・若手研究�（課題番号24730358,研究代

表者：島内高太）の研究成果の一部です。

1） 林正樹（1998）124�131頁参照。

2） 隅谷三喜男編（1971）は，企業内技能者養成制度（養成工制度）の形成を年

功制や終身雇用の形成と表裏一体のものと捉えており，生産技術の発展に対応

する技能者を内部養成していく場合，企業による訓練コスト回収の必要性から

も，労使関係の安定化の必要性からも，長期雇用と内部昇進が合理的であった
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ことを指摘している。そして，企業に長期定着して経験を蓄積していく技能者

を労使関係の安定化の柱として位置付けるために修身教育＝人間教育が重視さ

れたことも指摘している。

また，企業進化論の立場からも心身教育の重要性を指摘できる。藤本隆宏

（1997）は，競争力の真の要因はパフォーマンスに直結する組織ルーチン（例

えばJIT,自働化，TQCなど）ではなくそれを構築する非ルーチンな部分にこ

そあり，その本質は組織メンバーが共有する競争力向上に対する思考習慣，心

構えにあると指摘する。心身教育はそうした思考習慣，心構えの形成にも役立

つと言える。

3） 養成工制度は，日露戦争を契機とした独占資本の形成期において，生産技術

の発展と労使紛争の激化に対応する技能者を内部養成するために，新卒者を採

用して自前の施設で約3年にわたる教育訓練を施す仕組みとして成立し，第1

次世界大戦後には大企業を中心に普及した。

第2次世界大戦後は，労働基準法第7章に技能者養成規定が設けられ，1950

年代から中卒者を対象にした3年間の養成課程を設置する企業が急増し，1960

年代には最盛期を迎えた。しかし1970年代以降は高校進学率の上昇を背景に

中卒者を対象とした仕組みは衰退し，それ以降は大企業を中心に，高卒者を対

象とする企業内訓練校が認定職業訓練施設として運営されている。

『2014年版ものづくり白書』によれば，2013年4月1日現在で，全国には

1,145の認定職業訓練施設が存在する。

4） 表1において，マツダ工業技術短期大学校は，他の訓練校と比較して心身教

育に割く訓練時間の割合が低くなっている。この点については，筆者が2013

年7月に訪問した乗用車メーカーI社の訓練校Iテクニカルカレッジも同様に

心身教育に割く訓練時間の割合は10％程度（筆者がカリキュラム表より算出）

であった。これは，いわゆる企業内訓練校のなかでも工業技術短期大学校のカ

リキュラムの特徴といえるかもしれない。

5） 藤本隆宏（2001）21頁。

6） この点に関する注目すべき歴史研究として木下順（2010,2014）がある。木

下氏は，1910～1920年代にかけての労使関係の危機（ロシア革命を契機とし

た労働組合運動の活発化や大規模な労働争議の発生）を背景に，日本の大企業

が養成工制度を労務管理の柱に位置付けていった事実に注目し，養成工制度は

組合活動を主導する職人から新卒の養成工を隔離して教育する「鉄壁」として

機能したことを強調する。そして，そこでは修身・教練による「教化」，寮生

活を通じた意識変革，そして会社忠誠心をもつ先輩社員による指導など，いわ

ゆる心身教育が重視されていたことを明らかにしている。
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なお，養成工制度の訓練終了者（電機3社，自動車1社の合計149人）に対

する意識調査を行った上野隆幸（2000）によれば，養成工出身者にとって，学

科教育や実技訓練による技能向上もさることながら，しつけ教育等を通じて組

織内での行動や考え方を身に付けたことがその後の活躍に役立っており，心身

教育の意義が明らかにされている。

7） 野村正實（1993）134�142頁。野村氏はトヨタの養成工制度について，次の

ように述べている。「ヤマト自動車（トヨタ―筆者）がなお中卒者を対象に企

業内教育をおこなって将来の中核労働者を育てようとしているのは，しばしば

指摘されているように，1950年代前半におこなわれた大争議にさいして，養

成工出身者が会社の方針にもっとも理解があったという歴史によって説明され

る。たんに技能の形成だけでなく，心身教育を重視する学園の方針がそれを裏

付けている」（142頁）。

こうした認識は，日本人文科学会（1963）においても見られたものである。

そこでは，トヨタの養成工制度が存続してきた理由について，1950年争議の

収拾に際して養成工出身者が会社のためにつくした力を高く評価してのことで

あったとしている。そのうえで，養成工制度の理念はトヨタマンの育成，トヨ

タ精神の形成すなわち「会社への順応，職場への順応に加えて，明るくあたた

かい人間関係の育成」，「企業とともに生きぬく，やる気のある人を作り上げる

こと」にあると指摘した（168頁）。

8） 野村正實（1993）139頁。

9） この点については，日本人文科学会（1963）の調査研究も，朝礼，ホーム・

ルーム，自治会活動，生活日誌，会社と家庭の協力など心身教育として多様な

方法が用いられていることを明らかにしている。

10） 岡村徹也（2014）は，トヨタの企業内訓練校における心身教育で育成される

チームワークやリーダーシップ，寮生活で形成される人間関係などが，今日で

は地域活動を支える力として機能しているという興味深い指摘をしている。

11） 高橋弘司（1993）2頁。また，中原淳（2010）は，組織社会化研究のレビュー

を通じて「組織社会化とは，組織という制約の中で，組織にとって益のある現

実的行動を発達させる，組織参入時のプロセス」とも言えると指摘している

（24頁）。

12） もちろん，技能形成と文化受容は完全に切り離せるようなものではない。同

じように，学科教育・実技訓練と心身教育も完全に切り離せるようなものでは

ない。両者は区別されるべきものであると同時に，現実には相互補完的なもの

である。ただし本稿では，それぞれの直接的な目的に注目し，「技能形成」―

「学科教育・実技訓練」，「心身教育」―「文化受容」という対応関係で捉えるこ
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とにしたい。

13） 高橋弘司（1993）2頁，鈴木竜太（2010）29頁。また，中原淳（2010）は3

要素として訓練，経験，人，の3つをあげている。

14） 組織社会化の推進力となる「他者」，「人」のことを「社会化エージェント」

と呼ぶ。

15） 筆者は，企業内訓練校を日本の大手製造業企業の競争力基盤と位置づけて，

その教育訓練内容や教育訓練体制についてヒアリング調査と現場視察を行って

きた。しかし，心身教育に関するまとまった資料・データの入手，心身教育の

現場視察は容易ではなかった。本研究ノートで取り上げたG学園の事例が日

本の企業内訓練校を研究するうえでの代表性を持つかどうかは議論の余地があ

るし，一企業の事例から明らかにできることは限られているが，貴重な事例で

あると考え取り上げることとした。

16） G社の概要および，経営方針・経営戦略については，G社ウェブサイトの

「企業情報」を参照した（http://www.G.co.jp/about/index.html：2015年5

月30日アクセス確認）。またG社『第90期報告書』，G社決算説明会資料

（2015年4月30日）も参照。

17） G社ウェブサイトの「技術学園」を参照した（http://www.G.co.jp/about/

recruit/highschool/school.html：2015年4月30日アクセス確認）。

18） 認定職業訓練制度の「普通職業訓練」のうち，長期間の訓練課程については，

原則1年間で1,400時間以上の訓練時間が要求される。G学園の総訓練時間は

それを大きく上回る水準に設定されている。

19） G学園に配置転換される現場技能員の多くは，所属職場では次代のリーダー

として期待されている人材である。このように，現場技能員を訓練校の指導員

として活用する仕組みを，筆者は「現場人材活用型能力開発」と呼んでいる。

拙稿（2014）では，調査対象とした大手自動車関連企業14社のうち10社の

訓練校において「現場人材活用型能力開発」が導入されていたことを示した。

この仕組みでは「30歳前後」，「訓練校OB」，「現場で中核技能者としての活躍

を期待されている」といった基準で人選がなされており，約3年の配置転換が

行われるケースが多い。そうした技能員には，訓練校において実技指導，教材

開発・改善，班・クラス担任等を担当させ，任期終了後は出身職場に戻す。

この仕組みでは現役訓練生と訓練校OB（次代を期待される先輩）の交流が

生まれるため，訓練生が中核技能者としての自覚や企業への帰属意識を高める

ことができるといわれている。

20） 大饗健児（2010）32頁。こうした認定職業訓練を巡る企業間協力（学園間

協力）については，調査当時のG学園担当者も肯定的であった。「経営者によっ
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ては訓練校の大会などへのアプローチにも違いが出る。時にはコスト優先の声

が大きいこともある。そうしたことに対して，愛知県の多くの企業が認定職業

訓練をやっているから（G社も…筆者）やっていけるというところもある。1

社だけの話ではない」。

21） 朝礼の様子に関する記述は，筆者の現場視察時のメモに基づいている。

22） 筆者が2014年6月に訪問したトラックメーカーA社の訓練校A学園（中

卒3年課程）でも同様の取り組みが見られた。

A学園では，10年ほど前に心身教育の重点を5つ（自主性，リーダー性，

責任感，協調性，忍耐力）に整理し，すべての活動のなかで5項目を意識させ

るように実践しているという。また，活動ごと，学年ごとに各項目についての

目標水準を設定している。例えば体育祭では，2年生には協調性を求めるが，

3年生にはリーダー性を求めるなど工夫している。

23） 筆者が2014年8月に訪問した自動車部品メーカーP社の訓練校P技能研修

生コース（高卒1年課程）でも同様の取り組みが見られた。

P社では，日常的に態度評価と成績評価を行っており，その評価結果を教室

に掲示していた。これを「見える化」と呼んでいた。この取り組みを通して研

修生がお互いに競い合える環境を作り，また，仲間をサポートするきっかけが

作られるのだという。さらに，指導員にとっては自らの指導力が問われるもの

となり，プレッシャーにもなるということであった。

24） 筆者が2012年9月に訪問した鉄鋼（特殊鋼）メーカーH社の訓練校H学

園（高卒1年課程）では，訓練生の個人評価のなかに，心身教育におけるスポー

ツ・ボランティアや生活態度評価も含めていた。

25） 筆者が2012年2月に訪問した自動車部品メーカーF社の訓練校F学園（高

卒1年課程）では，心身教育に目標管理的要素を入れており，入学直後の合宿

などで会社や学園の育成方針に基づいた自分たちの年間目標を設定させていた。

2012年度は16の目標を設定していた。

1 上野隆幸（2000）「高度経済成長を支えた養成工の意識とキャリア」，日本産

業教育学会『産業教育学研究』第30巻第1号。

2 大饗健児（2010）「大事なことはモチベーションUP↑ G技術学園の人づ

くり 」，一般財団法人素形材センター『素形材』第51巻。

3 岡村徹也（2014）「グローバル企業の人材獲得と育成 トヨタ工業学園高

等部の人材育成・教育プログラムをめぐって 」，丹辺宣彦・岡村徹也・
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は じ め に

2015年3月に41年勤めた本学を退職いたしました。その最終教授会の

日に，経営経理研究所のご厚意でわたしの学問遍歴とでもいうお話をする

機会をいただきました。

首題にあるFraLucaPacioli（1445�1517）は聖フランチェスコ派の修

道士（Fra）にして数学者です。この修道士が『スムマ（数学大全）』

（Summa de arithmetica,geometria,proportionietproportionalita.

Venice,1494）を出版し，その一節にヴェネツィアで当時使用されていた

簿記に関する記述がありました。これが最古の複式簿記活字印刷文献とさ

れ，後世この著者を「会計の父」と呼ぶようになりました。

このルカ・パチョーリは，「絵画の王様」と称された同郷の画家ピエロ・

デッラ・フランチェスカ（1412�92）に初学を，次いでドメニコ・ブラガ

ディーノに数学を学び，ウルビーノ公国領主グイドバルド・ダ・モンテフェ

ルトロ（1472�1508）や当代きっての万能の天才レオン・バティスタ・ア

ルベルティ（1404�72），さらにパチョーリを数学の師と仰ぐレオナルド・

ダ・ヴィンチ（1452�1519）など，その生涯に多彩な人間関係をもちまし

た。

筆者がルカ・パチョーリに出逢い，最近出版された書物DoubleEntry
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フラ・ルカ・パチョーリ巡礼
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にこの「会計の父」を偲び，戦中の父が学んだ官庁会計「陸軍簿記」を俯

瞰して，親子して生
なり

業
わい

とした会計の世界を巡礼してみました。

Ⅰ サンセポルクロへの径（「遊び」への誘い）

1990年夏のこと，13の歳から簿記稽古に励んだ1919（大正8）年生ま

れの父が，複式簿記の始祖ともなるルカ・パチョーリ修道士のもとへ巡礼

したいと言い出しました。

かれは1936年3月に東京府立第一商業学校を卒業して，満州・斉
チ

斉
チ

哈
ハ

爾
ル

に渡り満州電業株式会社に入社しました。学費を稼いで大学に進学する

ための外地勤務でしたから，三年半の後ここを辞し，39年4月に拓殖大

学予科に入学しました。43年9月に戦中の繰り上げ卒業で商学部を卒業

して満州電業に再就職，同時に兵役につき44年5月から同年11月まで陸

軍経理部第13期幹部候補生として小平の経理学校に籍を置きました。こ

こを卒業して経理部見習士官となり，終戦時は主計少尉に任官，同10月

5日召集解除となりました。

経理学校の同じ第三中隊に早稲田大学の染谷恭次郎先生（終戦時陸軍会

計監督官）が，また南京の経理学校第二期生（昭和20年5月卒）には大

学時代の同級生根岸哲夫氏が，その一期生には社会会計の先駆者中央大学

の合崎堅二先生が学んでおられました1）。

復員した翌46年4月に紅陵大学助手に採用され，83年65歳のときに

本学を辞し国際商科大学（現東京国際大学）に移籍しました。本学では経

営学，会計学，租税法を担当してきました。戦前期から計理士をされてい

た同期生のご尊父に倣い1951年に税理士の登録をしています。

古希を迎えたかれが思い立ったのが生涯の職業となったその「会計」の

始祖に詣でたいというものです。それから四半世紀してかれ同様会計人と

なった息子の筆者も昨年古稀を迎えました。
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この第一回（1990.7.27～8.14）のイタリア・アレッオ県ボルゴ・サン

セポルクロのパチョーリ生誕地詣でに同伴して綴ったものが拙稿「ルカ・

パチョーリを訪ねて（上）（下）」（雑誌『企業会計』Vol.42,No.11,No.

12,1990）でした。旅の帰路，カナダ・トロントで開催された全米会計学

会（AAA）の年次大会に立ち寄り，シアトル大学パチョーリ・ソサィティ

が編纂したビデオフィルム（LucaPacioli,UnsungHeroofTheRenais-

sance）を入手しました。このビデオを紹介しようと，「影の英雄，ルカ・

パチョーリの一側面」を雑誌『速報税理』（Vol.11,ぎょうせい1992）に

投稿しました。同時におよそ70名が全国から参集した日本パチョーリ協

会を立ち上げました（1992年1月28日）。この創立を祝って「ルネッサ

ンスの影の英雄 ルカ・パチョーリ」を雑誌『税經通信』（1992年1月）

に載せました。

このパチョーリ詣での4年後，1994年4月9日から12日，『スムマ』

出版の地ヴェネツィアで「フラ・ルカ・パチョーリを祝する特別世界展」

が催され，24か国から三百名ほどの研究者が集いました。この国際会議

の最終日にパチョーリの生まれ故郷サンセポルクロへのバス・ツアーがあっ

て，二度目の巡礼を果たしました。会議で知り合ったオランダ人研究者に

託された原稿を批評した「パチョーリ論文に対するマネリンの解釈：紛争

収拾と会計」は『経営経理研究』54号（1995.9）に投稿しました。

同年の11月11日はパチョーリが『スムマ』を出版してから五百年目を

迎える日に当たり，在日イタリア大使館主催の五百年祭シンポジウム（イ

タリア文化会館）に招かれました。

ピェロ・デッラ・フランチェスカの立像に次ぐ巨大なパチョーリ像2）が

生誕の地に建立されることになり，これを祝して1994年6月19日から

23日にかけてシアトル大学パチョーリ・ソサィエティの主催するシンポ

ジュームがサンセポルクロ市でもたれました。日本パチョーリ協会を代表

してイタリア留学中の本学イタリア家族法の松浦千誉教授が参加しました。
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パチョーリに関するこれらの寸描を投稿しているうちに，興味を抱くよ

うになり，本格的なサーベイを開始，「会計の祖 ルカ・パチョーリの一

側面」（『経営経理研究』50号1993.3）と「文献案内：邦文ルカ・パチョー

リ研究（1878～1994）」（『経営経理研究』54号1995.9）を纏めました。そ

の後，各大学の紀要に掲載された邦文のパチョーリ文献（明治期から今日

まで）を集大成した『我国パチョーリ簿記論の軌跡』全二巻（雄松堂書店

1998年6月）を片岡泰彦先生と共同編集しました。

丸善や雄松堂という稀覯本洋書専門店が1494年の『スムマ』初版本の

みならず 1523年の第二版や 1509年の『神聖比例』（Devinapropor-

tione）を小日向台の研究室に持参される機会があり，これを紹介する

「スムマ初版と二版」（AAAジャーナルNo.20,2007.02）や㈱ぎょうせい

の依頼を受けた「『スムマ』を収蔵する図書館」（雑誌『速報税理』Vol.21,

No.25,2002）を綴りました。

2001年に短期留学の機会を利用した三度目のサンセポルクロ巡礼では，

その旅の思索を纏めました。

「ルカ・パチョーリ師のイコノロジー」

拙著『麦踏み』（DTP出版2004）

「ピェロ・デッラ・フランチェスカ観賞旅行」

拙著『麦踏み』（DTP出版2004）

パチョーリに関するこれらの拙稿は先端科学を扱ったものではなく，

「遊び（趣味・楽しみ）」でした。明治期に複式簿記や会計の知識が移入さ

れて以来，戦前はヨーロッパから，戦後はアメリカの文献を翻訳しその普

及に務めることが，悲しいかな（会計）学者の仕事であって，趣味として

知を楽しむ余裕はありませんでした。

この国の会計制度が国際的水準に達し，商法や税法との調整がひと段落

した1990年代に上原孝吉著『簿記の歴史』（一橋出版1987）や久野光朗

著『会計歳時記』（同文舘1993）など簿記会計の歴史を親しむ出版が続き
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ました。さらには新井益太郎，川北博，中村忠，武田隆二，染谷恭次郎，

諸井勝之助などの会計人の随筆集3）が読まれて，暫しの間，研究者の心に

余裕が生れたのです。

Ⅱ DoubleEntry（新たな展望）

インターネットのショッピングサイトでDoubleEntryというタイトル

の本を見つけました。それがDoubleEntry:HowtheMerchantofVenice

createdmodernfinance,byJaneGleeson-White,London,2011でここ

で紹介するパチョーリに関する書物です。本書は幸いジェーン・グリーソ

ン・ホワイト著，川添節子訳の『世界経済史』（日経BP出版2014.10）

というタイトルで翻訳出版されています。

本書はインド・アラビア数字の西洋への伝播に始まり，13世紀後半に

イタリアに広まった複式（doubleentry）簿記の仕組みが21世紀の経済

を支配するに至ったいきさつを丹念に調べています。複式簿記という資本

利益計算がルネサンスという息吹で富と文化をまず開花させ，次いで資本

主義（費用便益計算）を隆盛にしました。さらに数世紀後この計算手法が

エレガントなコミュニケーション・ツールへ変容し，世界経済を根底から

変えて現在の経済社会を支配するようになったと述べています（和訳書

pp.11�12参照，以下ゴシック文体はその邦訳と当該ページを示す）。この

簿記普及の始まりが修道士であり数学者のルカ・パチョーリの著作『スム

マ』の中に書き残している，と述べて本書がはじまります。読み進むうち

に以前からパチョーリに抱いていたいくつかの疑問が解けてきました。

� 起源論に一石を投じる

インド・アラビア数字と複式簿記は，インド人ないしはアラブ人がアジ

アで発展させたと考えることも可能だろう。複式簿記の起源がインドかイ
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スラームかという点については諸説あるが，決定的な証拠は見つかってい

ない。ある学者は，フィボナッチの『算盤の書』やイスラームに支配され

たスペインの大学に起源があると主張する。また，622年を元年とする初

期のイスラーム国家における会計慣行が，のちに北イタリアで使用された

ものと似ていることから，そこに起源を求める説もある。一方では，イン

ドの商人が（数千年前から）独自に進化させたという見方もある（p.25）。

著者グリーソン・ホワイトは簿記の起源論はさて置いて，ルカ・パチョー

リが推奨したインド・アラビア数字の西洋への伝播に関心があったようで，

私見を交えてまずこの点から言及しておこう。

6,7世紀ころに会計上の必要からインドの商人は，正数（財産）と負数

（負債）の概念を知っていて，借金は負の数で表してきた。財産も借金も

ない状態がゼロであることから，ゼロの概念が存在しなければ，負数は生

まれなかった4）。このことが8世紀以降イスラーム社会で知られるように

なり，11世紀にはアラブの数学者が「負債」に負数をつかうようになっ

た。パチョーリは，『スムマ』のなかでpとmの記号で使い分けていた

が，ヨーロッパの数学者のほとんどは17世紀にいたるまで，負数の概念

に抵抗を見せたという5）。

複式簿記の起源に関して，古代ローマ説と中世イタリア説とが大々的に

語られ，さらに後者はジェノヴァ説，ヴェネツィア説，あるは両都市同時

発生説などに細分される。このほかインド商人が紀元前から使っていたと

いう bahi-khata説，イタリアよりも古くから存在したとする開城
ケ ソ ン

簿記

（四
サ

介
ケ

松
ソン

都
ド

治
ジ

簿
ブ

）法，中国の四柱結冊法など，また数字とともに複式簿記

がもたらされたことからアラビア起源説は根強くあったが，レコンキスタ

（Reconquista）説ともいえるアフリカ，特にアレキサンドリアからだと

する説が最近浮上してきた。

オランダ人会計史家tenHaveは「イスラーム教徒がスペインに持ち込

んだヒンドウ文化の中にインド文字を書く手法が使われていたが，スペイ
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ンでの数字の発達とイタリア簿記の進化との間には何の関連も見いだせな

い」6）と歯切れが悪い，また「イタリア人はレパントとの交易を通じて10

世紀には絶頂期を迎えたアラビア商業文化と密接に結びついていた。商業

技術や法律ばかりでなく，アラビアの簿記も非常に高い水準にあった」7）

と綴っている。

アラビア全土を征服したマホメット（Muhammad）は632年に没する

が，彼の軍隊は天国をもとめて死をも恐れない教義を教えられたことから，

その後百年の間に東はトルキスタンから西はスペインに至るイスラーム世

界をつくった。「老化し，死に瀕していた（ヨーロッパ）古代世界の諸文

化は，若くはつらつとしたアラブ人たちの猛攻撃に太刀打ちすることはも

はや不可能であった」8）とドイツの数学者K.メニンガーは言う。ギリシア，

ペルシア，インドの輝かしい文化は，アラビアの衣をまとい，西洋への道

を進み，そこでラテンの衣裳に衣替えしてヨーロッパ全域に拡散した。た

とえばギリシアの数学家ユークリッドの業績も，多分バクダードでアラビ

ア語に翻訳され，西方への長い道のりを経てスペインに至り，そこでもう

一度ラテン語に翻訳されてからヨーロッパに紹介された9）。

� 宗教と利息と簿記の関連

990年のころの北宋で約束手形の役割を果たす交
こう

子
し

が民間で使われ始め，

つぎの金（1115�1234）帝国では交
こう

鈔
しょう

（世界初兌の兌換紙幣）が流通，こ

れがモンゴルの平和とともに西方に伝えられた。

こうしてイスラーム商人はバクダッドの銀行あてに振り出した小切手

（chequeはアラビア語から来ている）を中国で現金化することができた

という。プラトーのダティーニ商会10）も使っていた為替手形は12世紀に

ヨーロッパに現れ，新しい資金供給手段となった。14世紀 Merchant

Bankerであるダティーニの時代に至っても金利を要求することは暴利を

むさぼる行為とみなされ，場合によっては教会により禁止されていた。両
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替する時点にならないと損得が不明なことから，為替レートの変動は不確

実なため教会はその際の利益を金利とみなさなかった。これが手形使用の

広まった原因だという（p.28参照）。

ルネサンス期には，商売に打ち込むことは道徳的に疑問視し，貨幣を動

かすことで利益を得るのは好ましからざることとみなされていた。教会が

高利貸しを禁止していたのはそのためである。そこでフランチェスコ・ダ

ティーニがすでに14世紀に行っていたように，パチョーリも利益の追求

を正当化する手段として，キリスト教徒であることを帳簿に明示すること

を奨めた。複式簿記を使うこと自体が，キリスト教における告解だった。

世俗的な行いを神の前ですべて告白することで過ちが赦される。帳簿に記

された十字架や神の名（「父と子と聖霊とすべての聖人，天使の名におい

て」または「神と利益の名において」）11）は，単なる飾りではなかった

（pp.96�7参照）。

ウイリアム・シェークスピア著『ヴェニスの商人』もキリスト教徒とユ

ダヤ教徒の利息に対する考え方の問題であった。アントーニオが友人パッ

サーニオの窮地を救うためにユダヤ人金貸しシャイロックに悪口をつきな

がら，「シャイロック，金を貸してもらえるのか？」と問い，シャイロッ

クは「公証人のところに行き，あんたの判をついてくれれば利息は取らな

い。証文に記載されたとおりの日に指定された場所で明記した金額をお返

し願えない場合は，その違約金代わりに，…」といい，アントーニオは

「よし，わかった，シャイロック，判を押そう」と合意した。これが後日

問題となって，法学博士に扮したポーシャ妃の出番となる12）。

� パトロネージと同性愛のうわさ

ルネサンス期のパトロン制度（patronage）は人脈形成の有力手段で

あり，芸術家だけではなく，成功を目指す人にとっては不可欠なものだっ

た。パチョーリは生涯を通じてパトロンに恵まれ，経済支援や庇護を受け，
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権力者を紹介してもらった（p.62）。

『スムマ』出版で大成功を収め，一躍有名となったパチョーリは，現存

する最古の肖像画を残した数学者となった。それが『スムマ』出版の翌年

1495年にバルバリが描いた，ナポリのカボディモンテ宮に残る，いわゆ

る「パチョーリ修道士とグイドバルド」画です。

① イギリスの数学者NickMackinnonは，この画面右手に佇む人物

をグイドバルドでなく，アルブレヒト・デューラーだとする13）。この

絵画（中央のパチョーリ修道士が左手で押さえているのはユークリッ

ドの「原論」）は「ルネサンス期において重大な意味を持つ瞬間をと

らえたものだ。数学者パチョーリがデューラーに講義することにより，

古代ギリシャの幾何学と新しいイタリアの芸術の基礎がアルプスの北

側へ渡ったのである」（p.81参照）と賛美している。

デューラーが知りたがったのは，イタリアの画家たちの新しい流派

の秘密であった。すでに彼は，完全な人体の比例（ウィドルウィウス

に基づく人体比例）についてヤーコポ・デ・バルバリに問いただし，
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これらの秘密のいくつかを見つ

けだそうとした14）。このため，

デューラーは1494�5年と1505�

7年の二度にわたってヴェネツィ

アを訪ねている。

バルバリは，おそらくドイツ

人商人アントン・コルプが仲介

者となって，1500年4月8日，

神聖ローマ皇帝マクシミリアン

1世の宮廷画家としてニュール

ンベルクに招聘され，デューラー

と出会った15）。この時に初めて

バルバリがデューラーに会った

としたら，1495年当時はまだ面識はなかった。

なお画家バルバリは「絵画の王様」ピエロ・デッラ・フランチェス

カの弟子である。パチョーリもピエロが数学上の師であることから，

バルバリとパチョーリは既知の関係にあり，パチョーリが直接肖像の

制作をバルバリに依頼したのであろう。

デューラーは1493年（上掲の自画像）と1500年にも髪を長く伸ば

し，彫の深い眼差しの絵を残している。バルバリがパチョーリ師を描

いた1495年の時点で，師は50歳，絵の中で一段高い壇に立ち，聴衆

の左方向を見やる人物は35～45歳の壮健な青年である。僧服を着る

パチョーリも手許の石板を見つめることなく，聴衆の中ほどを見てい

る。グイドバルドと思しき人物は師が説明する石板を見るべきところ，

ともに目線は別々の宙にある。それが神秘的でもあり，意味ありげで

ある16）。グイドバルドは1472年，デューラーは1471年の生まれで当

時22,3歳となる。
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② ピェロ・デッラ・フランチェスカが少年パチョーリを連れて案内し

たウルビーノ公の図書館，その領主フェデリーコ・ダ・モンテフェル

トロの息子グイドバルドに1474年のころパチョーリが家庭教師をし

た17）という。そのグイドバルドに『スムマ』18）の簿記論部分「計算及

び記録に関する詳説」で「ウルビーノ公国領主，高潔な殿下の尊敬す

べき市民が簿記のルールを理解してきちんと帳簿をつければ，商売繁

盛につながり，ひいては税収を増やすことができる」（p.94）ことを

提唱している。このことから右手の人物はグイドバルドと推定されて

きた。

またパチョーリは10代のころにヴェネツィアのジュデツカ島に暮

らす裕福な商人AntoniodeRompiasiの三人の息子の家庭教師とな

る。ここで初めて数学の書物（AManuscriptAlgebre）を書き，彼

らに贈っている。パチョーリ研究家R.EmmettTaylorは，「ジュデ

ツカのアントニオは尊敬すべき商人で，ロンビアージ家の三兄弟は素

晴らしい生徒だった。この父と息子たちのおかげで，私はあの家の

なかで安らぎを見つけることができ

た」19）とパチョーリに語らせている。

病弱であったグイドバルドをラファ

エロ・サンツイオが描いている，その

肖像画（ウフィツィ美術館蔵）とこの

人物の骨格が相違する20）。パチョーリ

研究家である公認会計士の岩井敏は，

裕福な毛皮商人ロンピアジ家の三人の

兄弟（Bartolo,Francesco,Paolo）

の一人ではないかと主張している。

この青年は真っ赤な下着と派手なジャ

ケツ，内側がヒョウ皮の襟で着飾って
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いる。そして左手は暖かそうな手袋にある。当時35から45歳になっ

た毛皮商人の息子の一人がこの絵画のパトロンである可能性が高い。

③ ペルージャ大学との契約期間の終了後，故郷に戻ったパチョーリ

（1510年65歳）は，聖フランシスコ教会の上層部と衝突して，サン

セポルクロの若者たちに数学を教えることが禁じられた。このエピソー

ドから，パチョーリが同性愛者だったのではないかという憶測が生ま

れ，1490年代を通じてレオナルド・ダ・ヴィンチと親密な関係であっ

たことから，さらにこの憶測をあおることになった（p.68参照）。別

の個所でも著者は「性的嗜好や世俗的な道楽など，もっとスキャンダ

ラスな問題があったのかもしれない」（p.90）と表現している。

� 複式簿記普及の実態

商人世界に簿記が普及し大航海時代を経たころ，学問や教育の分野では

簿記の理論がほぼまとまり，教科書の記述のなかでも複式簿記が標準的な

地位を占めるにいたった。もっとも，実際の取引の現場では，実にさまざ

まなやりかたで帳簿がつけられており，…複式簿記が実務の道具として本

当に定着するのは株式会社が発達する19世紀になってからなのだが，複

式簿記という記帳の一手法が，専門家たちをこれほどまでに魅了したのは

なぜだろうか？（p.123）と問い，この記帳システムに試算表（自己検証

能力）が組み込まれていて，理路整然とした仕組みと完全に秩序づけられ

た持続的記帳実践が学習者の勤勉性を養なった。これをマスターすること

が経営者に役立つ知識となって意思決定能力が高められたとも著者はい

う21）。

従来，簿記会計史は技術史におちいりがちで，文化史的考察をしてこな

かった。著者も書くように実務は教科書通りではない。筆者の「簿記の技

術移転 家計簿記の場合」と題する稿で「社会構造とそこに生まれた文

化の影響を受けて，西洋技術と土着の技術の対話が長らく続き，洋式簿記
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の変形した形が定着してきた」と結んだ22）。福澤諭吉も複式簿記の原理的

書物を翻訳出版し，「書物は賣れたれども，扨この帳合法を商家に用いて

店の帳面を改革したるものは甚だ少なし」23）と嘆いている。この国に複式

簿記が普及するのは，それから75年後の青色申告制度の定着時期まで待

たねばならない。こうして定着した簿記方法もこの国の風土に適った伝票

式や複数仕訳帳を採用した帳簿組織であった24）。

� 会計は地球を救えるか

今日私たちが当然と思っている企業会計の手続きの多くは，ヴィクトリ

ア時代のイギリスに株式会社が発生し，法制化される過程で進化してきた。

たとえば法人という概念もその一つだ。法人格を備える会社とは，配当の

源泉となる収益を継続的に生み出す事業体であり，ヴェネツィアの商人が

行っていたような，取引ごとに損益を清算し，資本を分配していた投機的

な事業体とは異なる。これ以外にも，…原価計算，有限責任，減価償却と

いう概念が生まれ，さらには公的な監査という手続きも新たに要求される

ようになった（p.146）。

資本主義の歴史的なつながりを（会計が）見いだした時期が18世紀後

半から19世紀末にかけてだったというのも納得できる。社会科学として

の政治経済学が生まれ，アダム・スミス，トマス・マルサス，デヴィッド・

リカードがそれぞれの著書を出版した時代である。この社会科学の台頭の

基礎となったのが会計だった。経済学者がモデルを作って経済を分析し，

19世紀の工業生産と企業経営の中身をマルクスに見せることができたの

は，複式簿記があったからだ（pp.167�8）。また，マルクスの理論に注目

し，それを「資本主義」という概念に発展させ，『近世資本主義』の中で

その用語を使ったのはウェルナー・ゾンバルトだった。

第二次大戦後，複式簿記に導かれたデータを基礎に近代経済学派が構築

した国民経済計算 nationalaccounting（GNPや System ofNational
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Accounts:SNA）は，公害や交通事故による痛手，自然の美しさ，個人

の美徳，国への忠誠心などは計測されず，国の繁栄尺度としては疑問であ

る。ブータン王国は経済的には恵まれないが，国民の幸福度では世界一だ

とするGNH（GrossNationalHappiness）が脳裏にあって，「会計は地

球を救えるかHowaccountingcouldmakeorbreakplanet」と著者は

問う。また，著者の女性らしい感性から，会計理論（費用便益計算）を振

りかざすことで，いままで地球を傷つけてきたが，この会計用具がこれか

ら地球を救うカギとなる，そのことが最も重要なことだ（p.12参照）と

述べる。

人の幸せを測定するには国民経済計算は何の役にも立たず，国家レベル

の環境会計に託すべきだという。地球の限りある資源と私たちの消費文明

を共存させたければ，海，大気，森林，川，荒野に貨幣価値をつけ，地球

の価値を市場が認識できる形で明示しなければならない（p.248）。そこ

で限られた資源のもと持続可能な豊かな社会を構築する用具として，会計

に秘められた力が期待されている25）。

今更ながら，A.C.リトルトンの1933年の言葉「会計は時代の必要に

応じて時代の環境のうちに芽を発したのであった。そして，時代の環境に

応じて成長し発展をとげてきた。それが時の流れとともに変遷していった

事情は時代時代の諸力の中に説明を求めることができる。かくて，会計は

まさしく進歩的であり相関的であるのである。それは与えられた動機によっ

て産まれ，与えられたる運命に向かって歩んでゆく」26）を思い起こされる。

Ⅲ 帝国陸軍の簿記（ふるきを学び）

「会計の父」巡礼を思い立ったかれは商業学校で簿記を学び，満州の電

力会社に勤め，大学で法律や会計学を，そして陸軍で経理（学）を学びま

した。戦後本学で租税（行政）法や経営学のほか，会計学や会計監査論を
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担当しました。その監査論は（軍部で用いた）内部監査手法でした。この

監査論を継いだのが専修大学の檜田信男，そのさらに跡を檜田の弟子・松

井隆幸27）が学統を繋ぎました。

さて，経理学の基礎となる「軍部で用いた簿記」のことですが，その論

考は少なく，また実践された簿記資料は終戦時に焼却され，残されたもの

も連合国に没収されました。さらには現在でも官庁における「国庫金の受

払事務は，……官民を問わず多数の実務者が携わっているものの，国庫金

の受払が持つ本質的意義について触れられる文献は殆ど見られない」28）と

されています。

支出官事務規程（昭和22年大蔵省令第94号）

歳入徴収官事務規程（昭和29年大蔵省令第141号）

出納官吏事務規程（昭和22年大蔵省令第95号）

そこで，その時代に戻って軍用簿記を再現してみよう。

� 国防予算

戦前の国防費は陸・海軍省の予算によって賄われました。予算は帝国議

会の協賛を経て天皇が裁可して交布され，歳入は大蔵省所管，歳出は皇室

費の外各省所管別とし（會法8条，會規10,11条），各省大臣に支払予算

書が下附される。この予算書は大蔵大臣及び会計検査院に送付され，また

現金出納機関に支払額の標準を示し現金の準備をさせる（會規14,15,16

条）。

陸軍大臣（支出官）よりその所管各部局に予算額を令達するには明細支

払予算書を用います。この支払予算書は各部局に対する年度所要経費の定

額を定めその使用を分任する予算にして，支出権委任（分任支出官）の範

囲を示す（陸會規4条）。

陸軍大臣は予算実行に際して現金の交付に代えて日本銀行29）を支払人

とする小切手を振り出す機関であるが，これを部下である委任支出官に移
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譲することができる（會法15,會規41条）。また政府に属する金銭，物品

もしくは政府に保管義務のある金銭，物品の保管出納を掌るのが出納官吏

です（會法35条）。

會計法は収支の命令を発する機関と，現金等の保管出納を行う機関とに

分け，前者の命令機関では収入を歳入徴収官が，支出を支出官によって，

また後者の出納機関は収入官吏と資金前渡官吏とによって牽制している。

例えば師団司令部には分任収入官吏と分任資金前渡官吏を，また各部隊に

もそれぞれの分任官が置かれている。

官衛各所に於いて直接歳入金の収納を要する場合は収入官吏がこれを収

納し収納済みの旨を歳入徴収官に報告（會規33条）し，また資金の交付

を受ける資金前渡官吏は債権者に直接支払う機関にして，現金出納簿を備

えて出納を行い，必要に応じて前渡資金整理簿，概算払金整理簿及び前金

払整理簿に現況を明らかにします（會規158条）。収入官吏並びに資金前

渡官吏は会計検査院に証明のための各種計算書を調製し，証憑書類等を前

者は歳入徴収官に，後者は支出官経由で会計検査院に送付する（會規140,

141条）。

手許にある『陸軍簿記ノ参考』（陸軍經理学校，昭和16年7月）に陸軍

簿記の整理の仕方が二種紹介されています。

現金ノ出納ヲ取扱ハス單ニ書類ノ授受ノミニ依リ収支ヲ整理スル方法

ニシテ科目整理ノ法トモ謂フヘキモノナリ歳入徴収官，支払官ノ記簿

整理ノ如キ是ナリ…之ニ反シ専ラ現金ヲ出納スルモノニシテ…其ノ収

支ノ金額ヲ整理スルノ方法ニシテ現金整理ノ法トモ謂フへキモノナリ

出納官吏ノ記簿整理ノ如キ是ナリ（同書p.7）

このように出納官吏が取り扱う現金等の出納（「現金整理法」）は複式簿

記に倣い，試算表を以てその正確性を確保している。また「物品整理に属

する簿記」として官衛各所（物品会計官吏）には物品出納簿（陸軍物品會

計規程5条，会規簿表21）を備えて，品目別の，前年末繰り越し数量，
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買入数量，生産数量，保管転換数量，消耗数量，売却数量，亡失・毀損・

払出数量などを記載し，現在高を明らかにする。さらに物品受払簿（會規

簿表15,16）を以て物品の移動を明らかにする。

なお1889年に會計法が制定されるまで10年にわたって複記法が採用さ

れてきたが，その後の官庁簿記は「一種の書留簿の様式」となり，ドイツ

圏の国々が採用してきた「カメラル簿記」による帳簿様式となった30）。

�出納官吏の帳簿�

*現金出納簿（會規158条，會規簿表14）…現金の出納並びに小切手の

発行

*整理簿（會規104条，會規簿表13）…官衛各所の経費支払現況

*試算表

*保管金整理簿（會規105条，會規簿表19）…官衛各所の保管金現況

�根拠法規の略称�

會法：旧會計法

會規：旧會計規則

會規簿表：陸軍會計簿表規程附様式

� 陸軍経理の概要

陸軍には統帥，軍政，軍事司法の三業務があり，そのうち「軍政」とは

国家の独立を維持するために欠くべからざる（陸軍省が所管する）兵力の

保持を任務とするものです。これには大別して軍の編制と経理とがある。

「陸軍経理」とは軍政における財務及び軍需の調達，管理，補給並びに

人馬の給養をいい，そのうち，金銭，衣食住に関する事項を会計経理と称

する。軍（隊）は常に戦闘を以て目的とするから，需要は戦闘の要求を基

準としてその供給の確実かつ迅速なることを主眼とする。よって，性質，

目的，施行状態により陸軍経理は次のように分類される31）。
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① 平時経理と戦時経理

戦時経理とは戦時または事変に際して動員または臨時編制した部隊等

における経理です。平時経理の会計期間は4月1日から3月31日，戦

時経理（事変費）は戦役の当初より終結までを以て一会計期間とします。

本稿では「戦時経理」の解説を省く。

② 金銭経理と物件経理

前者は予算，収入支出，現金の保管，出納，金銭給与，決算整理など，

主として金銭（会計）にかかわり，後者は金銭以外の軍需の調達，保管，

出納，諸給与，決算整理など，物件にかかわる。物件経理はさらに国有

財産及び物品経理（会計）に区分されている。

③ 委任経理と実費経理

前者はもっぱら，金銭又は物品を以て定めたる給与の定量定額を部隊

に交付して，その経理を給与実施責任者である各部隊長に委任する方法

です。この際に生じた残金，廃物売却代金等は積立てこれを給与の均衡

を保持することに充てることができ，後者は令達予算の範囲内で実費に

より諸般の費用を支出し，その余剰は国庫に帰属させる国家の一般経理

です。なお，戦時経理はその確実を期すために実費主義である。

� 部隊に於ける経理

原価計算論の文献史を専門にされる建部宏明教授の調査によると，当時

の軍隊経理に詳しい著作に陸上幕僚部会計課編『予算会計制度史』（全

450ページ，未入手）があるが，出版社などの詳細が不明とのことです。

そこで，手許にある二，三の資料から部隊の経理事務を組み立ててみる。

歩兵聯隊（人員3,000名程度，聯隊長は大佐又は中佐）を例にして，聯

隊本部の各種業務を解説32）してみた。本部の指揮機関の隷下に兵器委員，

経理委員，酒保委員，将校集会所委員，共有金保管委員，文庫委員が置か

れる。補給全般を取り仕切る経理委員（首座は主計少佐ないし主計大尉）
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は糧秣関係の業務を兼ねている。大隊単位（2～6中隊300～1,000名程度，

大隊長は少佐）で駐屯する場合には経理委員の下部組織として糧秣委員を

設けることがある。経理・糧秣両委員の任務と構成は次の通り。

経理委員：各種給与の計画と実施，被服，糧秣，陣営具，練習用具，消

耗品等の調達，検査，保管，出納を行うとともに，金櫃（金庫），営

繕，炊事，給与，（各種補修）工場の監視と経理に任じ，要員の養成，

教育に従事します。

糧秣委員：聯隊本部隷下の経理委員と連携して，糧秣（人馬の食糧）の

検査，管理，出納，調達と炊事（兵営食堂），給与に関する業務に従

事します（首座は大尉）。

手許の福岡歩兵第二十四聯隊『陸軍經理ノ概念』（昭和12年11月）は

携帯用手帳サイズ（9.5×13センチ）にして表紙が金唐革紙製です。部隊

の日常「経理実行機関業務指針」が巻末にまとめて記載されている。

① 中隊長（歩兵200名程度）は分任官が調製した書類の点検と捺印を

し，糧秣関係では，食事伝票の点検，食事分量の適正配分を，被服愛

護心の向上につとめ，物品の消費節約，防災・水道の節約を心がける，

とある。

② 経理掛将校は中隊長を補佐し，各関係経理委員と連携して主任下士

官を指導，兵員の福利増進に務める。物品の点検・管理並びに各種工

務兵の作業状態を検査する。

③ 中隊分任官は出納官吏として現金出納簿を備へ，その取扱い実績を

記帳，前渡資金支払に際して受領書を作成して，給与原簿に基づき現

金を支給する。

④ 中隊給与係下士官は被服の現況，食事分配の状況，物品の受払い及

び配与簿の整理，陣営具等の保守点検。

⑤ 中隊班長（4～6人）は給与係下士官と連繋して，各種業務を励行

する。
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� 経理部見習士官

戦時に際し特に必要ある場合，陸軍の見習士官又は海軍の候補生に出納

官吏と同様の資格を与え，現金又は物品の出納保管を掌ることができる。

この規定により，幹部候補生は一般兵同様，各部隊に入営又は応召し，数

か月の初年兵教育をうけた後，試験合格者を各師団で予備的に集合教育を

し，経理学校で専門教育を施す33）。

昭和13年4月28日付け「経理部幹部候補生教育規則」に主計，建築，

衣糧の各幹部候補生の要件が規定されている。

① 主計幹部候補生：法律，経済又は商業に関する学科を教授する学校

を卒業したる候補生

② 建築幹部候補生：工業に関する学科を教授する学校を卒業し建築又

は土木に関する学科を修業したる候補生

③ 衣糧幹部候補生：工業又は農業に関する学科を教授する学校を卒業

し応用化学，染色，紡織，農芸学又は農産製造に関する学科を修業し

たる候補生

陸軍においては経理部将校を配属する部隊では経理部見習士官を出納官

吏に任命し，會計法の出納官吏に関する規定を準用する（會法戦特3,陸

軍會計事務規程戦時特例30条）。また，下士官の位置に充当した経理部士

官候補生及び経理部幹部候補生は所属部隊長が出納員に命じ現金保管出納

の事務を取り扱わせることができた。

なお，かれの場合は師団経理部需品係主任として見習士官に任官し，曹

長，軍曹，伍長と兵二名を部下とした。

� 会計経理の監督

決算とは予算を施行したる実績に対する証明及び報告を総称し，法令違

反，目的外支出など会計の始末を明らかにします（旧憲法72条）。会計監
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督は国法上の監督機関によるものと行政内部に止まるものとがあり，前者

を「証明決算」といい，予算実行機関（歳入徴収官，支出官，出納官吏）

が会計検査院に証明のために行う。後者を「行政決算」といい，収支統括

の必要から予算実行の実績を累積して上級統括機関に向けて総決算に資す

るものをいいます（會規73,74,140～143条）。

会計検査院の監査のほか，陸軍大臣の下に陸軍経理部，陸軍航空本部第

三部，並びに陸軍省経理局監査課が不正，不当もしくは誤謬・脱漏等の事

実なきよう調査し，経理方法の改善進歩を図ってきた。

なお，會計検査院法16条により，一部の会計に関する計算の検査を当

該官庁に委任でき，委任経理に属する金銭物品，委任経理外の物品の大部，

資金前渡に係る召集諸費，歳入歳出外現金等の検査並びにその責任解除が

当該経理部長等に移譲されていた。さらに国家機密に関する計算（會計検

査院法23条）並びに軍の出師準備品34）に関しては当該大臣がその責めを

負い会計検査院の監査を行わないこととされていた。

以上，掻い摘んで旧陸軍の経理規程を解説しました。この領域の研究は

兵器等の原価計算にかかわる発展史や内部監査制度の形成史で取り上げら

れることはあっても，ほとんど等閑視された分野です。

西川孝治郎稿「軍用簿記ことはじめ」

雑誌『企業会計』1955年4月号

久野秀男著『官庁簿記制度論』税務経理協会 昭和33年

檜田信男稿「内部監査の回顧と展望� 内部監査の理解へのアプロー

チの変遷に関連して 」『LEC会計大学院紀要』No.5

建部宏明稿「陸軍経理組織の変遷と内部監査制度」

明治大学『経理知識』76号

―149―



む す び

アフリカ・ユーラシア大陸（Afro-Eurasia）の各地から集積された知

識を中世の商人たちが帳簿に閉じ込め，DoubleEntryの技術とスピリッ

ツを完成しました。これをパチョーリが印刷文献として残したことから，

その後近代社会の旗頭にこのスピリッツがなって，豊かな繁栄を可能にし

たのです。

しかし，核物理学の研究のみならず気象学など身近な科学が諸刃の剣で

あったように，会計の世界でも，軍需品の原価計算技法一つとっても不幸

な方向にむかうことがあります。シドニーで開催された会計史世界会議で

基調講演を行ったかれの同級生の染谷恭次郎教授が「日本の会計学は戦争

と如何にかかわったか」という質問を受けたそうです。往年本学の会計学

を担当してきた佐藤勘助先生が「科学は人間幸福のためにある」と口癖の

ように言われ，また戦中を軍国少年として過ごし昭和26年に教諭となら

れた恩師鬼形功先生（本学の簿記原理，商業科教育法を担当）が本学を退

職される際に「教え子を戦場に送ることがなかったことに幸せを感じる」

と述べておられました。この歳になるまで教職の末席にいた筆者が戦争の

苦汁を知らずに過ごせたことに感謝しています。

なお本稿校正中の敗戦70年目の平成27年7月16日，集団的自衛権行

使を認める安全保障関連法案が，自民，公明両党などの賛成多数で可決，

本院を通過した，ことを付記しておきます。

本日は「巡礼」にかこつけ，かれと伴に会計に遊び，パチョーリ研究の

新たな展望を垣間見て，軍用簿記のふるきに学び，科学の在り方に思いを

はせた次第です。
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1） 陸軍経理学校同期の第二中隊に，本学第16代総長を務めた小田村四郎氏

（陸軍航空本部経理部）が，また第12代総長を務めた中曽根康弘氏は海軍短

期現役制度のもと昭和16年に主計中尉として任官している。なお，ファイナ

ンスの草分け諸井勝之助東大名誉教授も19年9月海軍経理学校に志願し，主

計課短期現役見習尉官として入学されている。

2） 聖フランシスコ教会の正面に台座と全身で4メートル台のフラ・ルカ・パ

チョーリ像（白亜の大理石製）が建立され，また教会を挟んだその裏庭にピェ

ロ・デッラ・フランチェスカ像がある。

3） 新井益太郎著『つまらぬ咄し』（同文舘出版 昭和51年）に始まるシリー

ズ『続』（昭和56年），『また』（平成4年），『なお』（平成8年），『つま

らぬ咄し（抄）』（平成9年）など

川北博著『学生諸君への手紙』（TAC株式会社 1995）

中村忠著『会計学こぼれ話』（白桃書房1990），『会計学放浪記』（1994），

『会計学つれづれ草』（1998）

武田隆二『居眠り講義』中央経済社 平成4年

染谷恭次郎著『早稲田大学と私』（中央経済社 平成7年），『ある会計学者

の軌跡 ひとつの会計史学 』（税務経理協会 平成9年）

諸井勝之助著『私の学問遍歴』（森山書店2002年）など

4） ドウニ・ゲージ著，藤原他訳『数の歴史』創元社（2012）p.84参照（Denis

Guedj・L・empiredesnombres・Paris1996）。

5） K.メニンガー著，内林政夫訳『数の文化史』八坂書房（2001）（Karl

Menninger・ZHALWORTUNDZIFFER・G�ottingen1958）。

6） O.tenHave,translatedbyA.vanSeventer,・TheHistoryofAccount-

ing,・California（1976）p.32.

7） O.tenHave,ibid.,p.14.

8） K.メニンガー著『前掲書』p.307.

9） K.メニンガー著『前掲書』p.310.

10） IrisOrigo,・TheMerchantofPrato,・1957.イリス・オリーゴ著，篠田綾

子訳『プラードの商人』白水社1997が詳しい。

11） ジェイコブ・ソール著，村井章子訳『帳簿の世界史』（文藝春秋 2015）参

照。JacobSoll,TheReckoning:FinancialAccountabilityandTheRiseand

FallofNations,NewYork,2014.

12） 小田島雄志訳『ヴェニスの商人』白水社（2010）pp.28�37参照。
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13） NickMackinnon,・TheportraitofFraLucaPacioli・,TheMathematical

Gazette,vol.2（1993）pp.130�219.

14）シャルル・ブーロー著，藤野邦夫訳『構図法―名画に秘められた幾何学』小

学館（2000.10）p.102参照。（CharesBouleau,CHARPENES,LaG�eom�etrie

secretedespeintrea,Paris,1963et1973.）

15） 国立美術館展『イタリア・ルネサンスの版画』（2007）p.233参照。

16） ヤーコポ・バルバリの師ピェロ・デッラ・フランチェスカが残した絵画の

代表作の一つに「キリストの復活」（サンセポルクロ市立美術館蔵）がある。

石棺からよみがえったキリストの目線が宙をさまよい，この世の人でないこ

とを現している。この作風をバルバリも習得していたと思われる。

17） ジェイコブ・ソール著，『前掲書』p.97参照。

18）『スムマ』の献辞は出版資金を提供した数学の教授MarcoSanutoに捧げ

られている。

19） R.EmmettTaylor,・NoRoyalRoad,・p.49.

20） 岩井敏稿「ルカ・パチョーリ」『イタリア文化辞典』丸善（2011）参照。

21） 近世に至るまでの教科書には，簿記を学ぶことで生まれる勤勉性に言及す

るものが多かった。現在の教科書はこの点を軽んじている。

22） 拙稿「簿記の技術移転 家計簿記の場合」『経営経理研究』72号。

23） 拙稿「福澤諭吉の『帳合之法』」『経営経理研究』101号参照。

24） 慶應義塾編纂『福澤諭吉全集』岩波書店（昭和33年）p.61.

25）「環境会計」という分野については疑問なしとはしないが，次の拙稿がある。

「光発電による環境会計報告書構想から」『経営経理研究』81号

「カーボン付加価値率に関する会計的考察」『経営経理研究』86号

26） 片野一郎訳，清水宗一助訳『リトルトン会計発達史』同文館（昭和53年）

p.491.（AnaliasChatlesLittleton,・AccountingEvolutionto1900,・p.362.）

27） 檜田信男は早稲田大学時代に青木茂男（1915�87）に師事して内部監査論の

専門家となる。専修大学に奉職，本学には非常勤で長らく監査論を担当され

る。その後本学の監査論は檜田の中央大学時代の弟子である松井隆幸となる。

その松井は青山学院大学会計プロフェッショナル研究科教授に迎えられ，く

しくも青木，檜田も同研究科教授であり，日本内部監査協会の重鎮である。

28） 下鶴毅稿「我が国の国庫制度 出納計理編 」『ファイナンス』2005.11,

p.22.

29） 日本銀行所在地以外における歳入金，歳出金の繰替払渡に関しての事務を

郵便官署が取り扱う（大四勅令6，逓省令8，大省令1）。

30） 亀井孝文稿「新しい公会計制度への提言」『会計検査研究』No.45（2012.3）
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p.8.

31）『陸軍簿記ノ參考』（陸軍経理学校 昭和16年7月）p.3.

32）『日本陸軍の兵営の食事』（光人社 2009年8月）pp.42,46参照。

33）『陸軍經理部よもやま話（正）』（若松会 昭和57年8月）p.473.

34） 兵器弾薬器具材料，秘密図書，馬匹及び戦時これに要する器具，戦用糧秣

及び給養器具，戦用被服及び被服修理器材，戦用衛生材料，戦用獣医材料，

戦用天幕及び貨物用雨覆，公用行李及び陣中事務用品，軍用輸送用補助材料

が一般の物品会計規程を離れて，別に定める規則により保管出納を行う（『經

理部甲種幹部候補生用教程 一般経理』昭和17年8月改定）。

本稿執筆にあたり，明治大学経営学部石津寿恵教授と専修大学商学部建部宏明

教授から貴重な資料を頂戴したことを記して感謝申し上げます。

（原稿受付 2015年5月26日）
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経営経理研究 第104号
2015年9月 pp.155�156

この国の近代化の原動力となる影響を与えた啓蒙思想家福澤諭吉

（1835.1.10�1901.2.3）が苦労して翻訳出版したものに『帳合之法』（慶應

義塾出版局）がある。これは福澤の名著『学問のすゝめ』が説く「サイア

ンス」，すなわち彼の「実学」をその精神から具体化したものであった。

原著は次の文献である。H.B.Bryant,H.D.Stratton,andS.S.

Packard,BryantandStratton・sCommonSchoolBook-Keeping,embrac-

ingSingle-andDouble-Entry,NewYork,1871.

本書はこの国に初めて洋式簿記を紹介した訳書である。同じ年に初めて

複式簿記を説いた大蔵省版『銀行簿記精法』に先立つこと半年早い明治6

年6月に『帳合之法 初編』が畧式の部として刊行されている。前後する

が『学問のすゝめ』は明治5年2月から同9年11月にかけて分冊出版さ

れるなか，『帳合之法 二編』本式の部（複式簿記）も同7年6月に刊行

されたことから，当時福澤は両著を同時並行して執筆していたのである。

明治30年に，福澤は「明治六年の頃帳合之法を發行し，書物は賣れた

れども，扨この帳合法を商家の實地に用ひて店の帳面を改革したる者は甚

だ少なし。聊か落膽せざるを得ず」とため息をつき，その原因を洋式簿記

の定着する風土・精神がこの国に希薄であったことを悟った。そこで資本

主義の精神を教育すべく『民間經濟録』（明治10年12月）を出版して，

その経済思想を啓蒙した。この延長線上に慶應義塾大学の理財（財産を有

利に運用する意）科の設立もあった。
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�公開講座〉

経営経理研究所主催

福澤諭吉の『帳合学のすゝめ』



『銀行簿記精法』の伝票会計や明治7年に複式簿記部分を出版した加藤

斌
なかば

訳『商家必用』の複数仕訳帳制が近代的大企業に採用されていくけれ

ども，福澤が翻訳した日記帳，仕訳帳，総勘定元帳という三帳簿によるシ

ンプルな複式簿記教材（二編本式の部）は，この国独自の帳合（算盤と多

帳簿制複式検算簿記）に勝っていたとはいえず，中小商店は江戸時代以来

のこの「帳合」で充分であった。

本書の意義を別角度からとらえれば，①福澤が苦労して和訳した帳合用

語はその後の『銀行簿記精法』や他の翻訳書に多大な影響を与え，定着し

ていった。②帳合学の重要性を政府に認識させて，学制に学科目として

「記簿学」が明記された。そして，③福澤が原著の本式の部にある第四事

例（複数仕訳帳制）を翻訳出版していたならば，当時の評価は違ったので

はなかろうか。ともあれ，本講演の詳細は拙稿「福沢諭吉の『帳合之法』」

（『経営経理研究』No.101）を参照されたい。

（文責：三代川正秀）
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2014年度（平成26年度）経営経理研究所

月例研究会報告

2014年度・経営経理研究所主催の月例研究会は下記のとおり開催された。

� 4月例会（4月24日・金）

テーマ 「アメリカにおける経営学教育」

報告者 西尾 篤人（商学部教授）

�要 旨�

本発表は，米国大学の経営学部におけるカリキュラムを精査することにより，自

分の米国での講義経験を含め，それらを日本の大学の経営学部どのような形で適用

可能かを紹介したものである。

米国では，一年次（freshman）では日本でいう教養科目を履修し，二年次

（sophomore）から専門科目を履修する。ちなみに，カナダの大学では，一年次か

ら専門科目を履修するとのことである。

カリキュラム上の科目数は多くない。したがって，選択肢は多くない。基本的に

はカリキュラムはコア科目とそれに関連する若干の科目から構成されている。経営

学部におけるコア科目には，Managementあるいは IntroductiontoManage-

ment，人的資源管理論，組織論，国際経営論，経営戦略論，MIS，POMである。

殆どの授業では，毎回レポートを課しており，講義ではサマリーを確認しながら，

学生と双方向のやりとりを展開している。教室のサイズは，大きいものでも100～

150名収容程度である。

� 6月例会（6月27日・金）

テーマ GlobalTrendsinGreenEnergy

報告者 DavidPrucha（商学部教授）

�summary�

Thisresearchdelvesintotherecentinnovationsinnewenergieswitha

focusonrenewableandalternativeenergysourcesasamajorfactorinthe

shiftfromfossilfuel-basedeconomiestoonesthatreducetheimpactonglobal

shiftsinclimateandatmosphericecosystems.Thepaperisdividedintoa
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historicalmapoftheoveruseofCO2-producingfuelsourcesandtheirimplica-

tionsfortheplanet・seco-systems.Followingisalookatthemajoreconomies

andtheirglobalcarbonfootprintcomparedwiththerestoftheworld・seco-

nomicactivities.Thepaperconcludeswithsolutionsfrom apersonaland

experimentalperspective:asustainablelifestylethatblendslessrelianceon

industrialbackedconsumerismandadvocatesahands-onapproachtousing

less,recyclingmore,andgrowingproduceforself-consumptionasanexperi-

mentallifestyle.Alleffortshavebeenrecordedandduplicatedasaninde-

pendentexpressionofattainingasingular,self-sufficientgreenlifestyle

model.

Inbusinessterms,・Green・istypicallythoughtofasprimarilyapplyingto

products,butitmayalsodescribeconsumerorbusinesspractices.Onthe

widerspectrum,・Green・isoftenusedintandem with・sustainability・,both

buzzwordsreferringtoalternativelifestyleswhichfocuslivinginsuchaway

astoreduceoreliminatetheelementsofindustrializationwhicharedamaging

totheearth・senvironment.ThereisaGreenDaymovement,whichoriginated

in1970withthepurposeofplantingtreestoincreasethegreenaroundusand

raiseawareness.Physicsexplanation（aboutphysics.com）:physicalproperties

ofenergycombinedwith・green・morphsintoanumbrellaofabstractinterpre-

tationsasyettobeclearlydefined...butenergyineconomictermsrelated

directlytoFF（FossilFuels）asusedinabstractandasyetdefinedexactly,

greenenergyis,onanindividualbasis,awayofreducingone・scarbonfoot-

printbyrelyingonrenewableand・green・energiesfordailylife.Thisincludes

theenergiesusedtoproduceproductsandservices.So,fromglobalconsump-

tionofenergy,whichisthedrivingforcebehindallglobaleconomicactivity,

toindividualchoiceofproductsdependingonhowtheywereproduced,green

energyhascometotakeonaveryimportantmeaningintoday・ssearchfor

newenergysources.Newtechnologiestopromotesustainableenergyinclude

renewableenergysourcesandalsotechnologiesdesignedtoimproveenergy

efficiency.Hydropowersourcesutilizethemovement,forceandweightof

watertorunagenerator.Dams,rivers,tidalmovementsaretypicalexamples

ofhydropower.Reservoirstakespaceandoftendisplacelandinplaceofaccu-

mulatedwaterstorage.Methanegascanbeabyproductofdammingland

overforeststhatareraisedtoproducethegreenhousegas.TheUSuseshy-

dropoweraccordingtotheeconomicsituation...amajorsetbackforHydro-

powergenerationisthecostofmakingrenewablegenerators,anddistance

fromthegeneratorstothegrid.ChinacompletedtheThreeGorgesRiverDam

andsinceexpectstorecoverit・scostswithinthe7to9yeartimeframe.This

estimateisbasedonthesheervolumeofwaterdisplacedtomakeuptheres-

ervoir.TheUSuseshydropoweraccordingtotheeconomicsituation...a
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majorsetbackforHydropowergenerationisthecostofmakingrenewable

generatorsanddistancefromthegeneratorstothegrid.Chinacompletedthe

ThreeGorgesRiverDamandsinceexpectstorecoverit・scostswithinthe7to

9yeartimeframe.Thisestimateisbasedonthesheervolumeofwaterdis-

placedtomakeupthereservoir.Solarinstallationgrowthworldwidetripled

inthetwoyears2010�2012comparingtothepreviousdecade.TheUSiniti-

atedwindgeneration,andGermanysurpassedtheUSin1997,beforetheUS

retooktheleadin2007,onlytobereplacedbyChinain2010.Worldwind

generationcapacitymorethanquadrupledbetween2000and2006,doubling

abouteverythreeyears.ThinkoftheGANSUWindFarminChina...6000MW

outputcomparedtothenearestworld・slargestwindfarm Alta（OakCreek-

Mohave）intheUSat1320MW output.China,outofnecessity,buildsfor

scale.Obviously,thepublicareconcernedabouttheenvironment...noticethe

lowestsupportfornuclear,followingtheFukushimadisasterinMarch,2011.

The1980・sfocusedonreactiontotheplanetintermsofwildlifeandpollution

controls...90・sbreaknewgroundwithinvolvementofgovernmentagencies

supportinglegislationtomakecorporationsresponsibleforenvironmental

issues（individually）,the90・sgreenism supportedtheviewthateachofus

coulddoourparttoreducethecarbondamageourlifestylesofunchecked

consumerismhadcreatedbylearningtoreduce,recycleandreuse...apopular

notionintheUSwastobuild・greenfarms/communities・andtobuildeco-

friendly,energy-efficienthousesusingrecycledmaterial...handmadewasthe

sealofapproval.FFindependencemeansnewtechnologiessuchasshalegas

extractionandfracking:producingone・sownsupplyofenergyneedswhile

keepingthemasclosetotocost-effectiveaspossible（andifpossible）...indi-

vidually,peopleorgroupscouldtakeupeffortstoreducecarbonemissionin

ordertocallthistruly・green・.Recently,capital・sattentionhasturnedtoprof-

itingfromthenew・green・moodby・greenwashing・,atermgiventotheactof

businesseshijackingthegreenmovementbysellingappealingproductsand

ideasas・green・,butonlyinanefforttoprofitfromthefast-growingmarket

sectorofgreeninnovations.

Restorationispartoftheconservationprocessforasustainablelifestyle.

Itispainstakingwork,butprobablythemostcosteffectiveifrenewablemate-

rialsarecloseathandandreadilyavailable.Keepingupdatedonthelatest

inventionsandnewesttechnologieswhichsupportrenewableenergyand

bringingtheseideasintoclassroomsworldwide,developingprojects,simula-

tions,andcreativesolutionsthroughstudent-centeredresearchoninterna-

tionalgreenbusinesspracticesandinnovationswillbethenextmajor

educationalmodelforbuildinggreenideologies.Noteveryonecanbuild

ahouseinthecountryside...work,career,familyincitycentersmakethis
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hard...butnewgreenurbanplanningcentersarebringingthegreenintothe

cities.Modelcomparisonsshowhowfuturemegacitiesacrosstheglobewill

relymoreongreenmodels,sustainablelifestyles,andeco-systemconservation

willbecomethenorm.Thispaperisongoinginscopeand,theinnovations

thatwilldelineatetheshiftfromFFusetomacro-engineeringgreenprojects

alongwiththesmallerbutmoreindividualizedmicro-lifestylechangeswill

markthebiggestchallengetohumanity・ssurvivaloverthecoming50years

andbeyond.

� 7月例会（7月25日・金）

テーマ 『現代ロシアの金融事情 小口融資を中心に 』

報告者 山村 延郎（商学部准教授）

�要 旨�

ソ連崩壊から近年までのロシア金融制度の発展の歴史と現状を概観したのち，中

小企業金融やクレジットビジネスの発展に焦点を当ててみた。

ロシア金融制度は，ソ連崩壊後に中央機構から分離した巨大国有銀行が，預金量

でも支店網でも圧倒的な地位を占めている。中間層に民間資本による地方銀行やク

レジット産業が勃興しており，その最下層には雑多な金融業者が位置している。

中央計画経済の時代には，市場経済の国に見られるような信用制度は存在しなかっ

た。市場経済の導入後も長らく，銀行に対する不信感，借手に対する不信感が，ロ

シアの金融制度の発展を阻害していた。しかしロシア通貨危機から立ち直って以降

は徐々に，中小企業の起業に対する融資をしたり消費者金融をしたりする小口金融

ビジネスが成長していたのである。

� 10月例会（10月31日・金）

テーマ 「共通連結法人税課税標準に関する一考察」

報告者 稲葉知恵子（商学部准教授）

�要 旨�

本報告では，EU域内での法人税制統一を提案した共通連結法人税課税標準

（CommonConsolidatedCorporateTaxBase:CCCTB）に関する EU指令案

（以下，CCCTB指令案とする）を考察の対象とし，EU域内の法人税制に関する議

論の経緯，CCCTB指令案の特徴，CCCTB指令案において分離独立主義が採用さ

れた論拠の3点について報告をした。

税制が経済活動のグローバル化に対応する方法は，共通の税制により租税調和を

図るか，個々に課題問題へ対応する方法がある。1990年代以前はヨーロッパ域内
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における共通の税制によって経済のグローバル化に対応する方法が模索されてきた

が，1975年に公表された共通法人税制指令案が1990年に廃案となり，1990年以降

は個々の課税問題に対応する方針へと移行した。1990年代から2000年代にかけて

課税問題へ個々に対応してきたが，租税調和に具体的な進展は見られなかった。そ

こで，2001年に公表された法人税調査報告書（TheCompanyTaxStudy）の中

で初めてCCCTBという共通連結課税標準制度が提案され，議論を重ねて2011年

3月16日にCCCTB指令案が公表されるに至った。

CCCTB指令案の特徴は，EU域内の複数の国家にまたがって活動する企業グルー

プの課税所得を共通のルールに則って算定し，この課税所得を合算した連結課税所

得を労働・資本・売上の3要素からなる計算式により按分して，最後に各国の法人

税率を適用して納税額を算出する税額計算方法を選択制で認めるというところにあ

る。また，連結納税申告書は主たる納税者が一つの税務当局に提出すればよいワン・

ストップ・ショップ・アプローチを採用している。

EU域内では，確定決算主義を採用している国と分離独立主義を採用している国

の差異が少なくなっている。EC4号指令によりEU域内の会計法規を調和化する

ことが要請されてから財務会計と税務会計のつながりは緩やかになり，IFRSによっ

て会計基準が統一されてからさらにその傾向が顕著になった。このことはCCCTB

指令案の議論が進展する後押しをしている。

IFRSがCCCTB指令案の後押しをしているにも関わらず，IFRSにより算定さ

れた利益が課税所得算定のための出発点とならない理由は，①財務会計と税務会計

では目的が異なるため，②非政府主体であるIASBによって設定されたIFRSによ

り算定された利益を課税所得算定のための基礎として採用することに疑義がある

EU加盟国もあるため，③IFRSの適用状況がEU加盟国ごとに異なるための3点

にある。そのため，CCCTB指令案では分離独立主義が採用されたことを指摘した。

� 11月例会（11月28日・金）

テーマ 「信託法と信託税制」

報告者 阿部 雪子（商学部教授）

�要 旨〉

本報告では，平成18年に改正された新信託法（平成18年法律108号）の特色を

概観し，平成19年度税制改正後の信託税制の特徴を明らかにした。そのうえで，

空中権取引をめぐる信託の課税問題について考察した。新信託法においては，信託

に関する様々な社会的ニーズに対応するため，新たな類型の信託が導入された。具

体的には，自己信託，遺言代用の信託，後継ぎ遺贈型の受益者連続の信託，受益者
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の定めのない信託等である。このような平成18年の信託法の改正に対応して，平

成19年度税制改正では信託税制の改正がなされた。たとえば法人税法では，集団

投資信託，法人課税信託，退職年金等信託，特定公益信託等，受益者等課税信託に

区分された。

そこで，空中権取引に着目し，租税法の取扱いがどのような影響を及ぼし，いか

なる税制上の課題があるのか，さらに空中権取引の促進という観点から新たな信託

の活用が可能であるのかについて検討を試みた。具体的には，東京高裁平成21年

5月20日日判決（税資260号11413号）を素材に余剰容積率の取引にかかる課税，

いわゆる連担建築物設計制度における地役権設定（建築基準法86条1項）の対価

にかかる所得区分が問われた事例について検討した。結論として，東京高裁は地役

権の設定（移転）にかかる対価は譲渡性がなく譲渡所得と認定される余地はないと

ころから不動産所得と判示した。

この事例に関連して，資産の譲渡とみなされる行為について考えてみると，所得

税法施行令79条1項では，その対価として支払いを受ける金額が一定金額を超え

る地役権の設定について資産の譲渡に含まれるものとされる。しかし，連担建築物

設計制度にかかる地役権の設定に関しては同条項に含まれていない。つまり，本件

のような地役権設定の対価は，これを立法しない限り譲渡所得と解する余地はない。

この点，立法論として当該政令について検討する余地はあると思われる。

次に，本報告では空中権取引の促進の観点から信託の活用について考察した。具

体的には，新信託法の制定にともない創設された特定受益証券発行信託を適用する

ことにより，空中権を取得する買主の立場からは，資金調達が容易になるというス

キームについて指摘した。

� 12月例会（12月19日・金）

テーマ 「神奈川県の中小企業における環境保全活動と組織マネジメント」

報告者 角田 光弘（商学部准教授）

�要 旨�

「経営学の視点から，企業の環境保全活動の推進に向けた課題を考察した上で，

企業の環境保全活動と持続的競争優位の構築に向けて求められる組織マネジメント

のあり方に関する仮説を構築し，2011年10月実施の神奈川県の中小企業556社向

けアンケート調査に基づき，共分散構造分析により検証し，以下の6点が明らかに

なった。

第1に，「仮説1.企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）には，

トップがその役割を果たすことが貢献する」を支持したカテゴリーは，全てのカテ
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ゴリー｛アンケート調査全回答企業556社，製造業217社，建設業178社，全業種・

従業員数51人以上企業201社，同・50人以下企業353社，環境マネジメントシス

テム認証取得（認証登録）企業149社，環境マネジメントシステム未取得（未登録）

企業407社｝であった。

第2に，「仮説2.企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）には，

ミドルがその役割を果たすことが貢献する」を支持したカテゴリーは，アンケート

調査全回答企業556社，建設業178社，全業種・従業員数50人以下企業353社，

環境マネジメントシステム未取得（未登録）企業407社であった。

第3に，「仮説3.企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）には，

人材マネジメントが機能していることが貢献する」を支持したカテゴリーは，全て

のカテゴリーであった。

第4に，「仮説4.企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）には，

風通しの良い組織風土が貢献する」を支持したカテゴリーは，全てのカテゴリーで

あった。

第5に，潜在変数「環境保全活動への取り組み成果」と「環境保全活動への取り

組み」の関係性に対しては，全てのカテゴリーにおいて，環境保全活動へ取り組む

ことを通して，環境保全活動への取り組み成果が得られ，持続的競争優位の構築に

向けて，組織能力が向上していると考えられる。

第6に，潜在変数「外部促進要因」と他潜在変数との関係性に対しては，アンケー

ト調査全回答企業556社，製造業217社，建設業178社，全業種・従業員数51人

以上企業201社，環境マネジメントシステム認証取得（認証登録）企業149社，環

境マネジメントシステム未取得（未登録）企業407社のカテゴリーにおいて，「外

部促進要因」は環境保全活動への取り組みに直接的に影響しているのではなく，あ

くまでも環境保全活動への取り組みに対する他潜在変数（「トップの役割」，「ミド

ルの役割」，「風通しの良い組織風土」など）に影響を与えることを通して，環境保

全活動への取り組みに影響を与えていると考えられる。

� 1月例会（1月23日・金）

テーマ 「情報セキュリティの初歩 情報保護対策は大丈夫か?! 」

報告者 金山 茂雄（商学部教授）

�要 旨�

情報技術（IT）の進歩は，現代社会そして，日常生活に至るまで浸透している。

日常生活では，情報通信や情報システムの発展などで生活のスタイルも随分変わっ

た。今では，ITは産業をはじめとしていろいろな活動に欠かせない重要な社会基
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盤（インフラ）になっている。このような状況の中，2003年10月に経済産業省よ

り発表された「情報セキュリティ総合戦略」では，「ITが社会の神経系を担う時代

となったいま，個人や個別の企業のリスクが全体的・国家的なレベルのリスクに変

貌しうる」と述べられた。これらのことは，個人や企業，またインターネットを利

用する者が情報セキュリティに対して真剣に取り組む必要性があることを指摘して

いるわけである。

以上のことを踏まえて，情報セキュリティに対して実態調査を実施した。特に

「情報セキュリティの個人」に対して，『「個人情報保護法」の理解度』に絞り調査

（予備）を実施し，その調査結果を第一報として報告した。

� 3月例会（3月25日・水）

テーマ 「フラ・ルカ・パチョーリ巡礼」

報告者 三代川正秀（商学部教授）

�要 旨�

1990年の夏に会計を生涯の糧としてきた父の提案で，最古の複式簿記印刷文献

を残したルカ・パチョーリ修道士のもとへ巡礼しました。以来都合三回のパチョー

リ生誕の地であるイタリア・アレッオ県ボルゴ・サンセポルクロ詣でて，この「会

計の父」にかんする10編ほどの小稿を書きました。

最近，複式簿記の真髄であるDoubleEntryというタイトルの本を手にしたこと

から，新しいパチョーリ研究の側面に気付き，この書物を紹介します。

DoubleEntry:How theMerchantofVenicecreatedmodernfinancebyJane

Gleeson-White,London,2011（ジェーン・グリーソン・ホワイト著 川添節子訳

『世界経済史』日経BP出版 2014.10）

以下五つの点に要約して寸評を試みました。

� 複式簿記起源論に一石を投じる

� 宗教と利息と簿記の関連

� パトロネージと同性愛のうわさ

� 複式簿記普及の実態

� 会計は地球を救えるか

巡礼に同伴した父は陸軍経理学校で「軍用簿記」を学び，主計将校として兵役を

終えました。戦後本学の経営学，租税（行政）法，会計学，監査論を担当し，特に

内部監査を中心とする学統を築きました。

中世末期，アフリカ・ユーラシアの各地から集積された知識を商人たちは帳簿に

閉じ込め，DoubleEntryの技術とスピリッツを完成させました。その後このスピ
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リッツは近代社会の旗頭になって，豊かな繁栄を可能にしました。しかし，核分裂

の研究のみならず気象学など身近な科学が諸刃の剣であったように，会計の世界で

も，軍需品の原価計算技術一つとっても不幸な方向にむかうことがあります。

経理学校同級生の染谷恭次郎早稲田大学名誉教授がシドニーで開催された会計史

世界会議で基調講演を行った折に「日本の会計学は戦争と如何にかかわったか」と

いう質問を受けたそうです。戦中戦後本学の会計学を担当してきた佐藤勘助先生が

「科学は人間幸福のためにある」と口癖のように言われ，また戦中を軍国少年とし

て過ごした鬼形功先生は，本学を退職される際に「教え子を戦場に送ることがなかっ

たことに幸せを感じる」と述べておられた。会計職で禄を食んだ報告者も，この歳

になるまで戦争の苦汁を知らずに過ごせたことに感謝する次第です。
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○拓殖大学 研究所紀要投稿規則

（目的）

第1条 拓殖大学（以下，「本学」という。）に附置する，経営経理研究所，政治経

済研究所，言語文化研究所，理工学総合研究所及び人文科学研究所（以下，「研

究所」という。） が発行する紀要は，研究成果の多様な学術情報の発表の場を提

供し，研究活動の促進に供することを目的とする。

（種類）

第2条 研究所は，次の紀要を発行する。

� 経営経理研究所 紀要『拓殖大学 経営経理研究』

� 政治経済研究所 紀要『拓殖大学論集 政治・経済・法律研究』

� 言語文化研究所 紀要『拓殖大学 語学研究』

� 理工学総合研究所 紀要『拓殖大学理工学研究報告』

� 人文科学研究所 紀要『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』

（投稿資格）

第3条 研究所が発行する紀要の投稿者（共著の場合，投稿者のうち少なくとも1

名）は，原則として研究所の研究員でなければならない。

2 研究所の編集委員会（以下「編集委員会」という）が認める場合には，研究員

以外も，投稿することができる。

（著作権）

第4条 研究所が発行する紀要に掲載された著作物の著作権は，研究所に帰属する。

2 研究所が必要と認める場合には，投稿者の許可なく，著作物の転載や引用を許

可する。ただし，事後に投稿者に報告するものとする。

3 研究所の紀要に掲載した著作物は，電子化しコンピュータネットワークを通じ

て，本学のホームページ等に公開するものとし，投稿者はこれを許諾しなければ

ならない。

（執筆要領および投稿原稿）

第5条 投稿する原稿は，研究所の執筆要領に指示に従って作成する。

2 投稿する原稿は，図・表を含め，原則として返却しない。
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3 学会等の発行物に公表した原稿あるいは他の学会誌等に投稿中の原稿は，研究

所の紀要に投稿することはできない（二重投稿の禁止）。

（原稿区分他）

第6条 投稿区分は，別表1，2のとおり，定める。

2 投稿する原稿の区分は，投稿者が選定する。ただし，研究所の紀要への掲載に

あたっては，査読結果に基づいて，研究所の編集委員会の議を以て，投稿者に掲

載の可否等を通知する。

3 研究所の紀要への投稿が決定した場合には，投稿者は600字以内で要旨を作成

し，投稿した原稿のキーワードを3～5個選定する。ただし，要旨には，図・表

や文献の使用あるいは引用は，認めない。

4 研究所研究助成を受けた研究成果発表（原稿）の投稿区分は，原則として論文

とする。

5 研究所研究助成を受けて，既に学会等で発表した研究成果（原稿）は，抄録と

して掲載することができる。

（投稿料他）

第7条 投稿者には，一切の原稿料を支払わない。

2 投稿者には，掲載の抜き刷りを50部まで無料で贈呈する。50部を超えて希望

する場合は，超過分について有料とする。

（正誤の訂正）

第8条 印刷上の誤りについては，投稿者の申し出があった場合，これを掲載する。

ただし，印刷の誤り以外の訂正や追加は，原則として取り扱わない。

2 投稿者の申し出があり，研究所の編集委員会がそれを適当と認めた場合には，

この限りでない。

（その他）

第9条 本投稿規則に規定されていない事柄については，研究所の編集委員会の議

を以て決定する。

（改廃）

第10条 この規則の改廃は，研究所運営委員会の議を経て研究所運営員会委員長が

決定する。
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附 則

この規則は，平成26年4月1日から施行する。
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別表1 原稿区分（理工学総合研究所以外）

� 論 文
研究の課題，方法，結果，含意（考察），技術，表現について

明確であり，独創性および学術的価値のある研究成果をまとめ

たもの。

� 研究ノート
研究の中間報告で，将来，論文になりうるもの（論文の形式に

準じる）。

新しい方法の提示，新しい知見の速報などを含む

� 抄 録 研究所研究助成要領第10項�に該当するもの。

� その他 上記区分のいずれにも当てはまらない原稿（判例研究，解説論

文，調査報告，資料，記録，研究動向，書評等）については，

編集委員会において取り扱いを判断する。

また，編集委員会が必要と認めた場合には，新たな種類の原稿

を掲載することができる。

別表2 原稿区別（理工学総合研究所）

� 展望・解説，� 設計・製図，� 論文，� 研究速報，� 抄録（発表作品

の概要を含む），� 留学報告，� 公開講座，	 学位論文



『拓殖大学 経営経理研究』執筆要領

1．発行回数

本紀要は，原則として年3回発行する。各回の発行について，以下の原稿提出

締切日を設ける。

第1回 5月末日締切 ―9月発行

第2回 9月末日締切 ―12月発行

第3回 12月末日締切 ―3月発行

紀要冊子としての発行のほか，拓殖大学経営経理研究所（以下，「当研究所」

という）のホームページにもその内容を掲載する。

2．執筆予定書の提出

本紀要に投稿を希望する者は，『拓殖大学 経営経理研究』執筆予定表を当研究

所に提出しなければならない。各年度における執筆予定表の提出期限は，別に定

めるものとする。

3．使用言語

使用言語は，原則として日本語又は英語とする。

これら以外の言語で執筆を希望する場合には，事前に経営経理研究所編集委員

会（以下，「編集委員会」という）に申し出て，その承諾を得るものとする。

4．様 式

� 投稿区分の指定

投稿規則に示された，「論文」，「研究ノート」，「抄録」以外の「その他」に

あたる投稿原稿は，「資料」，「調査報告」，「判例研究」，「書評」，「公開講座」，

「文献紹介」，「学会展望」，「その他」のいずれかに区分される。

� 字数の制限

投稿原稿は，A4縦版，横書きで作成し，原則として下記の字数を上限とす

る。図表についても挿入部分に対応した文字数で換算し，制限に含める。日本

語以外の言語による原稿についても，これに準ずる。

ただし編集委員会が許可した場合に限り，同一タイトルの原稿を複数回に分

割して投稿することができる。その場合，最初の稿で投稿記事の全体像と分割

回数を明示しなければならない。
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Ⅰ 論文，研究ノート 24,000字

Ⅱ 資料，調査報告 20,000字

Ⅲ Ⅰ，Ⅱ以外 6,000字



� 投稿原稿の取扱

投稿原稿の受理日は，完成原稿が編集委員会に到着した日とする。

投稿原稿原本は編集委員会に提出された原稿とし，その写しを投稿者が保管

する。

� 投稿原稿は，原則としてワープロ・ソフトで作成したものに限定する。

� 原稿作成にあたっては，A4用紙を使用し，原則として，日本語原稿は横書

きで1行33文字×27行，英文原稿はスペースを含め1行に半角66文字，ダ

ブルスペースで作成すること。

� 数字はアラビア数字を用いること。

� 上記以外の様式で投稿する場合には，編集委員会と協議する。

5．表 紙

投稿原稿の提出に際しては，「『拓殖大学 経営経理研究』投稿原稿表紙」に必

要事項を記入し，ホームページでの公表を認める捺印を行った上で提出すること。

6．図・表・数式の表示

� 図・表の使用は必要最小限にとどめ，それぞれに通し番号と図・表名を付け，

本文中の挿入位置を指定する。図表についても挿入部分に対応した文字数で換

算し，制限に含める。

� 図・表は，そのまま印刷できる形式で作成すること。

� 数式は，専用ソフトを用いて正確に表現すること。

7．注・引用・参考文献

� 注は，必要箇所の右肩にアラビア数字で通し番号をつけることで，記載があ

ることを示すこと。

また，注記内容は文末，あるいは注をつけた部分の記載頁の下に記載するも

のとする。参考文献の表記は，文末に一括して記載するものとする。

� 英文の場合は，TheChicagoManualofStyleを準用する。

8．電子媒体の提出

投稿者は，編集委員会による審査後，編集委員会により指示された修正・加筆な

どが済み次第，完成原稿のデジタルデータと，それをプリントした出力原稿1部

を提出すること。

なお，手元には，必ずオリジナルの投稿論文等データを保管しておくこと。

9．掲載の可否，区分の変更，再提出

� 投稿原稿の採否は，編集委員会が指名する査読者の査読結果に基づいて決定

する。

� 投稿した原稿を，編集委員会の許可なしに変更してはならない。
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� 編集委員会は，投稿者に若干の訂正や部分的な書き直しを求めることができ

る。

� 編集委員会において本紀要に掲載しないことを決定した場合には，拓殖大学

経営経理研究所長名の文書でその旨を執筆者に通達する。

10．校 正

掲載が認められた投稿原稿の校正については，投稿者が初校および再校を行い，

編集委員会と所長が三校を行う。

校正は，最小限の字句に限り，版組後の書き換え，追補は認めない。

校正は，所長の指示に従い迅速に行う。

投稿者による校正が決まられた期日までに行われない場合，紀要掲載の許可を

取り消すことがある。

11．改 廃

この要領の改廃は，経営経理研究所会議の議を経て，経営経理研究所長が決定

する。

附 則

本要領は，平成26年4月1日から施行する。
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